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 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は、１６人につき、定足数に達しております。 

 ただ今から、予算審査特別委員会を開会します。 

（１０：００） 

 委 員 長  お諮りします。 

 予算審査特別委員会の日程は、議会運営委員会にて協議を行い、本特別委員会は、

本日、３月１３日と１４日、１５日の午前、及び１５日の午後を予備日とする審査日

程にしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本特別委員会は、本日と１４日、１５日の午前、及び１５日の午後を

予備日とする審査期間に決定いたしました。 

 会議で付託されました議案第１４号から議案第２０号までを審査いたしますが、審

査の方法について、お諮りします。 

 審査の方法は、議会運営委員会で協議を行い、議案第１４号、平成３０年度筑前町

一般会計予算については、お手元にお配りしておりますように、所管課ごとに歳出の

審査を行い、すべての所管課の歳出の審査が終わって、歳入を審査いたします。 

 議案第１５号から議案第２０号までの特別会計予算については、特別会計ごとに審

査を行います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 予算審議に入る前に、平成３０年度当初予算の概要について、説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  おはようございます。 

 平成３０年度一般会計当初予算の概要を、説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１２１億５,５８３万９,０００円

となります。 

 第２条の継続費につきましては、予算書９ページとなりますけど、防犯灯のＬＥＤ

化を３０年度と３１年度の継続事業として実施をするものであります。 

 第３条につきましては、地方債の限度額等について定めております。 

 予算書１０ページの第３表のとおりであります。限度額総額が６億８,５９０万８,

０００円としております。 

 第４条につきましては、一時借入金の最高額を１５億円と定めております。 

 第５条につきましては、予算の流用について給与、職員手当等及び共済費は、同一

款内であれば流用できるということを定めているものであります。 

 それでは、１１ページからの総括により説明をいたします。 

 歳入につきましては、各課からの歳出説明後に、歳入説明の時間が別にありますの

で、要点のみ説明をいたします。 

 １１ページ、１款町税は、たばこ税などの減収を見込み、前年度比０.４％減の２９

億５,２２０万６,０００円を計上しております。 

 ２款地方譲与税から５款株式等譲渡所得割交付金までは、前年度と同額を見込んで

おります。 
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 ６款地方消費税交付金から１０款地方特例交付金までは、前年度実績をもとに計上

をいたしております。 

 １１款地方交付税は、合併算定替え特例交付分の減少などを見込み、前年度比１.

８％減の３６億５３９万１,０００円を計上しております。 

 １４款使用料及び手数料につきましては、対前年度比６３４万４,０００円の減とな

っておりますが、主に平和記念館入館料見込みの減によるものです。 

 １８款寄附金は、ふるさと応援寄附金が主なものであります。 

 １９款繰入金につきましては、財政調整基金繰入２億１,９１２万６,０００円のほ

か、合計で７億２,２１３万２,０００円を計上をしております。 

 次に、歳出について、説明をいたします。 

 １３ページをお願いします。 

 歳出合計が前年度より１１億４,９７８万７,０００円の大幅な増加となっておりま

すが、前年度当初予算が骨格予算であったことによるものです。 

 なお、ここに数値は上がっておりませんけど、肉付け予算を行いました前年度６月

補正後の予算との比較では、１億１,８６８万６,０００円の減となっております。 

 まず、１款議会費１億１,３０４万７,０００円、前年度比２.０％の増です。 

 ２款総務費１３億７,７５５万３,０００円、増額の主なものにつきましては、防犯

灯のＬＥＤ化事業、地方創生交付金による農業部門新設事業の実施によるものです。 

 ３款民生費３８億１,３１９万７,０００円、増額の主なものは、障害者自立支援給

付事業、学童保育施設工事、保育所運営負担金の増加によるものです。 

 ４款衛生費１１億７,２８１万３,０００円、減額の主なものは、サン・ポート負担

金の減額によるものです。 

 ５款農林水産業費１１億４,１１３万９,０００円、増額の主なものは、強い農業づ

くり交付金事業、両筑平野用水二期事業負担金一括償還によるものです。 

 ６款商工費２,９６９万１,０００円、前年度とほぼ同額です。 

 ７款土木費１５億１,８８４万円、増額の主なものは、町営住宅東小田団地建替工事、

公共下水道事業繰出金の増加によるものです。 

 ８款消防費、５億３,２０６万９,０００円、前年度とほぼ同額です。 

 ９款教育費、９億７,４０６万１,０００円、増額の主なものは、外国語指導助手の

増員、地域学校共同活動事業、町民プール滑り台改修等によるものです。 

 １０款災害復旧費２７１万１,０００円は、前年度と同額です。 

 １１款公債費１４億５,０７１万８,０００円、前年度比１,８０３万９,０００円の増

額です。 

 予算書の１１８ページ、１１９ページに債務負担行為に関する調書、１２０ページ

から１３０ページに給与費明細書、１３１ページに継続費に関する調書、１３２ペー

ジに地方債に関する調書を付けております。 

 以上で、概要の説明を終わらせていただきます。 

 それともう１点ですけど、本日Ａ４、１枚の資料をお配りをしておりますので、こ

の点について、説明をさせていただきます。 

 これは、定期清掃委託料の予算について、でございます。 

 この定期清掃委託料につきましては、財政課のほうで一括契約を行っておりまし

て、各施設管理担当課のほうで予算を計上しておるところです。本庁とコスモスプラ

ザが１つの契約と旧三輪地区の施設が１つの契約といったような内容になっており

ますけど、両方の契約とも３０年度が５年間の長期契約の更新の年となります。 

 この契約更新にあたりまして、これまでの委託内容の点検を行いました結果、これ

までの委託料がですね、相当低額なものでありまして、実勢価格との差が非常に大き

いということから、実勢価格に応じた業務委託費の積算を行いまして当初予算に計上
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しておりました。 

 その後ですね、委託業務の入札を行っておりますけど、その前に再度委託業務の内

容の見直しを行いまして、設計価格をまた新たに設けたところでございます。それを

基に入札を行ったところであります。 

 これまで５年間の契約でありますので、当然人件費等が上がりますので、当然上が

ってくるわけですけど、これまでの価格が相当安かったという実情がありますので、

これまでの予算と比較するとですね、かなり大きな予算になっておりましたので、そ

の説明を全体的にここにまとめておりますので、これを見ながらですね、審議をいた

だければと思います。 

 財政課、企画課、住民課、教育課、生涯学習課、こども課の各予算にそれぞれ上が

っておりますので、よろしくお願いします。 

 なお、清掃委託料につきましては、定期清掃委託料、ワックスがけとかですね、業

者さんにお願いをしている分と、もう１つ日常清掃委託料というのがあります。これ

は、シルバー人材センターのほうにですね、定期清掃の負担を軽くするためにやって

いる分が２つございますので、その内訳などもここに記載をしておりますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

 委 員 長  当初予算の概要の説明が終わりました。 

 この件で質疑があればお受けいたしたいと思います。 

２番 田口委員 

 田口委員  ちょっと総括の中で歳入ですが、１１ページの地方消費税交付金４億７,０００万で

すが、ちょっと私が新聞で読んで記憶があるんですが、算定替えがあるように報じら

れておりましたが、今までは企業の多い市町村圏に交付税が、割合が多いというふう

に聞いておりましたが、新聞によると、老人の人口、高齢者の方が多いところに消費

税を交付したらどうかというふうな、新聞による記事があったんですが、算定替え、

平成３０年度に算定替えをというふうな考え方が載っておりましたが、どんな状況

か、ちょっとお伺いします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えします。 

 その算定替えについてはですね、ちょっと私たちもまだ認識不足でありますので、

ちょっとまだ研究させてください。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  国から県に、県が、いわゆる消費税の全体を県に下りてきて、各市町村の老人の人

口、そういう関係を見て消費税を配布したらどうかというふうな記事やったんです

よ。そんなことがどういうふうな状況かですね、その後なかなか新聞で載らないので、

どういう研修がありよるかですね、ちょっと聞いたわけでございます。また、良い話

があったらよろしくお願いします。 

 委 員 長  他にございませんか。 

河内委員 

 河内委員  当初予算概要資料の６ページでお尋ねします。町債残高です。 

 町債残高は、平成２９年度末見込額１６０億２,３９１万６,０００円とありますが、

先日配られた中期財政計画の中では１６０億２,７０１万６,０００円となっていま

す。見込額、この差は何なのかをお尋ねいたします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  すみません。正しい数値を確認させていただきますので、あとで報告させていただ

きます。 

 委 員 長  矢野委員 
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 矢野委員  全体的に説明がある前にお尋ねしたいんですけども。 

 経常収支比率が９６を超えて、私はたいへん今後の財政について心配しているんで

すけども。 

 ２８年度が９６を超えた、２９年、３０年、今度の３０年度の予算を組んでありま

すけども、今後の推移として、財政課としてはどの程度を考えてあるのか、今後経常

収支比率がさらに上がるというふうに考えてあるのか、予算計上の中で考えてあるこ

とを、ちょっとお尋ねをしたいと思っております。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  経常収支比率につきましては、決算見込みを行ったうえで推測というかですね、そ

ういったものを出さないといけないわけでありますので、当初予算の段階ではです

ね、今現在どのくらいになるかというのは、なかなかその見込みが難しいということ

ではあります。 

 以前からですね、公債費が今高いということで、経常収支比率が高いのもですね、

そこに原因があります。３４年度あたりまでは、この公債費がまだ同水準で推移をし

てまいりますので、その他の経常経費がどの程度抑えられるかによって、経常収支比

率というのは変わってくるというふうに思っております。 

 経常収入一般財源に占める経常経費の割合ということであります。 

 経常収入一般財源につきましては、今後大きく増えるということではなくて、交付

税の減少はまだ続きますので、やっぱりいくらか収入のほうは減ってまいります。経

常経費のほうは、公債費が減るまでは扶助費の増とかそういったものがありますの

で、さらに増加をしていくというふうに考えております。 

 ただし、いろいろ負担金とかですね、大きなものがあります。一部事務組合の負担

金とか。それについてもそういった協議によりまして、一時的に減額になったりとか、

また、いったようないろんな要件もありますし、経常収支比率についてはですね、下

がるような要因もありますけど、また逆に上がるような要因、扶助費とかですね、上

がるような要因もあります。 

 公債費が減少していくまでの間はですね、やっぱり極端に下がっていくようなこと

はですね、見込めないというふうに考えております。 

 ９６.８％、２８年度でそういった高い率になりましたけど、そこら辺りでですね、

ここ数年間はいくのではないかなと、今現在の見込みであります。 

 委 員 長  矢野委員 

 矢野委員  経常的経費をいかに削減するかということもあると思うんですけれども、どこを削

減するかという問題が、町長もいろいろ悩んであると思っておりますけど、やはり組

織機構の見直し等をやりながらですね、人件費の削減しか、私は、ないんじゃないか

なというふうに思っています。 

 ただ、人件費を削減するというのがなかなか難しいと思っていますけど、組織機構

の見直し等をやりながらできないのかなと。 

 例えば、課の統廃合等をやりながらということもあるのかなと思っていますけど、

やはり一番手っ取り早いのはその辺かなと。 

 しかし、人件費を下げるというのはですね、なかなか町長も難しいというふうに考

えてあるでしょうけども、そういうところからやらなければ、この状態のまま続くと

いうことになれば、９８から９９というような経常収支比率になる可能性が、今の状

況からいけばですね、心配するんです。 

 そういうことから進んで、それを踏まえて、新しい３０年度の予算を当然組まれて

いるというふうに思っていますので、そういうのを含めてですね、十分今後検討をお

願いしたいと思っています。 
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 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 今、財政課長が説明いたしましたように、大きな要因は間違いなく償還金で、繰出

金にあるのは間違いございません。 

 これは計算どおりやれるわけで、この償還額を少なくしようとすれば、繰上償還

等々が好ましいと。そういったところも当然視野に入れながら、基金を活用しながら

やっていきたいとは思っております。 

 同時に３０年度予算につきましては、サン・ポートの負担金ですね、これ厳しくサ

ン・ポートのほうも査定いたしました。その関係で６,０００万程度ですね、減額が見

込めるというふうな、負担金が減額になると。これまた経常経費でございますので、

そういったマイナス要因は当然あると。 

同時にまた、大きく扶助費等が膨らんでくる可能性も十分ある。 

 消費税の今度改正もありますし、特に３０年度にですね、交付税の骨太方針が国の

ほうで示されます。この影響を大きく受けます。 

 正直言いまして、３０年度までの交付税の算定額は、過去３カ年同じレベルでいく

というような考え方であります。しかしながら３１年度からはですね、地方の基金等

の状況も勘案しながら、その骨太方針を決めるというようなことになっておりますの

で、非常にそこを注視しているところでもあります。 

 委員が言われましたように、歳入のほうがまだ減額傾向にありましてですね、これ

と歳出をどう落としていくか。 

 それと人件費の削減、非常に重要であります。合併時からも５億円以上の削減をし

ております。これは並大抵ではございませんで、具体的に言いますと、保育所の民営

化でございました。給食センターの民営化でございました。 

 こういった職員のですね、やっぱりそういった委託経営に切り替えないと、そうい

った人件費の削減はできないということで、なされた額でもございます。そういった

意味において、人件費の削減というのはなかなか困難な部分があると。 

 同時に、今度は臨時職員あたりのですね、経費もまた来年度あたりからですね、３

１年度あたりから増額になってまいりますので、そこも視野に入れながらやっていか

なければならないということで、非常に厳しく思っております。 

 ただ、様々な情報を入手しましてですね、ぜひ経常収支比率、できるだけ引き下げ

る努力をしていきたいと思っております。以上でございます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  すみません。ちょっと確認をしたいと思うんですが、経常収支比率についてです。 

 昨年の９月の決算時やったですかね、この問題で質問したときに、なぜ、こんなに

高くなったのかということで、副町長のほうから回答があったんですが。 

そのときにはいわゆる歳出が変わらんのに歳入が減れば、当然比率は上がってくる

という話の中から、実は入ってくる予定やったものが入ってこなかったと。それはヤ

クルトの件だろうと思うんですね、土地の、確かそのことだったろうと思うんです。 

 それがいわゆる２８年度の３月末までに入ってくる予定だったのが、２９年度にな

ったという話だったと思うんですよね。 

 ということは、今度２９年度入ってきとるわけですから、私は当然、この２８年度

の９６.８％というのはとんでもない数字ですから、これは、何と言いますかね、２８

年度に限って入ってくるお金が、予定だったものが入って来なかったから、こんな数

字になったんだというような理解をしとったんですが、それがさらに２９年度もこう

いう数字になるということは、ちょっと理解できませんが、そこら辺について副町長。 

 委 員 長  副町長 
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 副 町 長  お答えいたします。 

 昨年度の９６.８になった要因としてはですね、普通交付税が３億近くですね、減っ

たわけですよね。それによって、こういう数値になったというふうに、私は言ったつ

もりでございます。 

 それで我々自治体、依存財源に頼っている自治体についてはですね、やっぱり今年

の基準財政需要額６３億ぐらいなんですよね。それに対して、今予算化しているのが、

普通交付税が３３億。うちの基準財政収入額が２９億の７５％ですから、２１億ぐら

いになろうかと思います。この不足分が交付税としてくるわけでございます。そうい

う算定をしとるわけですね。 

 しかしながら、結果的にはその額に満たない額になったというふうなことで、予算

と決算、このように決算を迎えないと分からないというのがですね、この経常収支比

率という理解もしていただきたいというふうに思うわけです。 

 だから２９年度においては、ヤクルトの件もございます。ヤクルトはちょっと別な

んですよね、別の会計というか数値に値するわけですが、経常収支比率に左右したの

は普通交付税の減額、これが要因であると。 

 だから自主財源を増やさなければ、今後苦しいですよということを言ったわけでご

ざいます。 

 だから自主財源というと、基準財政収入額、今２９億ぐらいですけど、これを増や

せば増やすほどですね、７５％しか国は見ないわけですから、２５％は自由に使える

わけでございます。この額を増やしたいということでですね、９月のあれではそうい

う意味で、ちょっとお話をしたわけでございます。以上です。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  分かりました。 

 ただ、今、副町長言われるようにですね、いわゆる歳入が、自主財源ですか、それ

が増えれば当然、この数値も変わってくるわけですが。 

 私は、なかなか歳入を増やすということは、相手があることですから、例えば企業

誘致にしても何にしてもですね。これは、なかなか町だけが努力しても相手があるこ

とですから、なかなか難しいところもあろうと思うんですね。 

 もちろんこの努力もしていってもらわないかんですが、やはり私は、自らができる

ことといったら、やっぱ削減努力なんですよね。自分たちが努力してやれることは、

やっぱ削減努力はできますから、もう少しこっちのほうをですね、先ほど町長も言わ

れましたけれども、そのほうを最大限努力していただきたいと。 

 もちろん企業誘致なり歳入が増える方法もですね、考えてもらわないかんですけれ

ども、まずは自分でできることを、まずはやるということをですね、ぜひお願いした

いと思います。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

河内委員 

 河内委員  予算書の１１ページ、総括の歳入でお尋ねします。 

 １７款の財産収入２,７７５万４,０００円となっています。 

 中期財政計画では８,０００万円を上げていました。５,０００万円以上下がった理

由はなんでしょう。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えします。 

 予算書の財産収入につきましては、主に基金の債券運用の利子収入でございます。 

 財政計画につきましては、あれは目標を入れております。目的を入れておりますの

で、土地の売払収入を計画の中に入れておるということです。 
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 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 委 員 長  議案第１４号「平成３０年度筑前町一般会計予算について」を、議題とします。 

 議会事務局、監査事務局の説明を求めます。 

議会事務局長  

議会事務局長  議会事務局、監査事務局です。 

 歳出の説明をいたします。 

 それではまず、議会の予算説明をいたします。 

 予算書３０ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費です。本年度予算額は１億１,３０４万７,０００円です。昨年

度と比べ２２４万８,０００円の増となっております。増額の大きな要因は、議員期末

手当の３４３万１,０００円の増額によるものです。 

 それでは、昨年と比較して、その他に増減があった主なものを説明いたします。 

 ４節共済費は、議員共済負担金の自治体負担率の変更に伴い、前年度比７４万９,

０００円の減額となっています。 

 ９節研修旅費は、前年度比７５万３,０００円の減です。要因は、広報委員などの県

外の研修を外したことによるものです。 

 それから、来年度は議員改選の年にあたりますことから、これに必要な経費として、

１１節需用費の消耗品費は、改選に必要な消耗品の積み上げ等により、１８万９,００

０円前年度から増額となっています。 

 これとは逆に、議員改選の年ということで減額するものがございます。 

 同じく１１節需用費の印刷製本費です。議会広報の発行回数が３回に減ること等に

より、前年度比３２万３,０００円の減となります。 

 併せて１２節役務費の折込手数料も同様の理由により、３万４,０００円の減となっ

ています。 

 １３節委託料は、会議録業務委託料が見込みにより、調製時間の減に伴い、前年度

比１３万４,０００円の減となっています。 

 １４節使用料及び賃借料は、常任委員会による視察研修時の経費について、前年度

は頭出しにしておりました車借上料や駐車場使用料等を、計画に基づく見込みによ

り、１５万９,０００円の増額の計上となっています。 

 次に、監査の予算説明をいたします。 

 予算書５２ページをお願いいたします。 

 ２款６項１目監査委員費です。本年度予算額１３０万２,０００円を計上しておりま

す。委員の報酬他、各監査時の費用弁償、研修旅費など、必要な経常経費を積み上げ

て計上しております。 

 昨年と比較して、トータル３,０００円の増となっております。これは、１１節需用

費における消耗品費の増額計上が要因となっております。 

 以上で、議会事務局及び監査事務局の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 委 員 長  総務課の予算説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  予算書の３１ページをお願いします。 

 ２款１項１目一般管理費です。本年度予算額３億４,１９２万４,０００円で、前年
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度に比べ４１４万１,０００円の減額となっています。 

 一般管理費は、町長、副町長の人件費、総務課関係の人件費、総務課関係の行政運

営全体の費用となっております。 

前年度と比較して、増減があった主なものについて、説明をいたします。 

 １節報酬４２９万円、前年度よりも２０４万円減となっています。嘱託職員報酬が

２名から１名に変更しております。 

 審理員報酬及び行政不服審査委員会委員日額報酬については、委員会の開催回数を

見直したものでございます。 

 ２節から４節までにつきましては、職員等の人件費に関わるもので省略をいたしま

す。 

 ３２ページをお願いします。 

 ９節旅費１９８万５,０００円、前年度より８４万４,０００円増となっていますが、

研修旅費は６月に政策的な研修旅費、１００万円の増額補正を行って実施したところ

でございます。 

 １３節委託料１,５２２万２,０００円、前年度より１９４万８,０００円の増となっ

ています。公用車運転業務委託料９０万７,０００円の増としておりますが、この分に

ついては、今年度と同額の契約を締結する予定でございます。 

 政策法務研修につきましては、６月に８６万４,０００円の増額補正を行っていると

ころです。 

 ３３ページの文書広報費です。本年度予算額１,６８２万６,０００円、前年度より

１６２万６,０００円の増となっています。 

 １１節需用費８７８万６,０００円、前年度より１１５万３,０００円増で、町広報

紙の世帯増に伴う発行部数及びページ単価の増ということでございます。 

 １３節委託料２３７万１,０００円、前年度より８１万円増で、４月からリニューア

ルしますホームページの保守委託料７６万３,０００円を計上しているところです。 

 続きまして、４１ページをお願いします。 

 ２２目自治振興費です。本年度予算額３,９９３万３,０００円、前年度予算より２

８万４,０００円の減です。 

 １節報酬費、区長報酬として３,５０１万３,０００円、世帯数の増加等により、前

年度よりも５２万５,０００円の増となっています。 

 続きまして、４２ページをお願いします。 

 １２節役務費は、ボランティア保険、総合賠償補償保険料を計上しています。 

 ボランティア保険につきましては、今年度と内容は変わらない内容で契約をする予

定でございます。 

 ２２節補償補填及び賠償金１００万につきましては、町長の専決処分の事項の指定

で、１００万円以下の損害賠償額を決定することと決めていただいておりますので、

その同額を計上しているものでございます。 

 続きまして、４６ページをお願いします。 

 ３４節地方創生推進の分でございます。 

 総務課関係は、筑前クロダマルの独自ブランドの取り組みを中村学園大学へ委託す

ることによって、政策支援業務委託料１００万円。地域ブランディングに向けた取り

組みを九州大学へ委託する共同研究委託料１００万円を計上しているところです。 

 ４７ページ、２款２項１目税務総務費です。 

 このうち固定資産評価審査委員会に係る経費として、１節報酬２１万円、９節旅費

に普通旅費４万９,０００円、研修旅費４,０００円、１１節需用費に消耗品費５,００

０円、１４節使用料及び賃借料に駐車場使用料として１,０００円、１９節負担金補助

及び交付金に固定資産評価審査委員会運営研修会負担金に８,０００円を計上してい
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ます。 

 続きまして、５０ページをお願いします。 

 ４項１目選挙管理委員会費、本年度予算額４２万９,０００円で、昨年度と同額を計

上しています。 

 ２目選挙啓発費３２万円、前年度よりも１０万６,０００円の増、主なものは１１節

需用費の消耗品費が１０万円の増で、新有権者及び成人式等で啓発する冊子代でござ

います。 

 ５目県知事及び県議会議員選挙につきましては、平成３１年４月執行予定の県知事

選挙の平成３０年度分を予算計上しています。 

 ７目町議選挙費につきましては、３１年１月に執行予定の町議会選挙の費用を計上

しています。 

 続きまして、１２０ページをお願いします。 

 給与費明細の説明を行います。 

 まず、特別職でございます。一番下の比較欄をご覧ください。 

 その他の特別職員２名減は、農業委員会の定数減によるものでございます。 

 期末手当の増につきましては、昨年１２月から支給率の見直しを行ったものでござ

います。 

 続きまして、１２１ページの一般職の総括をご覧ください。 

 給与費、共済費の増額につきましては、昇給及び給与改定に伴うもので、１２２か

ら１２３ページに詳細を記載をしております。 

 次に、１２４ページをお願いします。 

 アの職員１人当たりの給与ですが、４月１日現在の平均給与等と平均年齢を、行政

職、労務職ごとに記載をしています。 

 平均給与月額は給料月額の平均、平均給与月額は給料プラス職員手当を合算した平

均額でございます。 

 続きまして、１２５ページです。 

 １２５ページのウ、級別職員数です。級ごとの職員数と構成比を記載をしておりま

す。 

 ７級は空白になっております。７級につきましては、平成２５年度以降配置をして

おりません。 

 続きまして、１２６ページをお願いします。 

 １２６ページは、級別の標準的な職務内容を記載をしています。 

 １２７ページをお願いします。 

 エの昇給につきましては、本年度の、前年度と比較した昇給関係の比率等をあげて

いるところでございます。記載をしています。 

 １２８、１２９ページをお願いします。 

 それぞれ各種手当を計上しております。 

 オの期末手当、勤勉手当につきましては、支給率は国の基準どおりでございます。 

 カの退職手当等につきましては、国は、平成３０年１月に支給率の改定があってお

ります。本町が加入しています福岡県市町村職員退職手当組合においても、退職手当

支給条例の改正により、平成３０年４月１日から国の支給率になります。 

 キの地域手当につきましては、現在福岡県と介護保険広域連合本部に派遣をしてい

ます職員２名が対象となっています。 

 １３０ページをお願いします。 

 １３０ページの通勤手当につきましては、県の支給基準どおりでございます。 

 以上で、総務課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 
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木村委員 

 木村委員  お尋ねします。 

 ３３ページです。文書広報費でお尋ねいたします。 

 １１節の印刷製本費ですが、今の説明でですね、戸数の増加及びまた製本する経費

のですね、高騰により上がったということですが、１７％ほども前年度から上がって

いるわけですね。これは、そんなに戸数は増えてないと思うんですが、印刷部数の推

移ですね、どれぐらい変わったものか。 

 それと、以前ですね、お尋ねしたときに、福岡市内の業者のほうが印刷した場合、

見積もり取った場合に安かったと。だからそっちのほうに、経費を落とすために頼ん

でますと、そのときはですね、回答だったんですね。 

 しかし、なおかつ町内には手を挙げる業者がいなかったということですね。そのと

きに、町内はいなくても郡辺りですね、町、市郡で広げた場合は、やはり朝倉市にも

業者はいらっしゃいますと。そういう検討はできませんかというようなお尋ねをしと

ったんですけど、それは検討しますということであったんですけど、その辺りがどう

なっているものか、併せてご答弁お願いします。 

 委 員 長  総務課長 

総務課長  お答えします。 

 広報費の世帯数の増とページ単価につきましては、手元の資料が２９、今年度の分

と次年度の予定という形で、世帯数につきましては３００増、ページ単価については

約６.４８円、の増と、ページ単価ですね。６.４８円の増という形で、３０年度予算

編成は、当初上げているところです。 

 なお、先ほど木村委員から申されました、現在広報紙の印刷は、福岡市の博多区に

あります中越というところにですね、お願いをしているところです。 

 町内にも印刷業者がありますけれども、過去見積もり等は辞退をされています。朝

倉市内にも印刷業者が数社ありますけれども、いずれにしても、これは一般財源にな

りますので、やっぱり見積もりとかを取ったときにですね、やっぱり一番安く入れた

ところを、やっぱり取らなければですね、それこそ先ほどから出ています一般経常経

費の増という形とかにも繋がっていきますので、やっぱり見積もり等で、入札で頑張

っていただいたところに発注するというスタンスでですね、やっぱりいかなければい

けないのかなと思っているところです。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  今、課長が言われたことももっともだと思います。やはりできるだけ税金をですね、

少なく使うという考え方も大事なんですが、それを言うとですね、じゃあ、近隣の自

治体の議会でもあるんですけど、議会広報をですね、もうインターネットで発注して

あるんですね、四国のほうに。四国のほうとやり取りして、四国から送ってきて、そ

れで成立しているんですよ。 

 安さを追求すればですね、今の時代そういうことも全然できるんですね。やっぱり

それをしちゃうとですね、やっぱり地域の、今言われていますように、町内にはもち

ろん手を挙げるところがなかったと、まだ現在もですね、ということでございました

が、やっぱり市郡で考えれば議会広報紙、それも頼んでいるところがあるわけですか

ら、それでも成立しているわけですからですね、そういった考え方も必要じゃないか

なと思うんですけども、その辺りはどうでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 地場産業の育成というのもですね、ひとつ大切なところだとは認識をしておりま

す。今後いろんな意見を聞いてですね、検討していきたいと考えております。以上で
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す。 

 委 員 長  他に。 

山本一洋委員 

 山本委員  予算書の４１ページの自治振興費のところの区長報酬のところで、お尋ねをしたい

と思います。 

 先ほどから行財政改革の部分でお話があっておりますけれども、私、前も質問をし

たかとも思いますが、先日行われました町政報告会、それから議会が行いました議会

報告会の中でも、住民の方からいろんなご意見があります。 

 その中には行政区の役員という問題、人選も難しくなってきたというようなこと

で、この合併という行政区、５１行政区をこのままずっと続けられるのかというとこ

ろで、お尋ねをしたいと思います。まずはそこをお尋ねいたします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 それぞれの行政区のほうから、そういった機運が上がればですね、そういったとこ

ろは支援をしていきたいと思っております。 

 余談ですけど、私、三並区で、旧４区が合併して三並区という形になっております。

そういったいろんな地元の盛り上がり、そういった意見等があればですね、そういっ

たところで協力して進めさせていただきたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  地元が盛り上がらなければ、もうしないということになるわけでしょうか。 

 私は、世帯数がどんどん増えていくことはたいへん良いことだと思うんですが、あ

る程度ですね、例えば１５０とか２００、１００とか１５０とか２００とか、１つの

数をですね、ある程度やって、そこで行政区を合併というか、そういうような形にや

っていったほうが効率もいいでしょうし、行財政改革にもなると思いますし、それの

ほうが、例えば三輪地区は１８行政区ですけれども、３０いくつあると。 

 それでいいのか、そのまま地域が望まなければ、もうこのままずっといくと。例え

ば、仮に何軒かある戸数の区長さんもおられる。片や何百の区長さんもおられる。 

 そういうところをですね、やっぱ行政が指導しないと、指導というか、何年後には

目指しますよとか、なんかそういう形を出さないと、このまま、いや、もう行政区か

ら要望がなければしませんよ、ということでいいのかなと思いますけれども、再度お

考えをお願いします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 市町村合併と全く同じ考えだろうと思います。 

 以前、合併する三輪、夜須はですね、本来ならば甘木朝倉の１０万規模であるのが

効率効果なんです。本当に効率効果を目指せば３０万都市なんです。その次が１０万

都市ということでございました。しきりに県のほうからも、少なくとも甘木・朝倉の

合併を進めないかというような指導があっておりました。 

 しかしながら、自主性を尊重されて、こういった形で今、筑前町もあるわけでござ

います。 

 同時に今、大いなる合併検証が行われております。人口減少が、より拍車をかけた

のが合併じゃなかったろうかという議論も、かなり強く起こっております。そういっ

たところで、改めて地方創生を起こしていくと。国にとっても、どちらが本当に財政

的には良かったのかという議論も、今なされている状況であります。 

 行政区にしても、私は全く同じ考え方でありまして、当然、本当に小さな区がある

んですね。でも、その区は本当に望んであるかというと、そう望んでないというとこ
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ろもあるということなんですね。 

 それはよく中央に出て行く機会が多いからということでもあります。中央というの

は、やっぱり篠隈、役場ということになるかもしれませんけれども。 

 そういった考え方も様々ありますので、それぞれの事情がですね、ある程度機運が

高まってくれば、町から支援制度とか、そういったものを十分合併時のようにですね、

合併から間もないころのように、用意していく必要があろうかと思っております。 

 あくまで地域を尊重しながら、やっていくべきだろうと思っております。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  要望になるかと思いますけれども、行政がやれるところというのは、ある程度限界

が来ているんではないかというふうに思うんですよ。 

 コミュニティとの関係もあると思いますけれども、ある程度自助、共助の部分は、

もう任せるというか、もうある程度のグループを作ってですね、そこでやってもらと

いうのも、考え方も大事ではないかと私は思いますので、ぜひ、お考えいただいて、

進めてもらいたいというふうに思います。要望になると思いますけど、よろしくお願

いします。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ３２ページの委託料なんですが、行政評価制度運用支援委託料が１０２万円上げら

れております。 

 先ほどからいろいろ議論されております財政面から行政改革からですね、この行政

評価というのは必要だと思います。いわゆるスクラップアンドビルドは大事だと思い

ますが、じゃあ、この行政評価制度の運用が、果たして功を奏しているのかというふ

うに考えます。 

 今、７００からある事務事業があると思いますが、じゃあ、それをどのように見直

されるつもりなのかですね、やはりこの委託料というのは、どういうふうな使われ方

をするのか、お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 行政評価制度の委託料につきましては、本町システムを今導入して、そのシステム

の利用でいろんな、急を要するもの、これは先延ばししていいものとか、そういった

のでですね、いろんな予算枠組みするときに利用とかですね、そういったのをしてい

るところでございます。 

この分については、システム関係ということで、ご理解をしていただきたいと思い

ます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  この予算措置の内容は分かりましたけれども、いわゆるやはり行政評価をきちっと

しないとですね、今後の事務事業の見直しにはならないんじゃないかと思うんです。 

 私もずっと以前からですね、事業仕分けの提案をさせていただいたことがあるんで

すけれども、今後やっぱりスクラップアンドビルドということは、行財政改革からは

とても大事になってくると思いますので、やはりこの行政の内々ではなくて、やはり

民間を入れて、そこでこの事業が本当に必要なものかどうなのか、自助、共助、公助

とありますけれども、そういった視点からですね、ちゃんとこの評価をしていくべき

じゃないかなと考えているんですが、その点について、お考えを伺います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 ただ今の質問の趣旨的には、外部評価という形だと思います。 

 現在本町ではですね、外部評価は行っておりませんが、外部評価についてもですね、
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いろいろ良い点、悪い点がひょっとしたらあると思っております。 

 そういったところはいろいろ研究しながら、今後は進めていきたいと思っておりま

す。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  なんか研究するということは、以前からずっと聞いているような気がいたしますの

で、本当にやらないとですね、やはり財政面からもますます厳しくなっていくのは、

目に見えているんじゃないかなと思います。 

 それと１２１ページ、一般職の時間外手当が、今年度比較して１４４万円増えてい

ます。 

 一般職員の方の人件費、共済費が１２億７,０６４万円なんですが、この一般職だけ

では、やっぱり事業として回っていかないと思います。それで、いわゆる嘱託職員と

か臨時職員、非常勤職員等を雇用されているんですが、やはりその視点から見てもで

すね、しっかりこの行財政改革に伴うこの行政評価というか、事業をしっかり見直し

ていく必要があるんじゃないかなというふうに考えますので、ぜひ、通り一遍の回答

じゃなくて、しっかりですね、今年度このことについても取り組んでいただきたいと

思いますが、今一度回答を求めます。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 つい最近、某市のほうからですね、ちょっと市名は控えさせていただきますけれど

も、行政政策室の係長のほうに、外部評価というか内容の確認、いろいろ意見を伺い

たいということで、審査会的なものが実施をされております。 

 そのときの雰囲気としてはですね、なかなか説明等の時間の余裕もなかったし、意

見もなかなか聞いてもらえないとか、そういったのもありましたのでですね、そうい

った、他の町村はともあれですね、いろんなところからそういった意見とかを聞く場

は必要かなと思っております。 

 先ほどと同じになりますが、研究をさせていただきたいと思います。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  町長のお考えをお伺いしたいと思います。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 外部評価ということでございまして、２９年度にですね、小郡市が新市長就任早々

ですね、取り組まれました。 

 うちのほうにも要望がありまして、ぜひ、職員を１名、その委員と言いますか、チ

ェックマンとして、ぜひ来ていただきたいと。うちの行政係長を出向させております。 

 本当にいろいろ、またまだ課題がたくさんあるみたいでですね、小郡市等の状況も

見ながら、外部チェックがどこまで必要なのか。 

 民主党政権時代に、かなり強くやったんですね。でも、その後、かなり国の政策と

しても、その継続性が、未だないようでございますので、そこも併せてやっていきた

い。 

 ただ、内部的にはですね、しっかり行財政改革はやっていかなければ成り立ってい

きませんで、やっていきたいと思います。 

 と同時にですね、国の動向があまりにも激しく、大きく変わります。本当に交付税

がですね、今、財政計画を立てておりますけれども、来年度はまた見直さなければい

けない状況になり得るかもしれません。消費税の導入と交付税の算定額の如何によっ

てはですね。そういったことも含めながら行財政改革をやっていきたいと。 

 ただ、職員数についてもかなり減額であります。同時に類似団体とのですね、人件
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費の比較もやっていただきたい。 

 その中で特徴的なのが、わが町は物件費が高いと。物件費の中には、臨時職員、嘱

託職員も物件費としてあがっておりますので、その分の検討もしていきたいと、その

ように考えます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 以上で、総務課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  出納室の予算説明を求めます。 

出納室長 

 出納室長  それでは、出納室の予算説明を行います。 

 予算書で３４ページでございます。 

 ３４ページの下のほうでございます。中身は少ないので簡単にいきます。 

 ２款１項４目会計管理費でございます。前年度予算７０６万３,０００円、前年度比

１１万４,０００円の増でございます。 

 増額の主な内容といたしましては、嘱託職員のですね、単価の改定によるもの、そ

れから、研修会参加負担金を新たに計上したことによるものでございます。以上でご

ざいます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、出納室の予算説明を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をしたいと思います。 

 １１時２０分から再開します。 

（１１：０７） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１１：２０） 

 委 員 長  企画課の予算説明を求めます。 

企画課長 

 企画課長  それでは、平成３０年度の予算概要について、ご説明させていただきます。 

 予算書３７ページをお開きください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１９目企画費でございます。 

 総額が１億５,７５３万円で、職員給与、嘱託人件費の他、城山地域の活性化と観光

情報等の発信を行っていただく地域おこし協力隊、地域活性プランナーと称しており

ますけども、１名分を計上させていただいておるところでございます。 

 続いて、３８ページをお願いいたします。 

 ８節報償費３,２９４万１,０００円は、ふるさと納税返礼品費用として３,１３９万

円。これは、前年比１,０２４万円増にて計上をさせていただいているところでござい

ます。それと併せて、平和のメッセージコンテストの賞品代、審査員謝金等で８０万

１,０００円、第２総合計画策定に伴うまちづくりへの専門的なアドバイスや多様な意

見、アイデアを促進していただくファシリテーターへの謝金として７５万円計上させ

ていただいております。 

 １１節需用費２１６万７,０００円では、平和のメッセージのポスター・チラシ、作

品集の印刷や各区を中心に活動していただいております花いっぱい運動のコスモス

種子代３２万円等々となっております。 
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 １２節役務費３６６万６,０００円では、ふるさと納税にかかわる寄附金証明及びワ

ンストップ特例通知等の郵送料、平和のメッセージ募集、ふるさと納税、城山マルシ

ェ広告宣伝等でございます。 

 １３節委託料１,５７６万８,０００円では、ふるさと納税促進委託料９４６万１,０

００円、前年比３６２万９,０００円増にて計上しております。 

 また、社会福祉協議会に業務委託しております筑前町ボランティアセンター運営委

託料につきましては４６７万２,０００円となっております。 

 １５節工事請負費７２万４,０００円につきましては、国道３８６号線バイパス沿い

にございます熊ヶ山において、平和の碑に繋がる山道の崩落を防止するための工事で

ございます。 

 １９節負担金補助及び交付金２,５０３万２,０００円でございます。 

 物産展地域活性化事業補助金９０万円につきましては、毎年２月に商工会が開催さ

れております大国様祭り物産展への補助金でございます。 

 また、昨年は北部九州豪雨等で中止をいたしましたどーんとかがし祭につきまして

は、同祭実行員会補助金として８９０万円計上しております。 

 ３９ページをお願いいたします。 

 甘鉄安全輸送設備等整備事業負担金２９２万３,０００円につきましては、甘木鉄道

の車両整備、レール交換等の安全対策に係る事業の負担金となっております。 

 続いて２０目平和記念館費でございます。総額５,８６９万円となっております。前

年度比８５６万１,０００円の減額となっております。 

 １節報償費１,６５８万４,０００円は、嘱託職員７名分の報酬でございます。 

 ７節賃金９２７万４,０００円は、臨時職員６名分の賃金でございます。 

 ８節報償費２７１万２,０００円は、朗読ボランティア、戦跡ガイドボランティア、

館内ボランティア等への謝金や記念館で開催をしております講演会等の講師謝金で

ございます。 

 １１節需用費１,４６８万円では、消耗品費として５１５万７,０００円。これは、

記念館で販売しておりますグッズ製作購入費用、記念館施設管理及び企画展等に係る

消耗品の購入費用でございます。 

 印刷製本費２０８万円は、館内配布用パンフレット、ＰＲ用チラシ、記念館の図録、

修学旅行向け見学ガイド等々でございます。 

 光熱水費は、電気代等６６０万円で、前年比１００万６,０００円減額としておりま

す。新電力導入に伴います電気代の支出減を見込んでおります。 

 役務費２６５万８,０００円では、広告料として７４万円を計上しております。雑誌

等々への広告、甘木鉄道基山駅構内での記念館看板設置等でございます。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 手数料１１９万８,０００円は、旅行会社への取扱手数料を計上しております。 

 １３節委託料８０９万９,０００円は、主に記念館施設管理にかかわる業務委託料の

他、記念館映像への字幕編集作業等４３万２,０００円等々となっております。 

 １８節備品購入費２６万４,０００円につきましては、記念館イベント用照明機器及

び展示用パネルの照明機器購入でございます。 

 続いて、４２ページをお願いいたします。 

 ２３目コミュニティ推進費８０１万３,０００円でございます。需用費、役務費、委

託料、使用料及び賃借料につきましては、主に筑前町少年大使館管理費用でございま

す。 

 １９節負担金補助及び交付金では、みんなで創る郷づくり事業に６５万７,０００円

計上しております。この助成金は、地域の特性を活かしたまちづくりの活動に取り組

む団体に支援をするものでございまして、平成３０年度３団体に交付を予定しており
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ます。 

 コミュニティ活動推進助成金５０７万２,０００円は、南部コミュニティ運営協議会

運営補助金でございます。 

 続いて２４目男女共同参画推進費１,５２８万５,０００円でございます。 

主なものは、男女共同参画センター職員人件費、管理運営費等でございます。 

 ４３ページをお願いいたします。 

 ８節報償費８４万９,０００円では、センター講座の講師謝金、地域づくり実行委員

会による寸劇など、男女共同参画活動謝金として３１万２,０００円を計上しておりま

す。 

 １１節需用費におきましては、修繕費１０１万２,０００円では、センター２階、男

女共同参画センター２階大ホールの照明のＬＥＤ化６８万４,０００円を計上してお

ります。 

 １２節役務費、手数料では、町で行うイベント、講演会全般に関して、託児にかか

わります保険を企画課のほうで予算を計上させていただいております。その部分が３

３万円計上しております。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 １８節備品購入費では、男女共同参画センターのテーブルが老朽化したことに伴う

買い替え４８万６,０００円を計上しております。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 ２９目公共交通活性化対策事業費３,１２９万３,０００円でございます。 

 １１節需用費５０７万６,０００円は、地域巡回バスの点検修理費用、燃料代等でご

ざいます。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 １３節委託料１,３９７万２,０００円は、地域巡回バス３台分の運転委託料１,２５

５万７,０００円、それから、新たに購入予定でございます地域巡回バスの２台分のラ

ッピング業務委託料１４１万５,０００円でございます。 

 １８節備品購入費では、老朽化しました巡回バス２台分の購入費用として１,１７６

万円を計上しております。 

 購入財源としては、特定財源の中にも記載されておりますように、財源の中から社

会福祉協議会からの指定給付金としてですね、１,１７５万９,０００円をいただく予

定となっております。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、５項統計調査費でございます。５目学校基本調査費を除く各種統計調

査を企画課にて所管をしております。 

 予算に計上しておりますのは、統計調査にかかわる調査員報酬や消耗品、通信運搬

費等の事務費が主なものでございます。 

 工業統計調査につきましては、毎年１２月３１日現在で行われております。 

 それから、住宅・土地統計調査につきましては、５年に一度の調査で、平成３０年

度に調査が行われます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光振興費１,０２４万７,０００円でございます。 

 報酬４３２万円につきましては、地域おこし協力隊２名分の報酬でございます。 

 １２節役務費では、筑前町観光にかかわる広告宣伝費用として３０万円計上してお

ります。 

 １３節委託料では、観光パンフレット作成委託料として７０万を計上しておりま

す。 

 最後になります。８５ページでございます。 
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 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費は、広域消防負担金４億４,２２１万２,

０００円を計上しているところでございます。前年比２５８万３,０００円の増額とな

っております。 

 以上、企画課の予算概要の説明を終了させていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

川上委員 

 川上委員  まず、地域おこし協力隊について、お尋ねをしたいと思います。 

 各部署で活動を様々にされておられるんですが、元課は企画課でございますので、

企画課に今後の対策ということでお伺いをしたいと思いますが。 

 平成２８年ですね、この地域おこし協力隊を公募されまして、４名の方の募集に５

名の方が、全国から地域おこしのために活動していくということで、取り組みという

ことで、２０１６年８月号にその方たちの気持ちが載ったものがあります。 

 ただ、これから私、ずっとこの取り組みなり活動を見てきてみますと、これが初め

の、なんといますか、取り組みからずっと変わってきているわけですね。 

 この頃のをずっと見ていましたら、フードイベントマネージャーとか、それから地

産地消根拠の弁当工房プランナーというような形で、協力隊の方々の仕事がですね、

初めの５人の方の仕事から変わってきておるわけです。 

 また、そのメンバーの方も今度は、これは辞められたと思うんですが、たぶん自分

の気持ちと合わなかったか分かりませんが、そういうところがですね、まず、ちょっ

と変わってきた状況について、どうしてこのように変わってきたのかについて、まず

お尋ねいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 地域おこし協力隊につきましては、平成２８年度にですね、５名採用させていただ

いております。簡単に言いますと、大刀洗平和記念館に１名、それから農林商工課の

ほうで農林資源のプランナーということで１名、それから企画課に配置をしておりま

すけれども、観光ツーリズムプランナーが２名、それから筑前町の魅力アップデザイ

ナーが１名ということで、５名のスタッフで発足をいたしました。 

 その後ですね、大刀洗平和記念館に配置をしておりました１名につきましては、ご

家庭の事情でですね、どうしても当地に住むことができない。遠方のほうにですね、

ご主人の関係で引っ越さなければならないという理由でですね、途中ですけれども、

退任をなさっております。 

 それからもう１名、観光ツーリズムプランナーについてもですね、こちらも急きょ

東京の旅行会社のほうに就職が決まって、そちらのほうにどうしても行きたいという

ことでですね、そちらについては、現状も先ほど言いました大刀洗平和記念館、それ

から観光ツーリズムプランナーについては、現状では欠員のまま運営をさせていただ

いております。 

 併せて平成２９年度にはですね、先ほど議員が言われましたように、地産地消の関

係あるいはフード関係のプランナーということでですね、２名新たに採用させていた

だいておりまして、７名採用し２名が退職、退任をなさったという状況でございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  将来的には定住されて、また魅力を発信していただくようなこともお願いしなくて

はならないんですが、やはりその報酬なりいろんな面で、家をまた探して、そこに住

まれて、今の取り組みのための報酬額で良かったのかどうか、そこら辺の何と言いま

すか、報酬なりの関係で辞められるとか、そういう問題はないですか。 

 委 員 長  企画課長 



 20 

 企画課長  お答えいたします。 

 募集当初からですね、協力隊にかかわる条件等については明確に示させていただい

て、そのことを踏まえた上でですね、応募なりそれから就任をされております。 

 現状では、そういう住環境だとか報酬の関係で辞めざるを得なかったという声は聴

いておりません。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  ただ、２８年度は観光ツーリズムの方が２名、今は１名で活動されている。それか

ら、平和記念館のほうはもう誰もいない。 

 ２年前にそういうところにぜひお願いしたいということで募集して、もうそこは必

要ないというふうになった、その経緯は何ですかね。お尋ねします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  当初５名で、その方たちのうち２名がですね、現状では欠員になっております。不

要になったという認識には立っておりません。 

 ただ、現状ではですね、今の体制でやっていこうということで運用し、協力隊も平

成３０年度で３年目を迎える方たちもいらっしゃいますので、成果と課題をきちっと

検証してですね、次に繋げていきたいということで、今、運用させていただいており

ます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  関連でお尋ねします。 

 今、いろいろな事情があるということでですね、その個人の事情まで縛ることはで

きない部分だろうとは思いますが、やはり目的を持って、ある特定の施策に対してで

すね、するために雇うわけですよね。 

 そしたら、いくら個人の事情とはいえ辞められればそこで、一時でもなんでも止ま

るわけですよね、その取り組みがですね。それはやっぱり好ましくないんじゃないか

と思っております。 

 これは農林のほうでもお尋ねしようと思ったんですが、やっぱりキッチンカーです

ね、運転手がいないからということで、止まりっぱなしの期間があるということでで

すね、地域おこし協力隊の方が辞められたということで、これはここで聞くことじゃ

ないんですけども。そういったことになると思うんですね。 

 なおかつ最初はですね、辞められたら、辞められた後、全国的に見たら６割ぐらい

は地元に残っていただいておるような、最初報告がありました。 

 今聞いてみますと、たぶん地元にもう全然残られてないんじゃないかなと思うんで

すね。 

 そしたら、最初のですね、そういうふうなのがですね、全く変わってきておるんで

すが、その辺りはどう考えてありますか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  隊員の皆さんもですね、応募されたときは３年間、こちらのほうで頑張っていたと、

最初３年ですね。その後は移住、定住も視野に入れて応募をされて、就任されたとい

うふうに思っております。 

 ただ、個人のそれぞれの事情によりまして、途中で退任される方については、なか

なかですね、引き留めはしますけれども、本人の強い意志があれば、それ以上につい

ては、ちょっと対応できないというところがあるというふうに思っております。 

 それからキッチンカーにつきましては、農林商工課のほうが回答されると思います

けども、そちらの方につきましては、現在も協力隊としていらっしゃいますので、付

け加えたいと思います。 

 委 員 長  木村委員 
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 木村委員  ありがとうございます。 

 それともう１点地域おこし協力隊で、以前はですね、いろんなところでその活動を

報告されることがございました。今ももちろん広報紙でですね、毎月きちっとコーナ

ーを取って報告されておるわけですが、これはなかなか個々のそれぞれの活動という

のがですね、昔より見えにくい部分がある。 

 また、例えばですよ、ドローンですね、買われてですね、あちこち活用されてある

んですが、私はＳＮＳなんかをしております。そういった中で、わぁっと言って、そ

ういうふうなドローンから撮影したのを見るわけです。 

 しかし、約３万人の、２万９千何百人の中で何人がですね、そのものを見ているも

のか。ドローンによってですね、買ったことによって、それが住民サービスに繋がっ

ているものか。これがなかなかですね、見えない。あれだけ高価なものですよね。見

えない部分がある。 

 例えばですよ、よそは小学校とか中学校の卒業式のときに、俯瞰的にグラウンドに

子どもたちが並んで映すとかですね、例えば今、防災計画なんかもしておりますけど

も、そんなときにですね、たぶん活用していいと思うんですよね。 

 だから、そういった十分な活用というのができているかどうかがですね、全然見え

てないですね。その辺りどう考えてありますか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 協力隊が運用をしておりますドローンにつきましては、企画課としてはですね、円

滑に活動していただいているという認識でございます。 

 先日行われました町政報告会もですね、終盤の映像として流させていただきました

し、いくつかの区ではですね、老人クラブさんを中心に、出前講座では観光の話をし

てほしいと、それからドローンの映像も一緒に流してほしいということでですね、そ

ういうのを回ったりしながら、地域の良さを地元の方に紹介する取り組みもさせてい

ただいております。 

 議員がおっしゃいましたように、ＳＮＳにつきましては、日常的に活用させていた

だいておりますし、今後の活用につきましてはですね、それらのことも踏まえまして、

皆さんからまた意見をいただきながら、積極的な活用についてですね、推進をしてい

きたいというふうに思っております。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  予算書の５２ページでお尋ねいたします。 

 １１目の住宅・土地統計調査費ということで、１節の調査員の報酬でございます。 

１１５万８,０００円ということで、昨年は１３万９,０００円でございました。１

０１万９,０００円の増ということで、先ほど説明では、５年に一度の調査が、広い範

囲ということかなと思いますけども。 

このことについては、町内全域の住宅・土地に対しての調査なのか、新しい住宅等

の調査対象なのか、この辺りについて１点と、調査員が増えることがこの増の要因か

なと思いますけども、何名ほどの調査員で計画されるものなのか、また、その１人当

たりの担当範囲というのはあると思いますけども、そのあたりについての説明を求め

たいと思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 住宅・土地統計調査につきましては５年に一度、１０月１日現在で実施をされるよ

うになっております。 

 調査件数につきましては、候補地を２,０００件まず町内から抽出をして、その中か
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ら実際に調査をする分につきましてはですね、約６００件でございます。 

 この方たちをですね、２０名の調査員の方たちでまわっていただくという形になっ

ております。 

 この調査につきましては、統計全般にも言えますけれども、国それから県の調査で

ございまして、それぞれ細かく実施要領等それから報酬単価、それから対象世帯等に

ついては指示があっておりますので、それに基づいた形での調査になると思います。 

 それから、１人当たりの調査員の報酬につきましては、ちょっと今、手元に資料が

ございませんので、あとでご報告をさせていただきたいと思っております。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  一番最後の説明で、１人当たりの報酬というか、私は１人当たりの調査の範囲とい

うことで、お尋ねしたところでございましたけども、２０名ですか、３０件というこ

とになりますかね。 

 報酬については不明ということで、後ほど調べてということでございますね。 

はい、分かりました。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  予算の概要資料のほうでお尋ねします。 

 １３ページです。 

 主な減額費の中の③平和推進事業、需用費が１３５万８,０００円減。これは、平和

のメッセージコンテストの規模縮小と説明がありますが、どの程度規模を縮小される

おつもりなのか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 平和のメッセージにつきましては、今度で６回、平成３０年度７回目になりますけ

れども、予算の経費をできるだけ落とさせていただきたいということもありまして、

今回需用費につきましてはですね、印刷製本費を、予算では前年度７３万３,０００円

を５１万１,０００円ということで、経費の削減をさせていただいたところでございま

す。 

 それから、メッセージに関わりましては、そういうことでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  次に１２ページです。 

 １２ページの⑥公共交通活性化対策事業、社協からバスの寄附があるということで

すが、どの程度の大きさのバスが来るんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 コスモス号、めくばり号がかなり老朽化をしております。 

 コスモス号については、最初の登録が平成１５年、めくばり号につきましては、平

成９年という車両でございます。 

 今回考えておりますのは、めくばり号が１４人乗り、コスモス号が２５人乗りで考

えているところでございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

横山委員 

 横山委員  私は、ふるさと納税について、ちょっと確認をさせてください。 

 予算書は３８ページ、この中にふるさと納税の促進の委託料とか返礼品がございま

す。 

 ちなみに今年度については、１月末までで、両方合わせて３,６５６万ぐらい歳出を

されているということでございます。この金額は、全体の４８.９％ぐらいになろうか
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と思います。 

 返礼品が若干また増えていくと思いますので、このパーセントはもうちょっと上が

るんじゃないかなというふうに、私は思っています。 

 先般、過去の一般質問の中で、６０数％かかっているという話がございましたので、

それからいくと、だいぶ縮小されてきたかなというふうには思っています。 

 平成３０年度におきまして、歳入に対して歳出、返礼品それから委託料含めて何％

ぐらい考えてあるのか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 ふるさと納税につきましては、平成３０年度の寄附の見込み、当初予算に計上させ

ていただいている分につきましては、７,３００万で上げさせていただいているところ

でございます。 

 返礼品につきましては、以前の議会の中でもですね、約５０％ということでご説明

をしていたと思いますけども、２９年、２８年の実績を踏まえまして、本年度の当初

予算の中でのですね、いわゆる返礼品と、それからそれに伴う郵送代については、７,

３００万円の４３％で積算をさせていただいているところでございます。 

 委託料の納税促進委託料につきましては、寄附額の１２％ということで計上してお

ります。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  同じくふるさと納税について、お尋ねをいたします。 

 先般、これも一般質問の中で、職員からの寄附があるのかというような話をしたと

思うんですけども、その中で今後強制をするとか研修をするのかという話があったと

思うんですけれど、ちょっと企画課とは違うかもしれませんけれど、この辺りどうい

うふうにされたのかをお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 ふるさと納税の役場内での周知につきましては、庁議で適宜ですね、ふるさと納税

の寄附の状況、あるいは返礼品を増やしたということと併せて、町外に住まわれる職

員の皆さんと併せて、町内でもご家族やご親戚が町外に住んであれば、一緒に声をか

けてほしいという呼びかけをですね、平成２９年度でいきますと庁議の中で２回、そ

れから、それぞれの庁舎内のパソコンで LANを繋いでおります。こちらの部分につ

きましては、適宜呼びかけ、周知、ＰＲをさせていただいているところでございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ふるさと納税ですが、予算としては７,３００万円、それの５０％近くが返礼品にな

ると思うんですね。そして、残された３,０００万円近く以上が基金積立というふうな

形になるのかなと思うんですが。 

 基金積立、当然していただいていいんですけれども、これは、筑前町に寄せられま

した、本当に筑前町で使ってくださいということで、寄せられたふるさと納税だと思

うんですね。 

 そしたら、やっぱり今年度、ある一定の額というのは、何らかのために使っていい

んじゃないかなと思いますし、そして、これに使ってくださいというふうに、指定が

されている部分あると思うんですが、やっぱりもう少し指定された寄附に対して、こ

ちらとしてはそれにお応えして、使っていいんじゃないかなというふうに、私は考え

ておりますが、ご見解を伺います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  ふるさと納税の寄附の活用につきましては、それぞれの項目ごとの部分とその他町
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長が認める分ということで、全体で５つございます。 

 議員おっしゃいましたように、それぞれの目的に合った部分につきましては、これ

までもですね、金額は少ない部分はございますけれども、使わせていただいておりま

すし、その部分はですね、関係課あるいは住民の皆さんの声も踏まえながら、活用に

ついては、今後も工夫をしてやっていきたいというふうに思っております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ３,０００万円からの基金を積み立てるということ、これはどういうふうに理解した

らいいのかなと思います。 

 今、言われたように、５つの項目なりで指定があっているわけなんですが、じゃあ、

これまで５つの項目に対して、どれだけ充当されてきたのか、質問いたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  項目ごとの資料を、ちょっと今手元に持っておりませんので、あとでご報告をさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

 委 員 長  最後です。 

梅田委員 

 梅田委員  あとで報告はいいんですが、やっぱりこれは皆さんの善意で寄せられたものです

し、やっぱり町のためには使うべきじゃないかなというふうに申し上げます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  私は、公共交通活性化対策事業について、お尋ねをいたします。 

 今年の１月にですね、地域巡回バス、ちくちゃんバスに乗ってみませんかというこ

とで乗ってみました。やはり大事なことなんですが。 

 実は私、昨年ですね、この地域巡回バスの経費、燃料費から修繕代それから委託料、

すべての経費を２２年度から２８年度分をいただきましたし、また２８年度のです

ね、乗車人数についても資料はいただきました。 

 運行日は３０２日運行されておりますし、めくばり号なりコスモス号、そったく号

で年間の乗車数は１９,８２４人ということで伺っております。 

 これでいきますと１日平均ですね、３台分で６７、８人という形で出ているわけで

すが、この１月号の中にですね、ちくちゃんバスの時刻表が入っていました。 

 これを見ておったんですが、２７年改訂版ということで、確か出されておったと思

います。もう、これ３年経過するわけですが、まず、この運行のバスの時刻表なりコ

ース、このままいかれるのか、まずお尋ねをいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  巡回バスにつきましては、継続運行していくという方針でですね、昨年度から運行

させていただいておりますけれども、利用者の確保それからサービスの向上というこ

とは、常に考えなければならないというふうに思っております。 

 運行形態それからルート等々につきましては、検討委員会もございますので、その

中での議論も踏まえてですね、見直しをしていくところについては見直しをしていき

たいというふうに思っております。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  この２８年度の巡回バスの経費なんですが、１,５１８万かかっているわけですね。 

 それで、１年間の乗車数が１９,８００人ということになりますと、１人当たりの運

行経費７６０円かかっているんですよ、すべての経費からですね。 

 今年の予算書を見てみますと、１,７００万ぐらいかかると。やはりこれが２万人以

下で乗られるとしたらですね、８００何十円かかるということで、非常に高い経費で、

１人を乗車運行しているという実情なんですが。 

 今、河内委員のほうからバスの、どういうバスが来ますかという質問があって、１
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４人乗りと２５人乗りということでありました。 

 私は、１０人乗りぐらいのですね、そったく号ぐらいのバスでいいんじゃないかな

と、いうようなことを思っていたわけです。それをフル活動していけば、必要経費も

下がってくるんじゃないかというようなことでありますし、あんまりこの大型のマイ

クロバスが必要かということをですね、夜須地区は確かに１日平均３４、５名で２８

年度実績が出てますから、朝１回だけはですね、私も乗ってみて、大方満席になるよ

うなこともありました。 

 ところがあとはですね、ほんともうすべて空で動いているのが実態でございますの

で、そこら辺も含めてですね、バスの運行形態、これもやはり私は検討すべきだと考

えておりますが、そのような考えがないのか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 まず、バス運行経費に係ります乗車人数で割ったときのですね、１人当たりの経費、

１回当たりの経費というのが７６０円程度ということで、ここはできるだけたくさん

のお客様に乗っていただいてですね、単価を下げていかなければならないということ

で、先ほどもご紹介いただきましたように、広報やそれから時刻表の配布、それから

地域に出向いてのですね、ＰＲもやっていきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 ただ、以前も議会の中でも少しご説明さしあげたと思いますけども、こういった巡

回バスをしているところはですね、結構１人当たり、１回当たりですね、１千円とか

１,５００円とかかかっているところも結構ございまして、どうしても採算の取れない

ところが、公用のバスが運行しているということについては、ご理解をいただきたい

というふうに思っております。 

 それから、バスの件でございますけれども、先ほど言いましためくばり号の１４人

乗りというバスにつきましてはですね、いわゆるそったく号と同機種の一回り、マイ

クロバスではございませんで、小さいそったく号と同じ程度のバスで、三輪地区につ

いては、運行を考えております。 

 コスモス号、夜須地区につきましては、乗車人員も三輪地区に比べると多いところ

もございますので、２５人乗りのマイクロバスということで購入を検討しているとこ

ろでございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  ある程度理解はしましたけどですね、やはり確かに満席になっておれば、もう十分

なんです。利用率が上がればいいんですが。 

 今の状態で、２７年度改訂版で今後も行くということであれば、そんなに私は、乗

車率は見込めないのかなというような判断をします。 

 それであれば、やはりそれに沿った乗り物を提供したり、また別のやり方で取り組

まなくちゃならないんじゃないかなと、いうようなことを思うわけですが。 

 議会としても総務建設常任委員会は小郡のほうにも勉強に行きましたし、そのよう

な取り組みを今度は筑紫野市が今年からしよります。 

 ですから、私は、そしたらうちとしても、何かモデル地区的なところを近い将来作

ってですね、そして、そこにボランティア的な運転手を探していただいて、そこの地

域で探していただいて、そのような取り組みもですね、将来的には必要じゃないかな

と私は思うんですが、今後の方向性、町長はどのようにお考えでしょうか、お尋ねし

ます。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 
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 小郡市につきましては、コミュニティも兼ねまして勉強に行きました。その中での

問題点それと利点等々をお伺いしたところでもございます。 

 その件について、企画課長のほうから説明をさせていただきます。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 コミュニティバスにつきましては、以前も議会の中でも質問等がございましたけれ

ども、現状での町としての考え方としてはですね、事故等の責任の所在、そういった

ものが非常にですね、課題がまだ解決をできていないというところでですね、研究課

題とさせていただきたいということで、回答させていただいたというふうに思ってお

ります。 

 確かに地域の方たちでですね、いろいろ考えていただいて、乗りやすくするという

のが、コミュニティバスとしては運行の利用は促進できるかもしれませんけれども、

一方ではそういう課題もございますので、そういうことでよろしくお願いしたいと思

います。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  私は関連として、要望ですけれども。 

 このまま継続をされるとするならば、ルート等も見ていて変わりない。地域に出向

いて説明をされるということであれば、地域の要望、なぜ増えないのか。増えない原

因は何かということは、もうご存じだと思います。 

 そういうところまで含めてですね、増やす努力を、ぜひ、要望したいと思います。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  関連でございます。 

 マイクロバスが社協から寄贈ということで、２台入るということですが、そのバス

のですね、外部の塗装について、広告とかそういったものは入れられるのでしょうか、

それとも筑前町内に、三輪・夜須地区ということで考えると、名称、そういったもの

をですね、カラーか何かでですね、何か入れられたり、それで、まず広告等について

のお答えをいただきたいと思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 予算の中でもラッピングにかかる委託料ということで、２台分計上させていただい

ておりまして、現状では、今の回っております３台の巡回バスのラッピングを踏まえ

たデザインをですね、検討していきたいというふうに思っております。 

 現状では、広告のラッピングという形での対応は考えておりません。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  大刀洗平和記念館のボランティアについて、お尋ねいたします。 

 現在ですね、朗読ボランティアそしてフィールドワークのボランティアの方たち

が、本当にご活躍いただいておりまして、感謝しているところでございますが、今後

ですね、やっぱりボランティアの育成をきちっとしないと、建物は立派になって、多

くのお客様にお出でいただかないといけませんし、やはりそれに対して朗読ボランテ

ィアもたいへん好評でございますし、そのフィールドワークのボランティアの方たち

も一生懸命取り組んでいただいて好評だと思っておりますが、やはりどうしても年齢

には勝てないと言いますか、ボランティアの方たちの年齢も高くなりつつありますの

で、やはり後継者を育成していくということは大事な視点だと思いますが、その件に

ついては、どのように捉えておられますか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 
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 記念館のボランティアにつきましては、先ほど委員がおっしゃったようにですね、

３つのグループで活動していただいております。 

 後継者育成は、館としても課題というふうに捉えておりますし、記念館は継続して

ずっとですね、運用していかなければなりませんので、育成については、今後も努力

をしていきたいというふうに思っております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  努力という言葉は簡単に言われますけど、なかなかやはりですね、今からきちっと

今年度からしていかないと、本当にですね、厳しい状況になってということであれば、

これがうまい具合に回っていくのかなって。今は充足している状況かもしれませんけ

ど、本当に今後心配するわけなんですね。 

 だから、やっぱり具体的な考えを持ってというか、ただ努力しますだけじゃですね、

ちょっと私は納得しかねますので、やっぱり具体性を持って取り組んでいただきたい

と思います。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  先ほど川上委員のほうから、地域巡回バスの将来の方向性と言いますか、町長に対

して質問があったんですが、その回答はまだないようですので、それをお願いしたい

と思います。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 今の運行の形態につきましては、十分に公共交通活性化委員会、学者も含めまして、

座長が福岡大学の教授でございます。そういった中において、デマンドがいいのか、

そういったコミュニティがいいのか、そこも含めて検討された経緯がございます。 

 その中で私もデマンドというのが、あたかも救世主のような捉え方をさせておりま

したので、そのこともしっかり議論の中に入りましたけれども、筑前町ぐらいの人口

の動向、人口が非常に減少したところはですね、デマンドが有効だそうです。 

 しかし、本町のように、まだまだ民間タクシーも活躍していると、そういった中に

おいては、この巡回型を運行することによってですね、多くの住民の方が関心を持っ

てもらえる。と同時に、バスが回っているということで住民に安心感を与える。と同

時に、免許証返上のときにですね、こういった制度があるから大いに活用していただ

きたいということが言えると。 

 だから、今の状況だけではなくて、将来を見越した運行形態だと、そのように私は

認識しているところであります。 

 したがいまして、人口が減少するところについては、そういった自治体については

ですね、かなりデマンドが入っております。朝倉地域については、デマンド等様々な

複合的な運行がなされております。 

 ただ、本町の場合はいろいろ議論した挙句、今の形態で進むことがですね、将来的

にもいいんだろうと、そのように思っております。 

 ただ、ルートとか運行時間とか、あるいはコミュニティバス的な意味合い、そうい

ったものは今後検討していく必要があろうと。 

 要するにコミュニティバスとなると、料金を受け入れるわけですね。そういった制

度も十分考えなくちゃいけないけれども、今、しっかり話す段階においてはですね、

今の形態をやっていくということが将来的にも好ましいというふうな、委員会内部で

のまとめの意見でもございますので、尊重して進んでいきたいと思います。以上でご

ざいます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  町長はもう以前からね、今はまだ利用者が少ないけれども、これから５年、１０年、
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社会がそういうふうになっていくわけですから、当然増えていくという考え方は、今

までずっと聞いてきたところです。私もそう思います。 

 ただ、そうは言っても、今日的に見たときに、やっぱり町民の多くから、いつも空

で走りよるじゃないかという声も、またあるわけですね。 

 実際、いろんな原因があると思うんですけど、私はやっぱり利便性だろうと思うん

ですね。利用者の方があんまり使ってもらえないという、いろいろ町民の皆さんの話

を聞くとですね。 

 だから、そこら辺については、やっぱ町民の利用する側の立場、今までもそうだっ

たと思うんですが、もっとそっちの立場から、やっぱ研究、検討を進めてもらいたい

というふうに思います。回答は要りません。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  行ったり来たりですみません。 

 平和記念館費に戻りますけども、４０ページの平和記念館警備委託料、これが３９

万３千円計上されてありますけども。 

 これは以前ですね、ヘリコプターが入るときに、ヘリコプター部分は入っています

かとお尋ねしたんですけども、入ってないということでした。 

 今度も同じ金額が上がってきているんですけども、ヘリコプターについては、やは

り国交省に登録された個体であり、やっぱり盗難とかが発生すると非常に問題がある

ということでですね、やっぱり心ないマニアとかによる盗難というのも十分に考えら

れるということで、そこはきちんとしていかないかんと、以前ですね、言われていた

と思います。 

 見ますと、今申し上げたとおりに、全く変わってないんですけども、これ大丈夫な

んでしょうか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 委員がおっしゃった警備料につきましては、機械警備の分になっております。警備

会社がですね、機械による遠隔での警備、監視を行うというやつでございまして、各

施設、公共施設に入っている分でございますけれども、これは屋内、建物内だけしか

対応できておりません。 

 屋外の監視システムについては、現状ではまだできておりませんし、ただ、監視カ

メラはですね、ヘリコプターにもあてるようにしておりますので、モニターで確認す

ることはできます。 

 先ほど言われましたように、今後のヘリコプターの防犯については、しばらくちょ

っと調査研究させていただいてですね、事故のないよう、あるいはトラブルのないよ

うにしていきたいと思いますので、お時間をいただければというふうに思います。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 企画課長 

 企画課長  先ほど一木委員からご質問がありました調査員の方のですね、１人当たりの報酬で

ございますけども、まだ国県からですね、具体的な単価が示されておりませんけども、

５年前の実施のですね、予算を踏まえて計上させていただいておりまして、大体平均

お１人５万円前後ということになると思います。 

 それから、梅田委員から言われましたふるさと応援寄附金の活用実績でございます

けれども、総額で、これまで９０８万３,０００円を使用させていただいております。 

 主なものといたしましては、平和記念館の新築にかかわります分に４４０万円、そ

れからどーんとかがし祭のかかし制作費に７５万円、赤ちゃんの駅に、これは備品そ

れから消耗品の購入になりますけど１３万円、その他町長が認めるものにつきまして
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は、草場川桜並木の捕植と、それから平和推進事業に約３００万円活用させていただ

いております。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  ふるさと応援基金の活用についてでありますけど、３０年度予算について、一応活

用させていただくことを計画しております。 

 子育て世代包括支援センターの設置に伴いまして、赤ちゃんの駅も新たに増設とい

うか、そこに設置をするということで、その分に２６０万６,０００円を活用させてい

ただくということとしております。 

 委 員 長  これで質疑を終わりたいと思います。 

 以上で、企画課の予算説明を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩いたします。 

 午後１時から再開いたします。 

（１２：１５） 

 再  開   

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  財政課の予算説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  財政課の説明に入ります前に、午前中の河内委員の質問に対する回答をさせていた

だきます。 

 ３０年度当初予算概要資料の６ページの２９年度末の町債残高１６０２３９１６

千円に対しまして、財政計画１５ページになります。（４）町債残高の見込み、平成

２９年見込みが１６０２７０１６ということになっております。 

 ３１０万の差がございますけど、３月補正予算において、甘木鉄道事業負担金につ

きまして、国の補正予算に伴いまして、起債の借入を補正をさせていただいたところ

です。その３１０万円がですね、財政計画の１５ページの２９見込みの中に入ってお

ります。 

 これにつきましては、繰り越しをするということで、実際は３０年度で借り入れを

行うことになりますので、財政計画のほうの数字がですね、ちょっと誤っておったと

いうことになりますので、財政計画１５ページの２９見込みの数字が１６０２３６１

９ということになります。 

 その後も少し端数がですね、積み上げの段階で少し間違っているところがあります

ので、この１５ページについては、財政計画の１５ページ、差し替えを近日中にさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。申し訳ありませんでした。  

 それでは、財政課予算について、説明をいたします。 

 予算書３２ページをお願いします。 

 ２款１項１１目、１１節需用費の消耗品９１９万７,０００円のうち９００万円が財

政課所管の予算であります。コピー用紙などの一般事務用品の予算です。前年度より

５８万１,０００円の減額としております。 

 次に３３ページ、１４節使用料及び賃借料のうち複写機使用料、借上料につきまし

ては、前年度と同額であります。 

 ３４ページ、３目財政管理費４,５８０万１,０００円、前年度比３８８万６,０００

円の減です。財政課における人件費、旅費、需用費、委託料などです。 

 委託料の財務書類４表作成支援業務委託料につきましては、前年度比２５６万７,

０００円の減です。 
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 次に、５目財産管理費１億８６９万３,０００円、前年度比１９７万８,０００円の

減です。本庁舎、コスモスプラザなどの施設管理、公用車の運行管理、町有地管理が

主なものであります。 

 １８節備品購入費の電話交換機購入費につきましては、電話回線を総合接続し、電

話網を構成するための交換機でありますけど、これが１０年以上経過をしたことによ

り更新を行うものです。２９年度においては、本庁舎部分の更新を行っているところ

です。 

 次に、６目から１７目までは基金費となります。基金全体の元金積立額４,５０２万

９,０００円となります。 

 利子積立額が１,４６９万５,０００円でございます。 

 １５目のふるさと応援基金費は、前年度より積立額が減額となっておりますけど、

これまではふるさと納税額を全額基金への積み立てといたしておりましたけど、今後

はふるさと納税にかかわる返礼品や委託料などの経費を差し引いた分を積み立てる

ということとしておるものでございます。 

 ４１ページをお願いします。 

 行政情報処理費です。予算額９,１０１万６,０００円、前年度比３,１０１万８,００

０円の減です。予算の内容につきましては、電算システムにかかわるものでございま

す。 

 １３節委託料につきましては、前年度比４,３８８万４,０００円の減額となってお

るところでありますけど、前年度にサーバーの更新を実施をしたことによりまして、

前年度予算が多額なものとなっておりましたので、減額となっているところでござい

ます。 

 １４節使用料につきましては、サーバーのクラウド化を行うことによりまして、使

用料の増額、約４００万円の増ということになっております。 

 １８節の備品購入費は、パソコン更新のための購入費用です。１３０台ほどの更新

を予定をしておるところです。 

 １１７ページをお願いします。 

 １１款公債費です。予算額１４億５,０７１万８,０００円、前年度比１,８０３万９,

０００円の増となります。 

 １３款予備費につきましては、３,０００万円を計上いたしております。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

梅田委員 

 梅田委員  どこで聞いていいか分からないんですが、財政課ですので、こちらで聞きたいと思

います。 

 新電力導入ということで、電気代がマイナスになっておりますけれども、新電力導

入、このことは初めて聞きますので、ご説明を求めます。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  ３０年度予算につきましても、新電力の導入をした予算額としております。 

 電気代でありますけど、これもですね、九州電力さんとの契約により良くなってお

りましたけど、それ以外のですね、新電力会社の導入が今されております。 

 多くの公共施設でもですね、今、導入がされておるところでありますけど、今回各

小中学校と総合支所とめくばーる、旧三輪地区のですね、公共施設であります。 

 それにつきましては、新電力の契約を既に終わらせておるところであります。 

 準備期間が３、４カ月要るということでしたので、４月から間違いなくその履行が

ですね、されるということでありますけど、基本的には基本料金が何％削減しますと
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いったようなことでの契約になります。 

 今回いくつかの業者からですね、見積もりを出していただきまして、最終的には一

番削減ができる業者さんとの契約ということになっておりますけど、約３０％近くの

削減ということでございました。 

 ただし使用料の増減によってですね、そこはどうしても変わってくるということも

ありますので、これまでの実績よりも２５％ぐらいは確実に電気料金が削減できると

いうことで、予算もですね、そのような計上をさせていただいておるところです。 

 本庁舎とコスモスプラザにつきましては、電気料金の多くを占める空調設備が、地

下タンクの水槽の水を深夜電力によって温めたり冷やしたり、そういった方式でやっ

ておりますので、深夜電力が安いといったような特別な契約をしております。 

 そういった契約につきましては、新電力会社のメリットもなかなか出ないというこ

とで、見積もりをお願いしてもなかなか出していただけない、そういった状況にはあ

ります。 

 ただ、この分についてもですね、何とかできる業者さんとですね、また打ち合わせ

をできればというふうに思っております。 

 既に今回契約を行っております施設の分ですね、実績が年間で７,０００万円の電気

代であるということでありましたけど、その２５％が全体で削減できるということで

考えておるところです。 

委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  差し支えなければ、どこの電力会社かお尋ねしたいと思いますし、そして今年度契

約を結ばれた施設以外に、今後どこか他の施設で予定はあるのでしょうか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  エネサーブという会社でございます。 

 今後の契約につきましては、今申し上げました本庁とコスモスプラザが残っており

ますので、なかなか厳しい新電力の会社のほうがですね、参入してくることが厳しい

条件ですありますけど、また、引き続き交渉はしていきたいと思っています。 

 委 員 長  副町長 

 副 町 長  今後の取り組みとしてですね、今、上下水道課に指示をいたしております。し尿中

継所とかですね、そういうのがございます。 

 それから、平和記念館はもう既に新電力に切り替えております。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、財政課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  税務課の説明を求めます。 

税務課長 

 税務課長  それでは、税務課の予算説明を行います。 

 予算書４７ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目税務総務費でございます。 

 先ほど総務課長の説明にもございました総務課と一緒に使っておるようなところ

でございます。 

 大きなものはですね、人件費でございます。 

 人件費以外の大きな内容としては、過誤納金の還付金、これが１,０００万円でござ

います。これが税務課所管の分でございます。昨年と同額でございます。 

 次に２目、下のほうでございます。賦課徴収費でございます。 

 本年度予算３,２４５万３,０００円、昨年度比マイナスの８１３万１,０００円の減

でございます。 
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 減額の主な内容につきましては、評価替えの関係でございますが、２９年度に実施

しました航空写真の撮影の減ということでございます。 

 次に、４８ページでございます。 

 ４８ページにつきましては、３目納税推進費でございます。 

 本年度予算９７９万９,０００円でございます。昨年度比６７万円の増でございま

す。 

 増額の主な内容につきましては、公金支払いシステム、いわゆるクレジット収納の

ですね、導入を計画しております。そのための委託料、システム改修の委託料、それ

から使用料が増になっておるものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、税務課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  住民課の予算説明を求めます。 

住民課長 

 住民課長  それでは、住民課所管の予算につきましてご説明をいたします。 

 予算書の３７ページをお願いいたします。 

 ２款１項１８目総合支所総務費です。総合支所施設の維持管理に関する経費が主な

ものとなります。 

 本年度予算額１,５８９万５,０００円、前年度から２９６万７,０００円の増額とな

っております。 

 増額の要因としましては、施設管理委託料の増加が主なものです。 

 最低賃金の改定に伴う人件費等の増額や経済状況の変化による単価の変更により、

清掃や警備委託が増額となっております。 

 また、冷暖房機の保守点検委託につきましては、法の施行によりフロン漏えい点検

が義務付けられ、支所及び別館の空調機１６台に関して、年４回の簡易点検の実施に

かかる分、さらに定期点検の対象となる一定規模以上の機器が２台ありますので、そ

の分の点検料が増額となっております。 

 また、自家発電装置の保守点検につきましても、３年ごとの重点検、６年ごとの重

点検時期となっていることから、作業費の単価増に加え、点検項目や交換部品が増え

るため、予算額が大幅に増額しています。 

 その他、公用車と印刷機を移管したことにより、燃料費やリース料等で１４万５,

０００円の減、総合支所の電気料を新電力に変更することで５７万円が減となってい

ます。 

 続きまして、４９ページをお願いいたします。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費です。 

 主な事業としましては、戸籍及び住民基本台帳に関する事務、各種証明書等の交付、

外国人関連事務、マイナンバーに関する事務等になります。 

 主な支出は、窓口業務に携わる派遣職員の委託料、住基ネットや戸籍のシステムに

関する経費、個人番号カードに関する事務委任の負担金などになります。 

 予算額８,７０５万６,０００円のうち、人件費を除く住民課所管の予算は３,４８９

万７,０００円で、４７３万４,０００円の増となっています。 

 増額の主な内容ですが、１３節委託料につきまして、窓口業務に係る人材派遣委託

料の単価アップにより８３万３,０００円の増となっています。 
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 また、住基システムの改修委託料が１１８万８,０００円です。これは、住民票及び

マイナンバーカードへの旧姓併記のためのシステム改修となります。 

 平成２９年度補正予算により、法改正第１次リリース版パッケージの購入を行って

おりますが、平成３０年度に第２次のパッケージの購入及び改修作業等を行う予定と

なっています。 

 次に、５０ページです。 

 １９節になりますけれども、通知カード、番号カード関連事務負担金が６０６万５,

０００円で、昨年度より２４９万５,０００円の増です。 

 これにつきましては、平成２８年度事業を、遅延による繰越事業として予算を繰り

越ししておりました。これが２９年度末で完了となり、予算の繰り越しがなかったこ

とによるもので、平成２９年度の繰越明許を含めた事業予算は、５６３万３,０００円

ですので、実質は４３万２,０００円の増となっています。これは、国の通知に基づく

予算を計上しております。 

 以上、主なものについてご説明をさせていただきましたが、その他の経費につきま

しては、若干の金額の相違はありますが、前年度並みに計上させていただいておりま

す。  

 以上で、住民課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  マイナンバーについて、お尋ねしますが。 

 旧姓、女性の場合、旧姓を表記するためのシステムを、もう発行してあるカードに

ついては、どういう扱いになるんですか。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 まだ、そういった具体的なところの指示までは来ておりません。システム改修をす

るというようなところまでのお話になっております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  もう１点、マイナンバーでお尋ねします。 

 例えば、カードを作っていなくて、通知だけ持っている人もいらっしゃると思いま

す。カードを持ってある方もいらっしゃると思うんですが、万が一ですね、紛失した

場合、どういった手続きをしたらいいのかお尋ねします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  申し訳ありません。質問の意味をお尋ねします。 

 再発行の手続きになるんですかね。 

 ちょっとお待ちください。すみません。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 通知カードにつきましては、紛失をされた場合は、町で再交付の手続きができます。

マイナンバーカードにつきましては、Ｊ－ＬＩＳのほうに一時停止の申し出をして、

その後再交付の手続きをまたしていただくというようなことになります。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  それにかかる費用とかも分かりましたら教えてください。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  通知カードの再交付手数料のほうは、個人負担分で５００円でございます。マイナ

ンバーカードにつきましては８００円、それに電子証明を付けたら、ブラス２００円

という手数料になっております。 
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 委 員 長  他にございませんか。 

石丸委員 

 石丸委員  予算書の４９ページ、１３節委託料ですが、窓口業務における人材派遣委託料につ

いて、ちょっとお聞きします。 

 まずですね、これは、以前から私は一般質問でもですね、やってきたとこなんです

が、今回単価のアップということです。 

 まずは、窓口業務のこの人材派遣をされておる人が、まず何名かをお聞きしたいと

思います。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  本庁に４名、支所に４名の合計８名でございます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  先ほど単価のアップによるということですが、はっきり言って嘱託職員のほうが、

私は経費的には安く上がるというふうに、以前から一般質問でもやってきたわけです

ね。 

 しかしながら、様々な総合的に考えたときに、嘱託職員よりは人材派遣のほうがい

いということで、今日に至っておると思うんですが、今回、単価がアップされたとい

うこと等を考えても、なおかつ総合的に考えたら、やはり窓口業務は人材派遣のほう

がいいということでしょうか。お聞きしたいと思います。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 今現在のところはですね、派遣職員ということで考えております。 

 総合的なことを、いろいろまた考えてですね、さらに検討はしていかなくてはいけ

ないとは思っているところでございます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  ぜひですね、常に費用対効果を頭に入れてですね、こういうふうに単価がアップし

てくるということであれば、その都度総合的に考えて、嘱託職員のほうがいいという

ことであれば切り替えてもらわないかんと思いますので、ぜひですね、ここはしっか

り検討していただきたいというふうに思います。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、住民課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  続けて、人権・同和対策室の予算説明を求めます。 

人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 続きまして、人権・同和対策室の予算について、ご説明します。 

 予算書の５５ページをお願いします。 

 ５５ページから５６ページにかけてになります。 

 ３款１項２目人権対策費です。 

 主な事業は、人権・同和対策及び啓発に関するもの、人権施策実施計画に関するも

の、地区集会所管理等になります。 

 事業推進に係る需用費、また人権・同和関連の各種負担金、補助金等が主な支出と

なっております。 

 本年度予算額１,４４０万１,０００円、前年度と比較して９７万７,０００円の増額

です。実績による見込みと経費節減に努め、ほぼ前年度並みに予算計上していますが、

工事請負費が１２０万２,０００円となっており、増額の要因となっています。これは、

地区集会所３カ所に係る改修工事になります。 

内容につきましては、室内の壁の塗装、公園遊具の撤去、公園内インターロッキン



 35 

グの撤去となっています。 

 続きまして、５６ページでございます。 

 ３款１項３目隣保館運営費です。 

 隣保館は、館長、職員１名、指導員２名を置き、各種講座の開催や学級運営、施設

の維持管理などを行っています。その人件費や施設管理費及び講師謝金等、事業運営

にかかる費用が主なものです。 

 本年度予算額１,４４０万１,０００円、前年度と比較して６４万４,０００円の増額

です。 

 主な要因は、定期清掃委託料及び備品購入に関するものです。 

 委託料につきましては、清掃と警備が増額しています。 

 先ほど総合支所の予算でもご説明しましたが、最低賃金の改定に伴う人件費等の増

額などによる単価アップによるものです。 

 また、備品につきましては、音響設備のアンプ、及び記録用のデジタルカメラが故

障し、修理不能なため買い替えをするものです。その他、公用車の車検による経費等

もございますが、前年度並みの計上となっています。 

 次に、１１１ページをお願いします。 

 １１１ページから１１２ページにかけまして、９款８項７目人権・同和教育推進費

です。 

 主な事業は、解放子ども会、人権週間講演会、人権セミナーなど、人権・同和教育

推進に関するものとなります。 

 本年度予算額１,４８０万２,０００円、前年度と比較して２３万４,０００円の増額

です。 

 支出の主なものとしましては、解放子ども会活動に関する経費として、報償費や旅

費、１１２ページになりますが、１４節車の借上料など、また人権週間講演会の委託

料、朝倉人権・同和教育推進連絡協議会に対する負担金などになります。 

 平成３０年度は解放子ども会の３年ごとの視察研修を行いますので、研修旅費が増

額となっています。その他は実績に応じて見積もり、計上をしているところです。 

 以上で、人権・同和対策室の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の５５ページ、２目人権対策費、１９節負担金補助及び交付金です。 

 一番上の同和事業促進費補助金、これは、部落解放同盟に対する補助金ですが、前

年度、次年度については、関係市町村で協議をして、減額に向けて協議したいという

お話でしたが、協議はされたのか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 昨年度も申し上げましたけれども、朝倉市が代表幹事として解放同盟との窓口とな

っているところですが、平成３０年度分につきましては、災害対応等もありまして、

協議はされておりません。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  こういう議会で、補助金について問題になったということも、幹事になっている朝

倉市に伝えていただきたいということも申し上げましたが、それは伝えていただけた

んですか。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 そのお話につきましては、議員さんからこういう意見が出ているというようなお話

につきましては、幹事会の折にですね、説明をさせていただいて、課長さん方共通で
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認識をしているところです。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  予算書の１１２ページ、１４節使用料及び賃借料ですが、２番目の車借上料１２１

万５,０００円と非常に高額になっていますが、内容を説明してください。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 車の借上料につきましては、解放子ども会の活動に関するものがほとんどでござい

ます。 

 解放子ども会で行う開級式ですとか、閉級式、キャンプ、平和集会、解放文化祭、

社会見学、自主活動、そういったものに子どもたちを乗せていくためのバスの借上料

となっております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  例えばですね、小中学校の分会、子ども会と一緒ですよね。解放子ども会じゃない

けれども、学校の子ども会、それについては、そういう補助はあるんですか。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 学校というか、一般の子ども会というかですね、そこに対する補助があるのかどう

かは、ちょっと私は存じておりません。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、人権・同和対策室の予算説明を終わります。 

 委 員 長  健康課の予算説明を求めます。 

健康課長 

 健康課長  健康課の一般会計歳出予算を説明いたします。 

 健康課の一般会計予算におきましては、財政課からの一般財源配分額に対しまし

て、課内で厳しく歳入及び歳出を１つ１つ精査見直しを行い、予算減額している分に

つきましても後退するものではなく、新規事業とのメリハリを付け、特に平成３０年

度中に開設いたします子育て世代包括支援センター、産後ケアの円滑なスタートを行

い、生涯健康づくりの推進、子育て支援、社会保障の充実を網羅した予算となってお

ります。 

 それでは、予算書の４６ページをお願いいたします。 

 ２款１項３１目地方創生費、前年度から４４万１,０００円減額の１２２万７,００

０円の計上です。この事業は、定住促進事業として、平成２７年度に実施いたしまし

たラジオ体操とウォーキングの普及推進事業を一般財源により継続して行っている

もので、住民の健康意識の向上を促進するために、平成３０年度も取り組みを行いま

す。 

 ８節報償費は、ラジオ体操及びウォーキングにおいて、一定の基準を達成した方に

４００円程度の記念品、１,０００件分を計上しております。 

 １１節需用費は、ラジオ体操用のＣＤや万歩計などの物品、及びスタンプカード等

の印刷費の予算でございます。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の２８節繰出金におきましては、財政課の予算計上で

あり、国保特別会計に対する繰出金ですので、国保特別会計の繰入金で説明いたしま

すので省略をさせていただきます。 

 次に、５７ページをお願いいたします。 

 ４目国民年金費は、法定受託事務に係る事務費でございまして、前年度から３７万

９,０００円増額の２３９万円の計上としております。これは、消費税増税の関係で、
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平成３１年１０月に先延ばしとなっております年金生活者支給給付金に係るシステ

ム改修委託料３２万４,０００円が増額の主な要因となっております。 

 次に、５９ページをお願いいたします。 

 ５目老人福祉費の健康課分の主な予算としましては、１９節後期高齢者医療療養給

付費の負担金は、広域連合の試算に基づきまして、昨年度より８１０万１,０００円減

額の３億８,８９１万１,０００円の計上としております。 

 ２８節繰出金についても、先ほどと同じく財政課予算であり、後期高齢者医療特別

会計で説明いたしますので省略をさせていただきます。  

 次に、６０から６１ページをお願いいたします。 

 ７目重度障害者医療対策費の２０節扶助費、過去４年間の医療費実績から、４２万

４,０００円増額の８,４５２万円で計上をしております。 

 ８目ひとり親家庭等医療対策費の２０節扶助費につきましても、過去４年間の医療

費実績から、昨年度と同額の扶助費１,６６０万８,０００円で計上をしております。  

 次に、６４ページをお願いいたします。 

 ３款２項２目児童措置費の健康課分の主な予算としましては、児童手当に関する予

算を計上しておりまして、対象者の増を見込み、予算計上時点で３,８８９人分の推計

を行い、２０節扶助費は前年度から５０６万円増額の５億３,０７８万円を計上してお

ります。 

 次に、６６ページをお願いいたします。 

 ５目子ども医療対策費の２０節扶助費につきましても、過去の医療費実績から５５

４万２,０００円減額の９,０３０万２,０００円を計上しております。 

 次に、４款１項１目保健衛生総務費です。 

 ２節給料から４節共済費は、職員人件費関係です。 

 １３節委託料、１４節使用料及び賃借料の説明書で健康カルテシステムとあります

のは、昨年度まで介護予防評価システムとなっていたものを名称変更したもので、シ

ステムは現行のもので変更はございません。 

 主な予算としましては、１９節負担金補助及び交付金の朝倉医師会委託の救急医療

対策事業でございます休日・夜間急患センター、在宅当番医制事業、病院群輪番制事

業、歯科休日急患診療事業の負担金で、人件費の増と負担割合が人口割１００％であ

るために、構成市町村の人口現状から、合計で前年度より４３４万４,０００円増額の

４,２６７万２,０００円となっております。 

 次に、６７ページから６８ページにかけまして、ご説明を申し上げます。 

 ２目母子衛生費です。母子の健診及び相談事業等の予算でございまして、全体で、

前年度から７３１万円増額の４,２７８万円で計上をしております。 

 増額の主な要因としましては、平成３０年度からの新規事業といたしまして、３０

年度中の開設をお約束しております。妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行

う子育て世代包括支援センター事業、合計で７６０万４,０００円で、嘱託職員、保健

師１名の雇用報酬と、コスモスプラザ内農林商工課そばの会議室Ｂを、相談室兼赤ち

ゃんの駅といたします工事費、それに付随する備品購入費などを計上しております。 

 また、この事業は補助事業で行いますが、補助残には赤ちゃんの駅を兼ねておりま

すので、ふるさと応援寄附金の赤ちゃんの駅事業２６０万６,０００円を充当していた

だいております。 

 同じく新規事業で、出産後の身体的な回復、心理的な安定を促進し、すこやかな育

児支援を行います産後ケア事業の委託料７８万８,０００円を計上し、子育て世代包括

支援センター及び産後ケア事業とも９月開始予定で進めてまいります。 

 次に、３目予防費です。 

 前年度から１１万９,０００円増額の１億５９０万４,０００円の計上で、主な増額
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要因としましては、１３節定期予防接種委託料９,３０６万２,０００円の、６５歳以

上の定期インフルエンザ予防接種者の対象者の見込み増による２７万７,０００円増

額によるものです。 

 続きまして６９ページ、４目健康推進費です。前年度から２０２万１,０００円減額

の３,５５９万９,０００円の計上です。 

 主な増額要因としましては、１３節委託料のがん検診委託料、女性がん検診委託料

の、これまでの実績に合わせまして２２５万７,０００円を減額したものです。 

 申し上げましたとおり後退するものではなく、実績を踏まえた予算計上でございま

して、受診者数の増加に努めてまいります。 

 最後に７０ページです。 

 ６目そったく基金事業費です。前年度から１９万円増額の４７万８,０００円の計上

としております。 

 ３年間の事業継続を条件として行っております健康づくり推進地区事業で、事業継

続２年目の２地区分の予算となっております。この２地区を入れまして、これまで平

成２６年度から１０団体、１３地区において本事業に取り組んでいただいております

けども、決算時の主要施策の成果及び将来の課題でも記載して申し上げましたよう

に、事業効果検証が必要でございますので、新規で受け付けますと、さらに３年ごと

の事業が伸びてまいりますので、非常に難しくなってくると思われますので、新規で

の受け付けを行わず、継続２地区の３年目、平成３１年度で一旦事業を終え、さらな

る健康づくりの推進となるよう、平成３０年度から検証したいと思っております。 

 以上で、健康課の一般会計歳出予算の説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の６８ページ、１５節工事請負費、赤ちゃんの駅を農林商工課横の会議室Ｂ

にするための工事という説明でしたが、あそこは夜とか会議で使っているんですが、

赤ちゃんの駅は昼間だから、夜の会議の使用には差し支えはないんでしょうか、お尋

ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 現在、生涯学習課の管轄で各団体受け付けを今まで行っておりましたけども、庁舎

内での検討といたしまして、あそこは相談室兼赤ちゃんの駅とするということで、あ

そこを今一部屋ですけども、あそこを予定では、その中をさらに二部屋に分けます。 

 そうしまして、赤ちゃんの駅も兼ねますので、おっしゃっていますように、夜とか、

そういった部分ありますけれども、現在の予定としまして、計画ですけども、予定と

しましては、警備員さんが巡回されますので、朝開けて、夜最後の巡回のときに閉め

るということで、常時赤ちゃんの駅としても使用できるようにしたいと思っておりま

す。 

 ただし赤ちゃんの駅事業につきましては、こども課のほうですべて行っております

ので、その辺りの整理につきましては、こども課で主管としてやられると思いますが、

整備としましては、工事が４月から、予算が通りまして、その後順調に進みまして、

業者が決まりまして、工事を行って、もうできますよといった段階で、赤ちゃんの駅

としては使用開始をしてもいいのかなという形で、健康課としては考えております。 

 ただし先ほど申しましたように、支援センター等の相談室の業務として使いますの

は、一応９月開設を目指しておりますので、９月以降ということで、赤ちゃんの駅は

順次でき次第開放をしたいと。朝から開けまして、夜の警備員さんの巡回のときに閉
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めるということで、活用していきたいというふうに思っております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  他の団体は使えないということですかね。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 先ほど言いましたように、生涯学習課の管轄でございますので、私のほうからとは

思いますが、一応あそこを４月以降、そういった形の支援センター、赤ちゃんの駅と

して使いますので、各種団体の使用というのは受け付けを行わない予定でございま

す。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ３０年度中に子育て世代包括支援センター、赤ちゃんの駅を整備されるということ

で、しっかりと取り組みお願いしたいと思いますし、９月開所ということでございま

すので、速やかにですね、皆様が利用いただけるような周知の徹底もよろしくお願い

したいと思います。 

 それと６８ページの委託料なんですが、産後ケア事業委託料、この件について、ど

こに委託して、どういうふうな内容でお考えになっているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 どこに委託するかというのは、予算が通りまして、４月以降のことでございますの

で、それは決定次第ご報告したいと思っております。 

 内容としましては、宿泊と日帰り型の二通り計画をさせていただいております。 

 併せまして、先ほど申しましたように、これにつきましても９月以降の開設という

形でさせていただきたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  この産後ケア事業というのはですね、たいへん重要な事業であると思っておりま

す。出産後のお母様がたいへん、やっぱりいろんな精神的に落ち込んだ状況のときに

ですね、ここに来て救われたという、よその自治体のお母さんの声も聞いております

ので。 

 この宿泊と日帰りということでございますが、宿泊は大体いくら助成をされるの

か、日帰りいくら助成されるのか、そしてどのくらいの人数を、利用される方見込ま

れているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  費用につきましても予算後、決定次第、一応考え方がございますが、先ほど申しま

したように事業者が決まっておりませんので、そこのお願いいたします事業者と詳細

な打ち合わせをして、ご報告はさせていただきたいと思っております。 

 予定としましては９月以降ですので、約２２名の方を予定させていただいておりま

す。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  くれぐれもですね、速やかに進みますようにお願いいたします。 

 それで、２２名ということの予定でございますが、万万が一それをオバーするよう

なことがありましたときも、ぜひ補正予算なりで対応していただきますようにお願い

いたします。 

 委 員 長  他に。 

河内委員 

 河内委員  予算書の４６ページです。 

 ３１目地方創生費（先行型）、ラジオ体操とウォーキングの費用を一般会計から継
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続して行っているということです。 

 一応１,０００人分ということでしたが、動向としてはどういう方向、増えていって

いるという方向なのか、お尋ねをします。 

 それともう１点、庁舎内にもある時間になると「ラジオ体操をしましょう」という

音楽が流れているんですが、ラジオ体操をしている職員の方、あまり見かけないよう

なんですが、どんなでしょうか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 １,０００件分の予算計上におきましては、２８年度は１,０００件分を超えており

ます。２９年度の現状です。現状におきましては、今約６００人分ぐらいの交換をし

ておりますが、流れ的にはいつも３月後半に、大量の方が「終わりました」というこ

とで来られますので、１,０００件近くになるんじゃないかということで予測をさせて

いただいております。 

 そういった意味で、引き続き３０年度も１,０００件分の予算の計上をさせていただ

いて、ラジオ体操、ウォーキング、健康の増進に１つでも繋げたいというふうに考え

ております。 

 それと併せまして、先ほどラジオ体操の件ですけども、職員に関する分ですので、

本来私がお答えすべきことかどうかというのはちょっとあれですけれども、今現在、

私も流れているかなと思いまして確認しましたけど、庁舎内でラジオ体操の分は流れ

て。 

めくばーるのほうですか。 

 ちょっと私も体験がないので、何ともお答えしようがございません。たいへん申し

訳ございません。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  もう１点お尋ねします。 

 ラジオ体操、ウォーキング、それぞれどれくらいの地区が取り組んでいるのか、お

尋ねをいたします 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 ラジオ体操につきましては、団体登録を申し込みがあってしておりますけど、地域

で行っているわけじゃございませんので、５人以上の団体ということで受け付けてお

りますので。 

 ２８年度が２４団体、２９年度が現在２９団体の方に登録をしていただいておりま

す。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、健康課の予算説明を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 ２時から開催します。 

 （１３：５３） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：００） 

 委 員 長  こども課の説明を求めます。 

こども課長 
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こども課長  こども課所管予算につきまして、ご説明申し上げます。 

 こども課所管の当初予算総額は７億５,２３３万４,０００円で、２９年度当初予算

から６,１３２万９,０００円、約８.８％の増額となっております。 

 それでは、款項目別に主な事業及び変更点について、説明させていただきます。 

 予算書の４５ページをお願いいたします。 

 ２款１項２７目こども未来センター費で、総額６８１万３,０００円です。 

 こども未来センター事業では、子どもに関する相談や支援の実施、要保護児童対策、

児童虐待防止、子どもの権利の周知啓発などが、主な業務になります。 

 予算では、相談対応の家庭児童相談員の嘱託職員報酬と臨時職員賃金及び未来セン

ター運営委員会や要保護児童対策地域協議会、子どもの権利委員会及び救済委員会な

どの委員報酬や虐待防止研修会の講師謝金、事務的な経費などが主なもので、全体的

な基本賃金に増額以外は、ほぼ前年度予算と同額となっております。 

 ３０年度予算につきまして、前年度との若干の変更点といたしまして、１２節役務

費、通信運搬費です。対応件数の増加とともに電話による相談や連携機関との連絡調

整が、電話で増えたことで、１３万２,０００円を計上しております。これは、１万８,

０００円を増額しての金額です。 

 なお、９節旅費の県外研修費の研修旅費や１１節需用費で、効果的な啓発物の発行、

印刷製本費等の見直しを行い、全体で３３万８,０００円を減額しております。 

 次に、予算書６２から６３ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費です。 

 この目の中には教育課所管分で、１１節需用費、１２節委託料、１４節使用料及び

賃借料が含まれますので、それを除くこども課分を説明いたします。 

 この予算は、学童保育、子育て支援センターで行う子育て支援拠点事業、ファミリ

ーサポート事業、ことばの教室などが主なものです。これらの運営事業に必要な経費

となっております。 

 本年度予算１億３,８２１万４,０００円のうち、人件費及び教育課所管分を除いて、

こども課所管の予算は９,２８４万３,０００円で、前年より４,５５３万９,０００円の

増額となっております。 

 増額の主な項目は、第２三輪小学童保育所整備に関するもの、それから学童保育所

運営委託料の増額に関するもの、３つ目に子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査に

関する３点が主なものです。 

 まず、学童保育の待機児童対策として、三輪小学校の第２学童保育所増設に関する

ものです。 

 三輪小学校に既にある学童保育所の園舎の横に、４０人定員の平屋建てを建築する

ものです。現在は三輪小学童定員７０名に対し、この４月には８９人の申し込みがあ

っております。 

 第２三輪小学童保育所整備にかかわる予算としまして、合計２,８７０万７,０００

円の予算となっております。 

 内訳として、１２節役務費、第２三輪小学童保育所整備建築確認申請手数料５万２,

０００円、１３節委託料、第２三輪小学童保育所設計監理委託料１７０万７,０００円、

１５節工事請負費２,６９０万６,０００円、１８節備品購入費、第２三輪小学童保育

所整備４万２,０００円、この備品のほとんどは、今使っているものを最大限活用いた

します。不足分として、掃除機２万２,０００円、ホワイトボード２万円を計画してお

ります。 

 補助金につきましては、国庫補助金、子ども・子育て支援整備交付金１,７１４万２,

０００円と、県補助金、放課後児童クラブ室施設整備費補助金４２８万５,０００円で、

補助金の合計額が２,１４２万７,０００円となっており、これが工事負担費２,６９０
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万円の補助金となります。工事請負費から補助金を除いた金額５４７万９,０００円が

町の単費となります。 

 現在の第２学童は学校内の空き教室を利用しておりますが、３０年４月から教室と

使用していく状況となりました。４月から学童保育の児童を移動させる必要が出てき

ました。新しい学童保育園舎ができるまで、支所別館２階の会議室を活用し、建築期

間の間第２学童として利用するところです。 

 次に、増額の項目といたしまして、１３節委託料、学童保育所運営委託料４,５２４

万８,０００円です。昨年より１,５３５万４,０００円の増額です。 

 ただし、歳入の保育料１,５２７万６,０００円を含んでおり、実質は、昨年度とほ

ぼ同額の運営委託料となっております。 

 これは、筑前町学童保育所条例の制定によりまして、これまで学童保育の保育料を

委託費用から差し引いて、運営の委託先である筑前町社会福祉協議会に支払っていた

ものを、保育料を全額町に一旦入金し、運用に必要な経費を委託料として支払うこと

となったことで、３０年度から増額の金額となっております。 

 また、現在３カ所に設置している学童保育所において、利用希望者が増加しており

ます。希望者がすべて利用できるように、場所の確保や児童が増えた分の支援員の確

保など、３カ所の学童で第２学童を開設する体制をとるための経費も含め計上してい

るところです。 

 次に、子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査に関するものです。 

 １３節委託料、子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料２２１万４,０００円

と、１節報酬、日額委員報酬９万円が必要経費となっています。 

 報酬につきましては、子ども・子育て支援制度に基づく計画の進捗状況確認や計画

の変更などについて、子ども・子育て会議に諮る必要があるためのものです。 

 この計画は、現在の子ども・子育て支援計画が平成２７年度から３１年度までの５

年間の計画ですので、３２年度以降の実施計画として３０年度にニーズ調査を行い、

３１年度で計画策定を行う予定です。今後の子ども・子育て支援施策に必要な計画と

なっております。 

 次に、６４ページをお願いいたします。 

 ２款２項２目児童福祉措置費です。 

この目の中には、１３節委託料の一部、２０節扶助費のすべてが健康課所管分です。 

 本年度予算１１億４,２４６万５,０００円のうち、こども課所管予算は６億１,０８

２万７,０００円で、前年度より３,１３４万３,０００円の増となっております。 

 主な事業といたしましては、民間保育所運営に関する事業です。 

 ２９年度の途中入所、特に０歳児の待機児童を中心に５４名出たことや３０年４

月、入所者数の増加に対する待機児童対策で、民間保育所各４園に面積基準の最大枠

までの拡大と、保育士の確保による入所人員の確保を行うためのものです。 

 そのため、１３節委託料、保育所等運営委託料５億８,０５９万４,０００円を計上

し、２９年度より３,０８８万円の増額となっています。国が示します保育単価を基に

予算を積み上げたものです。 

 ４園の平均で大体１億４,０００万円、最大のところで１億６,０００万円、最少の

ところで１億２,０００万円との予算の枠を大まか付けております。 

 委託料増加の原因としましては、全体として定員を上回る入所の増加によるもの

と、特に０歳、１歳、２歳児の低年齢が多く、保育単価が高いことが増加の要因とな

っております。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金２,０７３万８,０００円です。 

 特別保育事業として延長保育、一時預かり、障害児保育を実施する保育所に対して

の補助金です。民間の４園とも実施されています。 
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 金額は、昨年より１０万円ほど増額ですが、一時預かりの補助基準の単価が上がっ

たためのものです。 

 保育体制強化事業補助金３２４万円は、保育士の負担軽減を図る目的で、保育支援

者を雇用する保育所への補助をするもので、保育士確保対策の１つです。３０年度は

２園が希望されています。補助としまして、国が２分の１、県４分の１の補助があり、

町は４分の１の負担となります。 

 次の保育補助者雇上強化事業は、保育士の業務の負担軽減、離職防止を目的として、

保育補助者を雇用するための補助事業で、２園が実施の計画の希望がありました。こ

れは、国が４分の３、県が８分の１、町８分の１の高率の補助となっております。 

 次に、３款２項３目母子福祉費ですが、母子寡婦福祉会の会員の高齢化等による会

員の減少により、１９節負担金補助及び交付金を前年度より１万４,０００円の減額を

し、１万５,０００円となっています。 

 会員数が、２７年度が６１名でしたけれども、２８年度が３４名、約半数になり、

それ以降も少しずつ減少しているという状況です。 

 続きまして、３款２項４目美和みどり保育所です。 

 本年度予算額１億７,６９８万２,０００円のうち、職員の人件費を除く予算額は６,

１５４万２,０００円です。２３１万２,０００円の増額となっています。 

 増額の主なものは、この４月から１５０人の園児の受け入れ体制づくりのための保

育士確保と教材費、給食材料費の増額です。 

 また、２９年度実施しました耐震診断は問題なしとの結果でしたけれども、園舎全

体の老朽化もあり、衛生管理の徹底について予算を増額しております。 

 主なものといたしまして、７節賃金が２９６万６,０００円の増となっています。こ

れは、臨時保育士の増額分で、４月からの１５０人を受け入れる体制を取るため、特

に低年齢児が増えておりますので、その対応として１名の臨時保育士増員と産休・育

休代替職員の臨時１名によるものです。 

 保育士の配置につきましては、入所児童を１５０人とし、基準を満たす正職員及び

嘱託、臨時保育士を配置していきます。 

 現在、正職員が１５名、その内保育士が１１名、嘱託保育士が７名、臨時保育士の

ほうが、昨年５名を３０年度は７名に増員し、あと代替や再任用で１４名を、予算を

確保しているところです。 

 これら保育士の年休や代休、それから研修参加等の際に代替保育士での対応となり

ますが、年度途中入所や低年齢児の入所の増加などにより、保育士が不足する場合、

代替保育士で補うこともございます。 

 １１節需用費の消耗品では、１５０人体制の教材等で２９万６,０００円の増額で、

３０６万８,０００円となっております。 

 また、給食材料費が１,０６０万２,０００円となっており、１３６万９,０００円の

増額です。 

 修繕料は、保育室の畳の表替え分を含み、２５万６,０００円を計上しております。 

 １３節委託料で、衛生管理の徹底を図るため保育室消毒委託料が、これまで年に２

回だったのを年６回に増やし、回数を増やしたことで５万８,０００円増額の計７万

８,０００円となっています。 

 園舎消毒委託料は、園舎の外周や保育室周辺の消毒で、これは前年度と同額です。 

 次ページの砂場消毒委託料を新たに計上をしております。これは、猫などが砂場に

侵入することが多くなり、糞尿することから消毒を行うもので、年６回で４万４,００

０円を計上しています。 

 １８節備品購入費は、ポータブル型のワイヤレスアンプセットを１セット計上して

おります。現在のものが、運動会時には音が割れたり雑音が入るなど、進行に支障が
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出てきておりますので、室内での誕生会や入退所式、外での運動会など頻繁に行事で

使えるものを選定し、計上しております。 

 以上、主なものについてご説明させていただきましたが、その他につきましては、

前年と若干の金額の相違はありますが、必要経費を計上させていただいております。 

 以上で、こども課の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

川上委員 

 川上委員  ６３ページです。 

 ３款２項１目児童福祉総務費について、お尋ねをいたします。 

 今回、第２三輪小学校学童保育所整備建築ということで、予算計上されております。

総額２,８７０万ということで、今お聞きしたんですが、定員７０名に対して８９名で

あるということで、４０人規模の第２保育所を建てると。 

 この建物の面積は、どのくらいの大きさを考えてあるんですか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 具体的な図面をちょっと持っておりませんけれども、大体８０㎡を想定しておりま

す。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  実はですね、今、少年大使館、あの大使館が南部コミュニティ運営協議会で運営を

しております。 

 その中で、やはり今後の運営に対してどうするのかというような課題が出てまいり

ました。やはりモデルとして９年経過しよるが、今後どうするのかということで、町

長と所管課と役員とで、私も田口委員も入って、話を聞きながらしてたんですが、今

後の課題としてもありますし、今後の方向性も、町長もここ１年かけて方向性を示さ

ないかんだろうというようなことまで聞いております。 

 ただ、その役員の方からですね、田口委員もその中で提案されたんですが、将来学

童保育として活用したらどうかと、ですね、そういう話が出てまいりました。 

 特に南高田、山隈は子どもが多ございます。そうすると、その人口から言えばです

ね、三輪地区の学童保育のウエイトは非常に多くなるんじゃないかなというふうな考

えを持つわけですが、確かに２,８００万のうち２,１００万程度補助金が出るという

ことは、今、説明を受けて理解をするんですが、今後の方向性としてはですね、やは

りああいう子どもたちが多いところに、私はやはり、将来活用したがいいんじゃない

かと。 

 今はですね、やはり貸館業務等で毎日予定は入っています。でも事務局とですね、

調整すれば、私は、何らかできるんじゃないかなということもですね、あそこの大き

い部屋３つが分かれますし、また、外もバスケットのゴールもあります。たいへん皆

さん利用されているんですが、そういうものをですね、施設を活用すれば、それこそ

維持費はかからない、そういうこともありますもんですから、今後ですね、そこも１

つ検討の材料じゃないかなと思うんですが、見解をお尋ねします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 私もコミュニティ検討委員会のほうに出席させていただきまして、様々な率直なご

意見をいただいたところであります。両議員も出席でございました。 

 その中で、田口委員のほうからもですね、ぜひ、学童保育として利用したらどうだ

ろうかと、具体的な提案をいただいたわけでございます。 

 このコミュニティ問題につきましては、執行部でも十分議論いたしますけれども、
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様々な議員各位の中にもコミュニティに対する考え方もございますので、お互いにも

う少し意見を調整する時間が必要だろうということで、その場は再度検討、研究する

ということになっているところでもございます。 

 しかしながら、近々にですね、方針等を明確にしなければならないと、そのように

も考えております。 

 そういった中で、学童保育というのもですね、当然１つの提案としてあがってくる

だろうと考えているところでもあります。 

 ただ、今年は２,８００万程度。ただ、非常に高率な補助金でありまして、町費は思

ったよりも少ないんですけれども、とりあえずと言いますか、今年建てた分で、来年

以降が充足するかというと、これまたたぶん不足だろうということが推測されます。

そういったことも含めまして、３０年度はぜひ、この施設を建設させていただいて、

それ以降についてですね、少年大使館のほうも視野に入れながら、コミュニティとの

調整を図りながら検討していきたいと、そのように考えているところであります。 

 ぜひとも３０年度内にはですね、その方針を示させていただきたいと、そのように

考えます。以上でございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  １回建物を建てればですね、もうそれこそ維持費がかかるし、その管理が大変だと

思うんです。 

 ４０名ということですが、少年大使館の広さから言えば十分活用できるんじゃない

かなと思いますし、ぜひ、この１年かけてということで、町長も言っておられました

ので、ぜひ、そこはじっくり考えてですね、していっていただきたいということで、

要望しておきます。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  少年大使館の件でございますけれども、いろいろ川上委員とですね、相計って運営

を考えておりますけれども、学童保育所設置のですね、許可は誰が許可するのかとで

すね、設置基準というのがあればですね、あとで資料をいただきたい。今後の勉強の

ためにいただきたいと思います。 

 設置基準は、誰が監督なのか、許可は誰が出すのかですね、ちょっと教えていただ

きたいと思います。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 設置許可また基準の監督者というのは、もう町が設置者でございますので、これに

つきましても、学童保育所設置条例ということでありますので、そこで規定をされて

おります。町です。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  そもそも学童保育所は学校の敷地内につくるというのが本当じゃないでしょうか。

その辺のこともよく考えていただきたいなと思います。 

 聞きそびれたかもしれないんですけれども、第２三輪小学校学童保育、いつ開設予

定でしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 年度内の設置というところには、３０年度内というところになっております。 

 まず、県への申請の手続き、補助金の問題、そういったのもありますし、また、工

事請負者の入札と設置を、工事を請け負う方の決定とかですね、そういうのにちょっ

と夏休みぐらいまではかかるのではないかと。 

 その後が建設になってから、建設になりましたら２カ月程度ではないかと思います
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けれども、大体の目安としては年内ぐらいに建つのではないかという見通しでござい

ます。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

石丸委員 

 石丸委員  先ほどの川上委員の質問の中で、南部５区の少年大使館、ああいう既存のやつです

ね、ああいうものを活用したらどうかというお話やったんですが。 

 私も、全く今ある建物を最大限に活用することを、まずは考えるべきだと思います。 

 それから、先ほど河内委員のほうから、学童保育については学校の敷地内とかとい

う話もありましたけれども、これは、そういう関連の法律か何かがあるのかどうか知

りませんけれども、やはり私は、利便性とか云々考えていけば、必ずしもそこにとい

うことにはならないんじゃないかと。 

 特に三輪小学校と、いわゆる南高田、南部のほうですね、距離的にも非常にあるわ

けですから、そういうところも考慮していただきたいと思います。 

 それからもう１つ、今回、学童保育を建てさせていただきたいと。その大きな理由

が、いわゆるいつも言われておる、今やったら高率の補助金が出るからということで

すが、これもね、町長、ちょっと考えるべきだと思いますよ。 

 確かに、今やれば非常に有利な補助金が出るということで、一理ありますけれども、

ずっと使っていくわけですからですね、そういうことを考えたら、こんな言い方はち

ょっと語弊があるかもしれませんけれども、目先の云々ということじゃなくて、やっ

ぱり将来的に見たときに、必ずしも今補助金がどうのこうのじゃなくて、まずはやっ

ぱりさっき言いましたように、既存の建物が使えるかどうかというのをですね、やっ

ぱ徹底して研究していただきたいというふうに思っていますが、もう１回、町長、お

願いします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 基本的にはですね、私も石丸委員、川上委員の考え方に大いに賛同するところでも

ございます。 

 現に先ほど健康課が説明しました施設につきましても、本来なら増設しようという

話でございました。じゃなくて、やっぱり既存施設を、立派な施設を利用しようとい

うことで、今の位置に決定したところでもございます。 

 ただ、少年大使館はですね、現在コミュニティのモデル地区として活用中でござい

ます。そのことを一方的に学童保育ということはですね、やはり準備が要るというこ

とでございまして、もっとあの施設を有効活用するためには、コミュニティとのどう

両立が必要なのかと、その辺の研究は十分要るということでございます。 

 あの施設は、基本的に県のほうからの１００％助成で建設された建物ではあります

けれども、申請の理由としては、コミュニティ的な活用をするという前提で補助金を

いただいておりますので、そのことも調整がいくらか必要だろうと思っております。 

 そういったことを含めながら、考えていきたいと思っております。 

 ただ、子どもたちがですね、ますます増えることはたぶん間違いないだろうと、そ

のように推計しております。来年４０名をつくってもですね、たぶんまた再来年は不

足すると、そういったことになろうかと思いますので、そこまで視野に入れて取り組

みたいと思います。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  まず、その学童保育の件なんですけど、もうそれこそずっと前のお話なんですが、

まだ学童保育がここまで整備されてないときにですね、あそこの少年大使館がある周

辺の子どもさんたちは、バスで帰って来たときに、民間の方がですね、学童保育とま
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ではいきませんが受け入れて、そこで遊ばせるというふうなことをなさっていたこと

もございますので、やはり今回のこれはこれとしてですけども、今後はそういうふう

な視点からの考え方もしていいんじゃないかなということを、一言申し上げます。 

 それと私が質問したいのは、遊びの広場というのが、今開催されておりますが、遊

びの広場、他にも予約制ということになっていると思います。そういう予約制の場合

がですね、現在、若い人たちが転入しておりまして、幼稚園、保育所に行かない子ど

もさんたちも、かなり多くおられるんじゃないかと思いますが、そういう方たちはや

はり、こういう遊びの広場なりを利用されると思うんですが、予約制ということであ

れば、もう定員が決まっておりますので、利用したくても利用できない方たちが、今

後ますます増えてくるんじゃないかなと思いますが、こういったものに関しての対応

と言いますか、人的な対応も必要になると思うんですけれども、現状はどのようにな

っておりますでしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 今、委員のご質問のありました遊びの広場について、子育て支援センターの大きな

事業になっております。 

 予約制と言われましたのが、いろんな講演会でありますとか、親子クッキングであ

りますとか、そういったイベントの問題です。 

 イベントにつきましては、こういった子育て支援センターイベント案内ということ

で、これは転入者、小さなお子さんがおられるご家庭については、一応健康課のほう

にも回っていただいて、母子手帳の確認でありますとか予防注射のことなどの説明が

あります。そのときに一緒に転入者の方にも、このイベント案内のチラシは配らせて

いただいております。広報にも載せさせていただいて、ホームページにもアクセスが

できるようになっております。 

 あと遊びの広場に関しましては、子育て支援センターのほうで、結局毎日開放され

ておりますので、そこの中で自由に来ていただくことができるものになっております

ので、遊びの広場にという言葉に関していえば、予約は必要がないというふうなこと

でございます。自由に来ていただいて、平日の昼間ですね、親子連れで来ていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  広報にですね、今月のスケジュールということで、遊びの広場とかそういったので、

予約が必要ですというふうにお知らせがあっていると思うんです。 

 そこは、あいあいとかたんぽぽの主催にはなっていると思いますけれども、コスモ

スとかめくばーるとかを利用しての開催になっていると思うんですが、予約が必要と

いうことであれば、予約しないといけないという現状があると思います。 

 そういったことで、先ほど申しましたように、これだけ転入の方たちが多くなって

きますと、子どもさんも当然多くなってくると思います。利用者がですね。 

 そういったところの手立てと言いますか、今後必要になるんじゃないかと考えるわ

けですが、再度お尋ねいたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 すみません、１点勘違いをしておりました。 

 先ほどの遊びの広場と委員がおっしゃいましたのが、確かにすみません、このイベ

ント案内の中にも遊びの広場で、場所と日付を規定しましたですね、予約の必要なイ

ベントの１つとなっております。 

 私が申し上げましたのが、たんぽぽ広場、あいあい広場ということで、毎日保育士
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が常駐をいたしまして、そこに自由に来ていただくような広場のことを想定しており

ました。失礼いたしました。 

 ご質問の内容ですけれども、予約に関しましては、どうしても場所の問題でありま

すとか安全の確保、それから講師の都合とか、また日程の確保、場所の確保というと

ころもありまして、やはり一応予約制を取らせていただいております。 

 講師の内容とか、それからイベントの内容によっては、やはり定員を超えるような

場合もございますけれども、まだまだ定員に達しないような内容もございます。 

 今、２カ所の子育て支援センターで実施をしておるところですけれども、こういっ

たイベントにつきましても、今後効果的なもの、それから人気のあるものに対しまし

ては、少し検討をしてですね、できるだけ参加をしていただくような形で対策を取っ

て行けたらと思っております。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、こども課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  それでは、福祉課の予算説明を求めます。 

福祉課長 

 福祉課長  福祉課は３款民生費、１項社会福祉費の中の６つの目の予算の一部、または全部を

所管としております。 

 この３つの目で所管する予算の総額は１２億２,２８４万９,０００円で、２９年度

の当初予算と比較しますと、金額で８,３１９万２,０００円、率では７.３％の増額と

なっております。 

 それでは目ごとに、主に増減額の大きいものや新規事業について、説明いたします。 

 初めに、予算書の５３ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費です。 

 目内予算のうち福祉課が所管します合計金額は３,５４６万２,０００円で、前年度

比１３５万１,０００円の増額です。 

 増減額の大きいものでは９節の旅費７２万３,０００円で、前年度から１１７万５,

０００円の減額となっております。これは、平成２９年度に実施いたしました民生委

員交代１年目の研修旅費及び民生委員制度創設１００周年関連の行事が、平成３０年

度にはございませんので、その経費が減額となっております。 

 次に需用費ですが、５４ページの修繕料１３９万５,０００円、前年度より８６万８,

０００円増額しております。めくばーる健康福祉館の自動ドアの修理にかかる費用で

増額となっております。 

 １３節委託料４７７万４,０００円、前年比１１１万７,０００円の増額です。 

 要因としましては、下から２番目のシステム改修業務委託料１４６万４,０００円

で、これは、要援護者支援システム改修の委託料として計上しております。 

 避難行動要支援者名簿登録情報や配食サービス、緊急通報システム等のデータを反

映するように登録内容の見直しを行うとともに、定期的なメンテナンスを実施いたし

まして、災害時に避難が必要になった場合などに備えるものでございます。 

 次に１５節工事請負費１８万４,０００円は、今定例会にめくばーる条例の一部を改

正する条例を上程しておりますが、健康福祉館、栄養指導室の改修費用でございます。 

 健康福祉館の一番北側に栄養指導室がございますが、現在は年に数回健康課が住民

健診時に栄養食を温めるためにガスを使うのみとなっておりまして、年間ほとんどが

使用されておりません。 

 健康福祉館には、別に湯沸かし室がございますので、そちらのガスを利用すれば、

健診時の栄養食の温めは、これまでと同じようにできます。 
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 また福祉課には、プライバシーへの配慮が必要な相談が多く、会議や健診等と重な

ると、館内に相談できる部屋の確保ができないことも多々あることから、栄養指導室

を会議や相談に使用できる部屋に改修し、有効活用しようとするものでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金２,４１７万円、前年度比８６万７,０００円の増額で

す。 

 社会福祉協議会に対する補助金が１０６万７,０００円の増額で、社会福祉協議会の

運営に影響が出ないように、十分な聞き取り調査と調整を行って予算計上いたしまし

た。 

 次に、５７ページをお願いいたします。 

 ３款１項５目老人福祉費です。 

 目内予算のうち福祉課の所管する予算は４億８,８１６万８,０００円、前年度比８

７０万円の増額となっております。 

 ８節報償費、説明欄の一番初めの報償費１０万となっております分ですが、表記が

悪く申し訳ございません。新規事業で、認知症啓発教室の講師謝金でございます。 

 次の行、訪問型サービス報償費は、前年比５２万８,０００円の減額で２４万円計上

しております。 

 ２９年度から開始しました介護予防日常生活支援総合事業、通称総合事業と言って

おりますが、訪問型サービス、本年度の実績からこの金額を計上しております。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 １３節委託料、２つ目の老人保護措置費委託料１,９２０万円は、対象者が減ったこ

とにより、前年度から２４０万円減額しております。 

 １つ飛びまして、高齢者虐待防止等緊急支援事業委託料１８９万３,０００円は、前

年から１２６万２,０００円の増額となっております。高齢者の虐待防止、高齢者の擁

護者に対する支援等に関する法律に基づき、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保

護を行うもので、近年対象者が増加しております。一旦保護しますと、３カ月ほど期

間を要しておりまして、それに対応するための増額となっております。 

 中ほどの在宅医療・介護連携推進事業委託料３１２万１,０００円は、前年比２３６

万９,０００円の増額です。 

 平成２８年度から朝倉医師会に委託しております在宅医療・介護連携推進事業の委

託内容を追加、拡充するもので、介護保険法の地域支援事業に位置付けられておりま

すこの事業の具体的な取り組みとしてあげられている、８つの項目すべてに対応でき

るようになります。 

 １行飛びまして、通所型サービス委託料４３９万３,０００円、訪問型サービス委託

料１８万３,０００円、ケアマネジメント委託料５４万６,０００円は、介護保険法に

規定する総合事業に伴うものでございます。 

 指定介護予防支援業務委託料４３万８,０００円は、前年から５２４万８,０００円

の減額となっております。この大幅な減額は、民間の居宅事業所に委託しております

要支援１、２のケアプラン作成につきまして、これまでは町を経由して各事業所に委

託料を支払っておりましたが、３０年度からは県内の事業所につきましては、国保連

から事業所への直接払いになるため減額するものです。 

 このことに伴いまして、平成２９年度までは諸収入に計上しておりました介護予防

サービス計画費収入も同額の減となっております。 

 ５９ページ、委託料の一番最後の行、介護予防サポーター養成講座委託料７２万９,

０００円は新規事業です。 

 この講座は、介護予防の知識や運動の方法を習得し、自分自身のためにはもちろん

のこと、地域のために介護予防普及啓発活動を担っていただける方を育成しようとす

るものです。 
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 １９節負担金補助及び交付金、介護保険広域連合負担金につきましては、平成３０

年１月３１日の介護保険広域連合議会第１回定例会で、平成３０年度一般会計及び特

別会計予算が可決されましたので、連合規約に基づき算定された町の負担金３億６,

１０６万円を計上しております。 

 次に、同じ５９ページから６０ページにかけまして、３款１項６目障害者福祉費で

す。６億８,３７３万６,０００円の予算で、前年比７,３３４万円の増額となっており

ます。 

 増額の主な理由は、障害者福祉費予算総額の９６％を占めます、６０ページの２０

節扶助費が６億５,７２６万８,０００円で、前年度から７,５１０万６,０００円の増額

となっております。 

 扶助費の増加の中でも、特に自立支援給付費が前年度より７,９５８万円増えており

ます。児童発達支援、放課後デイサービスの伸びが大きく、他には居宅介護、同行援

護、生活介護、短期入所、自立訓練も増えております。 

 ２９年度実績見込みと、この先の対象者や利用日数の増なども想定して算出してお

ります。 

 ６１ページ、３款１項９目めくばり館費です。 

 予算総額１,０５３万４,０００円で、前年度から４２万７,０００円の減額となって

おります。 

 施設設備の修理予定箇所の減少によるもので、ほぼ例年どおりの予算となっており

ます。 

 次に６２ページ、３款１項１０目そったく基金事業費は４９４万８,０００円の予算

で、前年度から２２万８,０００円の増となっております。事業は、前年度と同じです。 

 次の３款１項１１目臨時福祉給付金は、２９年度実施の補助金の返還金ですが、金

額が確定しておりませんので、頭出しの予算１,０００円のみ計上しております。 

 平成３０年度の福祉課の予算の概要については、以上でございます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

田口委員 

 田口委員  社会福祉協議会のことについてお尋ねしたいと思いますが、協議会の職員の年齢構

成と言いますか、非常に前は固まった年齢構成でありましたけれども、その後の対応

はできておるのか、お尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  社会福祉協議会の職員につきましては、直接町が雇用とかいうのではございません

ので、どう答えていいものか戸惑うところですが、退職者が出られましたら次の職員

が採用されているという状況でございます。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  町長にお尋ねしたいと思いますが。 

 三輪町、夜須町の時代に職員を入れておって、それが重なり合って、そしてこの運

営補助金というか、女性職員の給料もこれから出ておるわけでございますけれども、

その１０年、１５年、長期にわたって年齢構成というか、正常な構成にするというふ

うな形で、私は聞いておったわけでございますけれども、その後ですね、どういう状

況かということをお尋ねしたいわけでございます。町長、どんなでしょうか。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 社会福祉協議会はですね、町とはまた別個の独立した機関でありますし、決定機関

を持っております。同時に上部機関としては、県の機関もあるということでございま

すので、そこまでは私どもも承知しておりませんし、指導する立場にはないんだろう
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と。 

 あくまで補助金の範囲内では意見を言うことはできると思いますけれども、監査の

範囲も補助金を支出している範囲内で監査ができるというふうにもなっております

ので、そこまでは把握していないところでございます。 

 決定機関、理事会等があるということでございます。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  決定権、それはないと申されましたけれどもですね、影響力というのは多々ありま

して、職員の身分、今後の問題等がありますのでですね、県からどうのこうの言う話

ではないと思います。 

 なるだけ早くですね、正常化と私は思っておりますけれども、それを望んでおりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 委 員 長  他にありませんか。 

河内委員 

 河内委員  予算書の５８ページです。 

 １３節委託費、通所型サービス、訪問型サービス、ケアマネジメント、これは総合

事業に移管したということですが、今まで受けれていたサービス、それぞれの方がで

すね、それが下がったということはないでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  以前の介護保険サービスを受けてあった方で、現行相当といって同じサービスを受

けている方がたくさんいらっしゃいますので、下がったという状況はないと思ってお

ります。 

 委 員 長  他にございませんか。 

梅田委員 

 梅田委員  ５９ページなんですけれども、１３節委託料、介護予防サポーター養成講座委託料

なんですが、これは新規という説明でございましたが、もう少し詳しく説明をお願い

します。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お答えします。 

 今、めくばり館の月曜日の休館を利用いたしまして、通所型サービスＣ型を週１回

実施しております。 

 その場を、同じ場所でですね、今度そういうふうに参加していただける方を希望を

募りまして、運動方法とか介護予防運動をしたりとか、実技と講義と一緒にしていた

だきまして、サポーター的な感じ、それといきいきサロン、地域で活動していただい

ていますいきいきサロンのサポーターと言いますか、そういう方も年々減ってきてい

るということなので、そういう場にも担っていただける方を育成しようというもので

ございます。 

 中身は月曜日、通所型サービスＣ型を同じ場所で利用いたしまして、Ｃ型は今業者

に委託しているんですけど、指導者をですね、同じ指導者の方から指導していただく

ということにしております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  開催は、毎週月曜日に開催ということなんでしょうか。 

 その期間とかですね、養成講座、サポーター養成をする人たちを、何人ぐらいを目

標に、この講座をなさるのか、そしてこの講座を受けた場合、講座終了証みたいなの

がいただけて、そしてこの方たちがしっかり地域のために活動していただかないとい

けないと思うんですけれども、その点はどう考えておられますか。お尋ねします。 

 委 員 長  福祉課長 
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 福祉課長  毎週月曜日に開催予定でございます。 

 予定としましてはですね、講義と実技と合わせて１２回の講座を予定をしておりま

す。 

 これに参加していただきました方には終了証という証明をですね、出す予定にはし

ておりますけども、それが公的な証明になるかと言われると、ちょっと困るところで

はあるんですけれど、この講座を終了されましたという終了証は渡す予定にしており

ます。 

 あとは説明の中でも申しましたように、自分自身のためはもちろんですけれども、

地域でそういう活動をしていただきたいなというふうな願いを持って始める講座で

す。 

 人数はですね、集まれば集まるほどうちのほうとしてもうれしいんですけども、呼

びかけはもちろんしますし、いきいきサロンのサポーターの方にもお声かけをしよう

と思っています。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  いきいきサロンで実際今やられている方たち、ボランティア的にですね。それとこ

の方たちがまたプラスサポーター講座を受けて、地域に入っていくという形になるの

かなと思いますし、本当にこういうサポーターというのは、今後とても大事だと思っ

ておりますので、地域にしっかり入っていただいてですね、活躍いただきますように

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、福祉課の予算説明を終わります。 

 委 員 長  環境防災課の予算説明を求めます。 

環境防災課長 

環境防災課長  よろしくお願いいたします。 

 環境防災課、歳出予算合計、対前年比７,１１０万５,０００円減の１０億１,２５０

万円でございます。 

 それでは、主な予算内容のご説明を行います。 

 予算書の４４ページをお願いします。 

 ２款１項２５目防犯対策費、対前年比３,０３７万７,０００円増の５,０２７万３,

０００円。 

 ３０年度は、防犯灯のＬＥＤ化整備を、３１年度までの２カ年継続費で計画してい

ます。 

 内容については、約２,７００基の既存防犯灯を半分に分け、ＬＥＤ灯具等は消耗品

で購入し、工事請負費で設置するものでございます。 

 １１節需用費２,５４２万９,０００円につきましては、消耗品費１,３５５万９,００

０円、ＬＥＤ灯具など１,３２５基の購入費です。 

 光熱水費１,１５４万６,０００円、防犯灯の電気代が主なものです。 

 ＬＥＤの工事費は、１０月から毎月約２００基を予定しております。段階的に２０

０基の電気料の半額が減っていくもので、３０年度の削減効果は約８０万円を見込ん

でいるところでございます。 

 １２節役務費６２０万１,０００円につきましては、手数料６１４万３,０００円、

ＬＥＤ化更新に伴う九電申請と既存電灯の産廃処分手数料です。 

 １５節工事請負費１,５３９万９,０００円につきましては、ＬＥＤ１,３２５基の設

置工事費です。 

 次に、２款１項２６目交通安全対策費、対前年比１７万７,０００円増の１,１０４
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万３,０００円。 

 １節報酬１６４万４,０００円につきましては、毎月交通安全の街頭指導を行ってい

ます交通指導員の報酬です。 

 １９節負担金補助及び交付金２１８万６,０００円につきましては、朝倉地区交通安

全協会負担金１３８万６,０００円と高齢者運転免許証自主返納支援事業８０万円と

なります。 

 続きまして、６９ページをお開き願います。 

 ４款１項５目環境衛生費、対前年比４,３２８万８,０００円減の１億８,６４４万４,

０００円。この中には上下水道課予算分の工事費、負担金補助と７０ページの出資金

１億６,６４１万６,０００円が含まれており、うち環境防災課予算分は、対前年比４

８９万２,０００円減の２,００２万８,０００円。 

 １３節委託料１８２万６,０００円につきましては、毎年行っています河川等水質検

査委託料１７８万１,０００円と獣医師会預託金４万５,０００円を計上しておりま

す。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金１億２,５４４万５,０００円、このうち環境防

災課分につきましては、一番下段の筑慈苑施設組合負担金１,７９６万１,０００円で

ございます。 

 ７０ページです。 

 ４款２項１目清掃総務費、対前年比４９万３,０００円増の２,０４３万５,０００円。 

 １節報酬２０３万８,０００円につきましては、衛生組合連合会理事の報酬と環境係

の嘱託職員１名の報酬です。 

 ７１ページです。 

４款２項２目塵芥し尿処理費、対前年比５,８２０万５,０００円減の６億５,４４４

万８,０００円、１節報酬３２４万円、５４人の環境美化推進員の報酬です。 

 １１節需用費１,１４０万５,０００円、町指定ごみ袋等の印刷代が主なものでござ

います。 

 １３節委託料２億６,３０５万７,０００円、そのうちごみ収集処理委託料２億４,２

１３万６,０００円につきましては、ごみ収集運搬委託料が主なものです。 

 また、下高場のし尿中継槽から久留米市の両筑苑まで運搬費で、し尿処理委託料を

計上しております。 

 続きまして、８５ページをお願いします。 

 ８款１項２目非常備消防費、対前年比１６３万８,０００円減の５,８９９万２,００

０円、町の消防団運営活動費となっております。 

１節報酬１,１３９万円につきましては、団員の条例定数３２３名分です。 

 ９節旅費６１４万９,０００円、そのうち費用弁償６０２万円につきましては、火災

時などの出動手当です。 

 ８６ページです。 

 １９節負担金補助及び交付金２,６５０万２,０００円、主な内訳は、団運営交付金

１,５８０万円となっています。 

 また来年度は、朝倉支部消防操法大会が行われますので、出場助成金１７０万円を

計上しております。 

 ８款１項３目消防施設費、対前年比６１万８,０００円減の９０３万５,０００円。 

 １８節備品購入費３２５万２,０００円、第１、第５、第６分団のポンプ車積載小型

動力ポンプ３台の２５年更新購入でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金２００万円、消火栓設置工事負担金につきましては、

上下水道工事に伴う消火栓３カ所分の負担金となります。 

 続きまして、８款１項４目防災費、対前年比１５９万７,０００円増の２,１８３万
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円。 

 １１節需用費３４８万２,０００円のうち消耗品費２６７万１,０００円につきまし

ては、災害時の備蓄品計画による非常食等の購入費です。 

 ８７ページ、１３節委託料７６６万３,０００円のうち新型Ｊアラートの受信機更新

委託料２７０万円は、３０年度のみの計上となります。 

 １９節負担金補助及び交付金３８１万５,０００円につきましては、自主防災組織補

助金５０万円、新規５組織分です。 

 最下段に、県防災行政情報通信ネットワーク再整備負担金３１１万３,０００円とあ

りますが、現在の県システムの更新事業でございまして、平成３１年度までの３カ年

で整備を予定しております。 

 以上、環境防災課歳出予算の概要説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の４５ページです。 

 ２６目交通安全対策費、１９節負担金補助及び交付金。 

 高齢者運転免許証自主返納支援事業で、８０万、８０人分上がっておりますが、７

５歳以上のドライバーの方どれぐらいいるか、つかんであったらお願いをいたしま

す。それと昨年の実績をお尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 ７５歳以上のドライバーにつきましては、ちょっと今、資料が手元にございません。

警察のほうが数字は持っておりますので、問い合わせないとはっきり分からないとこ

ろでございます。 

 それと実績、これが今年度、２９年度からの新規事業でございまして、７月から執

り行っております。２月末現在で６３名の方の自主返納がなされているところでござ

います。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  ８５ページですけども、８款の２目の非常備消防費ということで、１３節の委託料

でございます。消防団員の健診委託料１５万２,０００円でございます。 

 これは、平成２８年度から始まったということで、確か説明を聞いておったと思い

ます。国保の加入者の方で、４０歳未満の方ということであったと思いますけども、

２８年度は確か１９名であったんじゃないかなということで、２９年度、昨年度は何

名の方が受診をされたのか、２２万７,０００円ということで予算計上されてあったと

思います。今年度の１５万２,０００円、何名の予定なのかをお尋ねをしたいと思いま

す。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 実績としましては、ちょっと前回より少なくて１０名でございました。 

 来年度につきましては、２０名の予算で計上しているところです。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  予算書の８６ページにですね、消防ポンプ車等の購入費ということで３２５万２,

０００円という予算、上程されておりますが、これは、どこの分団のポンプ車の購入

になるのか。 

 それとですね、計画の中に第６、７分団の可搬積載車の購入があるじゃないですか、

６分団と７分団にですね、あるんでしょう。 

 聞くところによると、三輪地区の消防団員の皆さんが、非常に団員が少なくなって



 55 

おるという、減少になっておるということですので、やはり環境課なり担当の方から、

やはり出動するにあたっては、やはり最小限度の人数は、安全のために確保してくだ

さいとか、そういう指導をですね、併せてお願いしたいなということで、これは要望

で結構ですので。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えします。 

 まずですね、予算書の８６ページ、１８節の備品購入費の件でございますが、これ

は、先ほどの説明の中でですね、第１、第５、第６分団のポンプ車積載の小型動力ポ

ンプの更新購入ですね、ということでご説明したところです。 

 その後おっしゃいました６分団、７分団のというのは、軽の小型車のことを言って

あるのかなと思います。 

 実はですね、６分団につきましては、先月更新購入いたしまして、引き渡し式を執

り行ったところです。７につきましては、ちょっと私の記憶が定かでないんですけど、

４、５年前にですね、もう更新しまして、現在使用しているところでございます。 

 あと団員の確保につきましてはですね、特にこの小型が火災時に出動できなかった

とか、そういうところは今ないようなところでございますので、今後もですね、そう

いうことを、常に乗車できるようにですね、団員確保のほうは行っていきたいという

ふうに思います。以上です。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  防犯灯のＬＥＤ化について、お尋ねをします。 

 予算書の４４ページ及び資料の１２ページにございます。 

 防犯灯の取付工事として１,４５５万７,０００円ということで計上されておるわけ

ですけども、先般しましたように、ＬＥＤ化にすることによってメリットがあります

よという話をしました。 

 具体的に費用対効果として、何年で例えばチャラになるよとか、ペイするよとか、

そういう試算はされておりますでしょうか、お尋ねをします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  今回ですね、３０年度、３１年度の継続費で行いましてですね、約８年間で投資を

電気代で賄うようなことで考えております。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  同じ防犯灯のことなんですけども、町が設置した防犯灯と、以外に、すみません、

正しくないかもしれません。商工会か何かが設置した防犯灯がございます。 

 その分のＬＥＤ化というのは、商工会のほうではちょっとできないというような話

を、ちょっと耳に挟んだんですけども、その分に関しても町が代行してやるんでしょ

うか、お尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  商工会で設置した防犯灯が約１６０基ございます。 

 それについては、現在町のほうで補助金を出しまして、商工会のほうで維持管理を

していただいております。 

 その後のＬＥＤ化につきましてはですね、町としましては、その防犯灯をＬＥＤ化

する計画はございません。一応商工会の持ち物でございますので、商工会内部でです

ね、今後の方針を、今検討されてある状況です。 

 そういうことで、協議があればですね、一緒にやっていきましょうというようなこ

とはできると思うんですが、今のところは予算化はしておりません。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ＬＥＤのことなんですが、４４ページの工事請負費１,５３９万９,０００円、この
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工事に関しましては、筑前町商工業者の方たちに、ぜひお願いできるのかなというふ

うに考えておりますが、その点はどのようにお考えでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  発注に関しましてはですね、町の指名委員会等ございますので、その中で十分協議

してですね、今後決めていきたいというふうに思っております。 

 もちろん今、商工会が維持管理もやっておりますので、その辺も含んだところでで

すね、検討の中で決めていきたいというふうに思っております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  当然、入札という形になると思いますが、できるなら地元業者をという気持ちでお

ります。 

 それとですね、実は８５ページの使用料及び賃借料のところ、広域無線中継局利用

料にかかわるのか、かかわらないのか、ちょっと分からないんですが。 

 実は先日、中牟田公民館で模擬火災訓練を行いましたときに、１１９番した場合、

課長もその場におられましたが、太宰府局を経由して久留米局に行ってというふうな

ことでございましたので、なかなかサイレンが鳴りませんで、かれこれ７分、８分、

経過した後に、やっとサイレンが鳴ったと思うんです。 

 ７分、８分といったら、本当に火災発生から大事な時間と思うんですが、この点は

どうにも対応はできないんでしょうか。やはりこの庁舎からすれば、すぐ久留米局に

行って、サイレンもなるんじゃないかと思いますけど、ちょうどあそこが地域的にそ

ういうところでございますので。状況も課長、十分ご承知と思いますが、その点何か

改良なり何なりできないのかなと思いまして、お尋ねいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  そうですね、今月初めに行いました春の模擬火災訓練でですね、場所が中牟田とい

うことで、携帯電話からの電波が、どうも太宰府のほうがキャッチするようなエリア

になっておりました。 

 言われるように、太宰府から久留米までの転送というんですかね、それに若干の時

間がかかって、タイムロスが出たということでございます。 

 これにつきましてはですね、すぐに私どもも指令局、こちらのほうに連絡を入れま

してですね、改善の要望をしているところでございます。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  お尋ねします。 

 非常備消防費の部分でお尋ねします。 

 ８５ページの一番下ですけど、ホース等購入ということで挙げてあります。 

 ポンプ車とか可搬とかについてはですね、それなりの専門の方であるとか、自動車

については専門の業者の方が点検、きちっと定期的にされてあると思います。 

 このホースの購入についてはですね、どういった判断で購入されてあるんでしょう

か。今現在使っているものが、ただ団員からの申し出で古くなっとるから買い替えて

くれというものか、それなりの専門知識を持った方が点検をされて購入されるもの

か、若しくは年数が何年経ったから購入とされてあるものか、その辺りをお尋ねしま

す。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 消防のホースにつきましては、耐用年数５年から６年というふうになっておりま

す。毎年予算は１０本の分を計上しておりましてですね、７分団ございますので、そ

れをローテ組みましてですね、計画表どおりに購入して、交換しているところでござ

います。 
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 委 員 長  木村委員 

 木村委員  確かに予算ありきのことかもしれませんが、やはりこのホースというのはですね、

ご存じだと思いますが、傾斜地とかに行って余計伸ばしたりしたら、やっぱり８キロ、

９キロ、１０キロという強い圧力がかかるわけなんですね。 

 それで見た目とかで判断とかになるとですね、やっぱり災害の場合に大きな支障に

なるんじゃないかなと思うんですが、そこを専門的な知識を持った方できちっと点検

して、適正に換えていくようなお考えがありませんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  もちろんですね、耐用年数もございますが、間で目視によって、ホースに穴が空い

ているとか、そういうことがあれば即換えますし、先ほど申しました計画ですが、８

年ほどでですね、１０本は入れ替えていくというローテで組んでおりますので、古い

ものをいつまでも使うとか、そういうことはないようにはしております。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

一木委員 

 一木委員  ８７ページの８款の消防費の１３節の委託料でございます。 

 Ｊアラートの新型受信機の更新委託料ということで、２７０万ということでござい

ますけども。 

 この更新ということですので、今現在の防災無線ですかね、これを通して、国から

のこういった知らせ等は受信で伝わっていたんじゃないかなと思いますけれども、更

新ということで、機能はもう少しよくなるとか、そういった意味合いなのかというこ

とです。お尋ねしたいと思いますけども。 

 それと確か、今朝の防災無線で３月１４日、明日ですか、このＪアラートの試験的

なことを行うということであるかと思いますけども、こういったことについては、国

からこういった危険的なことが国に及ぶといった場合等に、一斉に全国に知らせを行

うと。 

 町がそういった訓練等を行う場合は使用とかいうことができるのか。筑前町として

は今のところ、計画はあるかないか定かでございませんけども、そのあたりについて

の使用とかもどういうふうに、制限とかあるのか、お尋ねをいたしたいと思います。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  Ｊアラートにつきましてはですね、県の事業でやっておりまして、３カ年で１千万

ほどの負担金が発生するわけでございます。 

 根本的にもう古くなっているからということの更新でございます。機能的にはです

ね、国が発するものが、そのまま町の防災行政無線で流れるというようなことで、変

わるものではございません。 

 あと明日の訓練ですが、午前１１時に全国一斉で催される訓練でございます。 

 これにつきましても、訓練という放送を国のほうが流しますので、町の屋外スピー

カー、それと戸別受信機、そちらのほうから流れてくるようになります。 

 このＪアラートを町が使うというのは、まずちょっと国からの通信情報システムな

ので、まず町が使うことはございません。町が使うなら、もう直接今の防災行政無線

で使えることになりますので、このＪアラートを介して何かを流すということはござ

いません。 

 あと避難訓練時にですね、今、弾道ミサイルの避難訓練等もやっておりましてです

ね、そういったアナウンスを国が実際Ｊアラートで流すことがございます。このアナ

ウンスを録音して避難訓練時に使うことは、国の一応届け出をしてですね、やってい

るところでございます。 

 委 員 長  一木委員 
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 一木委員  じゃあ確認でございます。 

 明日は、全国一斉にＪアラートで、そういった通知なり訓練なり試験ということを

なされるということに、受け止めていけばよろしいでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  明日の１１時に全国一斉に放送が流れます。 

 ちょうど明日も予算特別委員会があっているかと思いますので、ちょっと聞こえな

いのかもしれませんが、流れるようになっております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  予算書の８６ページです。 

 ４目防災費、１２節役務費の一番下ですね。戸別受信機取付撤去手数料１７５万５,

０００円上がっています。これは何件分で、普及率は今どのくらいまでいったのか、

お尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  戸別受信機の取付撤去手数料、これにつきましてはですね、新規で取り付ける分を

２５０台考えております。 

 それと普及率ですが、現在ですね、７７％になっております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ご家庭の事情で、どうしても付けたくないという家庭とか、いろいろあると思うん

ですが、その辺にはどのような対応をされていくんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  転入をされる方につきましてはですね、窓口で防災行政無線戸別受信機の必要性を

十分に説明しております。しかしながら、よくあるのはやっぱり若い方とかでアパー

トに一時的に住まわれる方、いつまでもここにいないからとか、もう区の情報は要ら

ないからとか、そういうことを言われて付けられない方もいらっしゃいます。 

 しかしながらですね、やはり近くでこういった災害も起こっていますので、防災に

関しては特に注意が必要ですよと、そういうことを説明して、設置に努めているとこ

ろでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  本当に防災無線の普及、大切だと思いますので、１００％に近づけるよう努力をし

ていただきたいと思います。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  １点だけお尋ねします。 

 今年は防災訓練を実施すると、避難訓練を実施するということで、町長からもはっ

きり言われております。 

 この予算書の中で、その費用が反映されてないように思うんですが、どういうこと

でしょか、お尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  防災訓練の費用につきましては、８６ページの８款１項４目防災費、１１節の需用

費の中で消耗品費２６７万１,０００円がございます。この中に防災訓練の費用を含ん

でおります。金額にしましては５０万円を見ております。 

 一応消耗品ということでですね、やはり資材とか、そういったところの費用を計上

しているところでございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、環境防災課の予算説明を終わります。 

 休  憩  
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 委 員 長  ここで休憩をします。 

 ３時４０分から再開いたします。 

 （１５：２９） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１５：４０） 

 委 員 長  先ほどの河内委員の質疑の件で、環境防災課長から発言の申し出があっております

ので、これを許可します。 

環境防災課長 

環境防災課長  先ほどご質問ございました高齢者運転免許証自主返納支援事業につきましてです

ね、７０歳以上の町内免許証所有者数でございます。 

 まず、人口がですね、７０歳以上５,８４３名いらっしゃいまして、そのうち２,９

３９名の方が免許証を持ってあられます。以上です。 

 委 員 長  それでは、農林商工課、農業委員会の予算説明を求めます。 

農林商工課長 

農林商工課長  それでは、農業委員会事務局及び農林商工課の説明をいたします。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 最初に２款１項３３目地方創生費（拠点整備費）の予算額３６万６,０００円でござ

います。 

 内容につきましては、平成２９年度整備いたしております弁当工房の落成式に要す

る経費でございます。 

 続きまして、同款同項３４目地方創生（推進費）でございますが、予算額６,３８３

万１,０００円のうち６,１８３万１,０００円でございます。 

 平成２９年度より地方創生交付金事業により３カ年事業として取り組み、平成３０

年度が２年目の取り組みとなるところでございます。 

 具体的には交流人口の増加、新規雇用の創出、就農者の確保・育成、観光消費額の

増加を目的に、主にみなみの里隣接地に観光いちご園を整備するための予算を計上し

ておるところでございます。 

 農産物加工セミナー委託につきましては、農産物の６次産業化を推進し、高付加価

値化による農家所得向上をめざし、本事業を活用した加工セミナーを前年度に引き続

き行う計画としております。 

 飛びまして、７２ページをお願いいたします。 

 最初に、５款１項１目農業委員会費でございます。 

 予算額２,７１１万９,０００円で、前年対比３０６万３,０００円の増でございます

が、主に職員異動によるものでございます。 

 内容につきましてはほとんど変更ございませんが、ご案内のとおり、本年３月２２

日から新農業委員の改選でございまして、実質的には平成３０年度が新農業委員会の

初年度となるところでございます。 

 続きまして、同款同項２目農業総務費でございます。 

 予算額７,３０９万８,０００円で、前年対比１,２２９万４,０００円の増でございま

す。 

 主な増の理由といたしましては、人事異動に伴う職員人件費及び産休代替職員に係

る経費でございます。 

 ７３ページ、お願いいたします。 

 同款同項３目農業振興費でございます。 

 予算額７億６９２万８,０００円で、前年対比２億４,３０４万１,０００円の増でご
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ざいます。 

 この農業振興費につきましては、町の基幹産業でございます水田農業および園芸作

物の生産振興をはじめ、農業の振興に資するために要する予算を計上しておるところ

でございます。 

 増の主な要因といたしましては、１９節負担金補助及び交付金の増でございます。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 その１９節負担金補助及び交付金のうち主なものを説明申し上げます。 

 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金につきましては、町の水田農業推進協議

会に対する国の推進事務費でございます。 

 農業次世代人材投資資金につきましては、平成２８年度までは新規就農給付金と呼

ばれていたもので、新規就農者の生活支援に資する助成金でございまして、１３経営

体を予定しておるところでございます。 

 多面的機能支払交付金につきましては、農地維持に取り組む町内３６組織及び長寿

命化に取り組む２７組織に交付予定でございます。 

 環境保全型農業直接支払交付金につきましては、環境保全に効果の高い営農活動に

取り組む農業者を支援するものでございます。 

 中山間地域等直接支払交付金につきましては、耕作条件不利地域である中山間地域

に対しまして支援をするもので、本町におきましては櫛木、三箇山、坂根地域を対象

としておるところでございます。 

 経営転換協力金及び農地集積協力金は、農地中間管理機構を通じ、担い手への農地

の集積、集約を推進された方へ支援をするものでございます。 

 地域農政総合推進事業費補助金につきましては、米の生産調整をはじめとする地域

での生産、経営体制の取り組みを総合的に推進支援をするものでございます。 

 水田農業推進協議会助成金につきましては、町のいわゆる水田協の運営、事業実施

に町単独で支援をするものでございます。 

 １つ飛びまして、水田農業担い手機械導入支援事業補助金でございます。 

 農業経営体を育成確保するために必要な機械導入などを支援するもので、平成３０

年度につきましては、８経営体の導入を予定しておるところでございます。 

 活力ある高収益型園芸産地育成事業につきましては、園芸施設や省力機械の整備を

進め、収益性の高い園芸産地の育成を図るもので、１経営体を予定しておるところで

ございます。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 筑前町地方創生６次産業化推進事業補助金でございます。 

 平成２９年度当初予算時には未計上でございましたが、６月議会において肉付け補

正予算として計上させていただいたものでございます。農業者等の６次産業化等に資

する取り組みを、ハード面、ソフト面の両面から支援するものでございます。 

 飛びまして、経営体育成事業補助金につきましては、農業経営の改善を図るため融

資を活用して、農業用機械、施設の整備を支援するものでございます。１経営体を予

定しておるところでございます。 

 有害鳥獣駆除協議会補助金につきましては、有害鳥獣駆除活動に対する助成でござ

います。 

 力強い農業づくり交付金につきましては、国の強い農業づくり交付金を活用し、Ｊ

Ａが事業主体となって、平成カントリーの施設改修を行おうとするものでございま

す。 

 同款同項４目畜産費につきましては、予算額１３万５,０００円でございまして、説

明のほうは割愛させていただきます。 

 同款同項５目農地費につきましては、予算額２億９,９１７万１,０００円で、前年
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対比２億７,８３８万１,０００円の増でございます。 

 主な増の理由は、国営両筑平野用水二期事業が平成２９年度に事業完了し、平成２

５年から２９年度分の５カ年間の負担金を一括償還するものでございます。 

 １３節委託料につきましては、両筑県営二期事業の第６地区、工区のようなもので

ございますが、の調査設計委託費でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金のうち両筑平野用水二期事業負担金は、先ほど述べま

したように、国営両筑平野用水二期事業の平成２５年度から２９年度分の５カ年間の

負担金でございます。 

 両筑第一 基幹水利施設保全型 二期事業負担金から７６ページの４段目、両筑施

設第一地区 基幹水利施設保全型 二期事業負担金につきましては、国の国営事業に

引き続き、県営事業により管路やポンプの整備を各工区ごとに行っておりますが、そ

の各工区ごとの負担金でございます。 

 また、両筑第六の実施設計策定事業費負担金は、平成３２年度事業実施に向けた計

画策定における負担金でございます。 

 続きまして、同款同項６目農業土木費、予算額３,２６９万４,０００円で、前年対

比２,３６６万４,０００円の増でございます。 

 主な増の理由といたしましては、土地改良施設維持管理適正化事業を活用いたしま

して、大久保地区の水路改修工事、上高場地区の県道バイパス工事に伴います水路の

改修工事、森山地区の湧水処理工事などの工事費を計上しておるところでございま

す。 

 １９節負担金補助及び交付金のうち土地改良施設維持管理適正化事業負担金は、先

ほど述べました大久保地区の水路改修工事の５カ年間の積み立てのうちの４年目の

積立分でございます。及び本年度事業実施いたしますので、その分の土地改良連合会

への運営管理付加金でございます。 

 両筑ポンプ設置工事負担金につきましては、県事業を活用いたしまして、東小田地

区のポンプ揚水機の更新に伴う地元負担金でございます。 

 ５款２項１目林業総務費、予算が１１万４,０００円で、前年対比１９２万４,００

０円の減でございます。 

 主な減の理由は、平成２９年度に整備いたしました林地台帳システム構築委託料の

減によるものでございます。 

 次に、同款同項２目林業振興費、予算額１０９万円でございます。前年対比１,４７

４万２,０００円の減です。 

 主な理由は、県の森林環境税を活用いたしました荒廃森林再生事業整備施業委託料

の減でございます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 ６款１項１目商工総務費、予算額１,４８６万９,０００円で、前年対比３３８万１,

０００円の増でございます。筑前町商工会に対する運営補助金が主なものでございま

す。 

 主な増の理由につきましては、平成２９年度６月補正で計上いたしておりましたプ

レミアム付き商品券発行補助を平成３０年度におきましては、当初予算に計上をして

おるものでございます。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 同款同項４目労働総務費、予算額７８万３,０００円で、前年対比９,０００円の増

でございます。 

 同款同項５目消費者行政推進費、予算額３７９万２,０００円、前年対比４５万５,

０００円の減でございます。 

 消費生活センター運営を公益社団法人へ業務委託しております。その運営委託料が
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主な内容でございます。 

 以上で、農業委員会、農林商工課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  予算書の７４ページ、３目農業振興費の１９節負担金補助及び交付金です。 

 下から６番目、地域農政総合推進事業費補助金、生産調整のための補助というよう

な説明があったと思いますが、国の生産調整、いわゆる減反政策はもうないんですが、

これは、町単独の事業ということでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、生産調整の関係でございます。 

 生産調整につきましては、平成３０年産から国からの面積配分等々はなくなったと

ころではございますが、農業者の自主的取り組みということで生産調整というのは続

いております。国からの廃止を受けて、全面例えば水稲を作るということになれば、

値崩れになるような形になりますので、これは福岡県がリードしながら生産調整と申

しますか、そういう形で配分を受けておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  まず、町長にお尋ねをいたします。 

 この本会議の初日にですね、町長が平成３０年度の推進にあたりまちづくりの主な

考え方を述べていただきました。 

 「学ぶ力」「稼ぐ力」「守る力」、この３つを報告されたわけですが、その中の「稼

ぐ力」についてですね、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 「学ぶ力」につきましては、やはり次の世代を担う子どもたちのための学力向上と

いうことで、もちろん理解しますし、また、「守る力」もですね、今後の災害に備え

てのということで、たいへん重要なことだと考えます。 

 この稼ぐ力につきまして見てみましたら、まずふるさと納税を推進していくと、当

然理解しますし、また道の駅の推進をすると。それから観光農園、それから弁当工房

ですね、していくということで、確かに「稼ぐ力」としての要素は出ているんですが、

ただ、私がお聞きしているのは、農業者の方が今言われているのは、本当に農業に携

わっている方々、それから商工業者の方々に対する「稼ぐ力」はどうなっているのか

というようなことを、ちょっとお尋ねがありました。 

 特に土地利用型農業の方におきましてはですね、町長もご存じのとおり、今年から

は米の直接支払交付金が、７,５００円がなくなります。 

 これは、昨年度の水稲面積からいきますと８,３４０万程度ですね、その補助金がな

くなるわけです。 

 それからもう１つが二毛作助成金、これが１万５,０００円来ていたんですが、これ

が２割カットで１万２,０００円しか今来ていません。あとの３,０００円については

ですね、この産地交付金をどのように活用されるかというような形になっておるよう

でございますので、やはり農業者としては１万５,０００円はぜひ確保したかったし、

そういうふうなことを、また町としても要望していただきたかったというふうなこと

まで聞きます。 

 そういうような中で、やはり農業者の方に対する、そういう土地利用型農業者が非

常に今年からそれだけの収入が下がるわけで、そういう二毛作助成金まで含めれば、

もう１億数千万になりゃせんかというようなことまで言われました。 

 それに対する、やはり町としてのですね、今後どのような対策を講じていただける

のか、商工業者の方に対してもやはり稼ぐための力を、どういうふうに町としてです
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ね、対策を講じていただくのかというようなことで聞きますものですから、それに対

する、まず町長のご意見をお尋ねします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まず、私は基本的にですね、米、麦、大豆は、国の助成金なしにはやっていけない

分野だと、そのような理解をしているところであります。 

 その中でやはり町としては積極的に助成金を多く活用した土地利用型政策をやら

ざるを得ないと、そのように考えております。 

 これは、私も水田推進協議会の会長をやっているんですけれども、助成金の額がで

すね、約１２億円です。１２億円が町の予算とは別に、国から直接農家に交付されて

おります。この額は福岡県でもかなりトップクラスでもあります。これは、それだけ

非常に計画的に転作がなされている。大豆の播種がなされている、耕作がなされてい

るという証拠だろうと思っております。 

 ぜひ、７,５００円は、７,５００円というとですね、大体私は１０ａ当たりに７俵

半とれていますと１,０００円落ちて、町全体としては１億円ぐらい落ちるんではなか

ろうかと計算しとったところです。 

 ただ、これは国策でありましてですね、反対運動は農政連を中心に活発にやってお

られました。しかしながら、こういった結果が出たということであります。 

 これは非常に政党色が強くてですね、自民党政権、民主党政権によって、この交付

は変動があったということであります。従来の自民党政権の政策に変わったというこ

とも言えるのではなかろうかと思っております。 

 そういったことはありますけれども、とにかく交付金は十分に確保しながら、そし

て米の増収、品質向上を図ろうと。それしか基本的にはないと思っております。 

 そういった中で今年はですね、この生産調整を忠実に、お互いが連携取りながら実

行することによって、米の価格が上がっております。去年の４月からですね、去年の

収穫期における値段はですね、２,０００円から上がっているというような報告がござ

いました。その分で十分、その７,５００円はクリアしたんだという、ある政治家の話

もございました。 

 それは１つの数字の扱いじゃないかという意見もございましたけれども、なおかつ

結果的には米の価格をある程度維持できた、上昇したと。そういったことで、昨年の

米の収入による所得はですね、１年前とそう遜色はないんだろうと、私はそんなふう

な理解をしているところです。 

 ただ、米の収入がですね、段階的に納金されるもんですから、分かりにくい形には

なっていると思います。 

 それと同時にもう１つはですね、やはり１億円の産物を作ろうというのはたいへん

なことなんです。 

 現にイチジクを甘木朝倉でやっておりますけれども、なかなか今１億円ようやくと

いうような感じでですね、１億円を達成するような農産物を作るのはたいへんだと。 

 そういった意味においては、例えば直売所辺りで１億円のアップというのは、努力

すれば可能な金額だと。そういったふうに、いくらか価値観を変えながらですね、や

っぱり取り組んでいく必要があるだろうと思っております。 

 今度の弁当工房もですね、基本的に米を使うということが基本であります。そうい

ったところで、米を加工して売りさばいていく、地道でありますけれども、それをや

っていかなければならないと、そのように考えております。 

 ただ、米とか麦、大豆はですね、大枠はもうＪＡが十分に管理していただいており

ますので、有利な販売策をＪＡも積極的に行動していただきたいと、それは思うとこ

ろであります。やはり米の値段が上がる、大豆の値段はなかなか上がりませんけれど
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も、やっぱり努力してもらうと。 

そういったことで、農協と連携を取りながらやっていきたいということで、私もク

ロダマルの関係でですね、農協のほうに昨年しっかり代表の方々と話をさせていただ

きました。 

 農協といたしましてはですね、非常に今のフクユタカについて自信を持っているし

評価も高いと。だから、この基本路線のフクユタカは推進していきたいという考えだ

そうであります。 

 ということで、クロダマルにつきましては、町もしっかり取り組んでおられるので、

それは町でしっかり取り組まれていることについては理解をすると。そのような返事

をいただいておりまして、積極的に農協がクロダマルに関与をしてくることはない

と、そのような前提のもとで、この黒大豆については取り組んでいかなければならな

いと考えているところでもあります。 

 ただ、クロダマルにつきましてもですね、結局よそに大きく販売しようとすれば物

が足りないわけですけども、この商工会あるいは農家の今６次化で取り組む分だけの

クロダマルの生産は十分確保できます。そういったことで、積極的にわが町で付加価

値を付けて販売する。これは新しい販売方法だと思っております。こういったものを

続けていくことが、土地利用型農業にも結び付いていくということだろうと思ってお

ります。 

 今、６次化のですね、セミナーなんかやっておりますけれども、農家の奥さんたち

なんです。農家の奥さんたちが米を使って、大豆を使って、あるいはいろんないちご

を使って、木酢を使ってということで、何かそこに活力を感じます。 

 そういった意味で、農家の女性の力を引き出すためにも６次化を進めていくべきだ

し、基本的な土地利用型作物については、国の補助金をしっかり確保しながら連携を

取っていくしかないと、そのようにも考えているところでもあります。以上でありま

す。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  米も確かに１俵当たり１,０００円ちょっとは上がったと思うんです。  

 ただ、大豆がですね、２回目の入札がこの頃あったんですが、もう１万円切って９,

６００円ぐらい、１回目は１万ちょっとあったんです。その前は１万１,０００円か２,

０００円あったんですね。徐々に、徐々に下がってきて、今の大豆も。 

 ただ、全国では福岡県の大豆が一番高うございます。そういう中でも筑前町の大豆

は非常に良いということで言われております。 

 ただ、そういう中で価格は下がってきよる。ただ、町長も何と言いますか、大豆に

対する奨励をされておりますから、土改剤等のですね、助成もしていただいておりま

す。それはもちろん農業者の方は理解しておられますが。 

 ただ、麦に対してがですね、やはり今度の二毛作助成が下がった。そして、これが

どのように使われるか分からない。 

 そういった中で、やはり麦の種子の助成ぐらいはできんとかというようなですね、

麦に対する土改剤の奨励はできないのかと。半分でもいいが、というようなことを聞

くわけです。そういうことでありましたものですから、私、ちょっと今日質問してい

ます。 

 また、三輪地区のですね、農政連はですね、横断幕を３つ掲げてあります。三輪支

店の事務所にですね。１つは二毛作助成を１万５,０００円、絶対これは約束守れと。

それと米の直接交付金７,５００円、これを絶対、断固反対と。それともう１つは、減

反は、これも絶対守れというようなことで、横断幕を作ってですね、取り組んでいる

んですよ。そういうふうな実態をですね、ありますものですから、ぜひ、お願いした

いと思います。 
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 それからもう１点お尋ねしますが、今言われました観光農園、いちごの今度の観光

農園開設と弁当工房についてなんですが、これがみなみの里での経営体でされるの

か、私は独立採算でされたほうがいいんじゃないかという気持ちを思うんですが、そ

この考え方について、お尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 今述べられました弁当工房それから観光農園でございます。 

 基本的にはみなみの里のほうに、最終的には運営委託をお願いする計画としており

ますが、あくまでも部門別の採算は計算をするということで、現在積み上げをしてお

るところでございます。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  私はどちらかというと独立採算性のほうがいいんじゃないかなと思っていました。

そして、それが１つのみなみの里として集約すればいいんじゃないかなと。 

 と申しますのは、これだけ大きな設備投資と言いますか、されて、そして雇用を当

然するというようなことで、やっぱそれだけの事業自体が大きな事業でございますの

で、私はそれでいって、そこの中で１つ見えてくるものがあるんじゃないかなと。 

 これが、今、課長が言われますと、それこそ分別採算性できちっと出すということ

であればそれでいいんですが、これが１つのみなみの里でどんぶり勘定じゃですね、

これはどこで儲かって、どこで損してるか分からんようなことじゃ困りますので、ぜ

ひ、私はどちらかというと、独立採算性がいいんじゃないかなということで思ってお

りましたので、ぜひここはですね、そこら辺をはっきりそこを貸借対照表はしてある

かもしれませんが、損益計算書ぐらいについてはですね、各部門、部門出していただ

いて、本当に観光農園が儲かっているのか、また弁当工房がですね、それだけの採算

があっているのかということを示していただかないと、これは私たちも認めてです

ね、報告のときにやっぱそれだけの資料がいただきたいと思っておりますし、ぜひ、

そういう方向性で、町長いかがでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 基本的に今もですね、レストラン分野、直売分野、加工分野、それぞれに集計して

おります。 

 ただ事務費、事務所がありましてですね、事務所の経費をどう案分するかというこ

とで調整をやっておりますけれども、部門別にはきちっと整理して、それぞれの責任

者が目標額を設定して達成していくというような、今、方法を取っているところであ

ります。 

 ぜひ、貸借対照表までそれぞれ独立ということまではいきませんけれども、それぞ

れの分野で、やはり目標達成に向けて努力していくということはやっていきたい。そ

れと同時に、やはり相乗効果が目立っております。 

 正直言いまして、弁当を買いに来ていただければ、併せて直売所でも買っていただ

くと、そういった効果も当然狙わなくてはいけないというふうに思っております。 

 そのように部門別のことは、ぜひ整理をしながら事業は進めていきたいと思ってお

ります。 

 ただ、いきなり初年度、２年度でですね、採算が取れるということではなかろうか

と思っておりますので、その辺は中期的な計画のもとで進めていきたいと、そのよう

に考えます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  今の部分の関連でございます。 
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 これは、以前から全協でも説明を受けておりました。趣旨も十分あれしたところで

ございますが。 

 やはり弁当工房である、それと同時にその前キッチンカーですか、あんなのもです

けども、どんどん、どんどんこの手当をですね、投入ですね、されてあるわけですが。 

 どんどん、どんどんこの母体が広がっててですね、結局会計は最終的に１つで出て

くるんでしょうけど、リスクもそれだけやっぱり大きくなるということなんですね。 

 そしたら、じゃあだめだからと言って、また畳んでいくものかと。そういうことも

たぶんできないと思うんですね。キッチンカーであれば、もうどこか処分ということ

も。 

 キッチンカーにつきましてはですね、１,７００万ぐらいですね、かかっておったと

思うんですが、まあ民活で言うたら、そんなにかかるはずないし、それはですね、相

乗効果でやっぱり宣伝するために、それだけのしっかり投入せないかんという部分で

されたんでしょうけど、１,７００万で、申し訳ないですけど、しょっちゅう駐車場に

止まっていますよ。もう稼働率はほんとこんなものでするなら、もう民間やったらた

ぶんもう廃業せないかんというパターンだろうと思います。 

 だからですね、そういう状態で、なおかつまた、いちご農園をまたそこに資金を投

入していくというと、どんどん、どんどん何かリスクが多くなっているような感じが

するんです。 

 だから、大木町やったですか、みやまやったですか、すみません、ちょっと定かで

はありませんが、道の駅が真ん中にあって、その横にいちご農園がありまして、４、

５カ所ぐらい点在しておりまして、そこにはバイオマスの設備もある、ちょっと離れ

ると温泉施設もあるということでですね。 

 しかし、いちご農園は民間でされてあるんですね、あそこはですね。ただ受付だけ

を道の駅でして、経営自体は民間がそれぞれしてあるということ。 

 そういうふうな選択肢はなかったんでしょうか。考えられないんでしょうか。お尋

ねいたします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさに地方創生なんですね。どうやって今の危機的な状況から雇用を生み出してい

こうかと。むらおこしなんですね。今までに前例のない挑戦をしていこうというのが

地方創生なんです。ですから、これについては国のほうが大幅な財源を供給してくれ

ております。 

 これによって、全国的に今、地方創生が全国的に進められておりますけれども、そ

のうち何割成功するだろうかという話もたくさん出ております。 

 しかしながら、それでも人口減少を抑制するんだという強い国の姿勢で、様々に事

業が、今、国のほうから交付されているわけであります。 

 わが町もですね、地方創生のために様々な事業申請をいたしました。 

 例えば掩体壕のですね、公園化は地方創生に乗らないのかと、様々に民活にならな

いのかというとなかなか制約がございましてですね、例えば掩体壕は、経済的な効果

が見込めない、そういったことでだめだとか、そういったものが様々にございました。 

 そういった中で残ったのが、やっぱり観光いちご農園というのは産業おこしなんだ

と、１つのストーリーができると。あくまでそこで儲かる分は、私はたかがしれてる

と思います。しかしながら筑前町としては、こういった観光いちご園が様々にできる

ことによって、地域が活性化する起爆剤になると。 

 観光いちご園というのは、採算乗るよということを実証することが非常に重要だ

と、そのように思っております。 

 このいちご園を開設するにあたりましては、ライオンいちごさん、花立山にもあり
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ます。あそこにですね、非常に多くの外国人が予約なんかに来ているんですね。 

 それでライオンさんなんかと話しますと、ぜひ、この筑前町に点々と観光いちご園

ができたらば、それはひとつのまた大きな観光客誘致になりますよと。そういった話

もありますし、実際そうだろうと思っております。 

 と同時にいちごというのは非常に魅力的で、これを大型化で栽培すればですね、ひ

とつ外国に打って出ると、そういった産物であろうかと思われるところでもありま

す。 

 そういったことで、ぜひ、このいちごというものを起爆にしたいという思いであり

ますから、ここで大きくは儲からなくても、町がやらなければいけないことをみなみ

の里にやってもらうと、そういった思いで取り組ませていただいていると。 

 それともう１点の弁当工房についてはですね、これが当初みなみの里をつくるとき

には、こういった売れ方は想定しておりませんでした。 

 ところがどっこいここまで、億近くなるように売れるようになったということで、

まだまだニーズはあるということで、ぜひ、この弁当工房をやっていきたい。それに

はぜひ、産物、その材料は地域のものを使ってやると、そういったスタイルを見せて、

多くの弁当を作る農家の人、あるいは商工会の人たちがみなみの里に出していくと。

そういったことによって町全体が潤っていくと。 

 そういったものをまた１０年前と変わってですね、さらにここで挑戦してみたいと

いうのが、町の思いであります。十分に若手職員とも協議しながらですね、ひとつや

ってみようじゃないかと。 

 これやらなくてもよかったんです。地方創生はやらなくてもいいんです。 

 ただ、ここまで金を付けてくれると、こういったチャンスは、何十年に１ぺんのチ

ャンスだということでトライをさせていただいているということだけをお伝えして、

精一杯採算が取れるように、そして波及効果が出るように、努力していくように頑張

っていきたいと思います。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  分かりました。思いは十分分かりますが。 

 まず、農林商工課の関係をしてある地域おこし協力隊の関係を、ちょっと人数を含

めてお尋ねをしたいと思いますが。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 ２９年度につきましては、３名でございます。以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  ３名は、何をされてる３名なのか。 

 例えば、今、木村委員の話にもありましたけれども、キッチンカーｍａｎｍａ号で

すかね、その方もと聞いておりますが、職務というか、そういうのも含めて、ちょっ

とお知らせお願いしたいと思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず１名につきましては、農産物のプランナーということで、現在農林商工課内に

配置をしております。こちらにつきましては、農産物以外の農林商工という形で外に

打っていただいております。具体的には大手百貨店のＯＢの方でございますので、い

ろんな売込みをかけていただいておるところでございます。 

 もう１人につきましては、先ほど委員述べられましたとおり、いわゆるキッチンカ

ーでございますね、そちらの運営のほうを携わっておるところでございます。 

 最後にもう１人につきましては、現在建築中でございます弁当工房の内容、それか
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らつまもの、そういう検討をしていただいておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  すみません、３回目ですけれども。 

 その方々の成果というか、その結果がどうなったか。もう始められて、キッチンカ

ーでもあると思います。当初の計画にどれだけ近づいているか、達成をしているか、

そういうものはお持ちでしょうか、お尋ねをしたい。 

 それともう１つ、関連しますので、予算書にあります４６ページの委託料の中に栽

培技術指導委託料と観光農園の運営管理委託料というのがございますけども、これの

関係はどんなふうになるのか、お尋ねをしたいと思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 ちょっと手元に詳細な資料を持って来ておりませんが。それこそ先日、地域おこし

協力隊、皆さんの成果報告会というのを、町長をはじめあったところでございます。 

 現在の活動内容ですね、それにつきましては、後日また皆様のほうにご報告等をさ

せていただきたいと思います。 

 それから４６ページでございます。 

 栽培技術委託料でございます。４６ページの委託料の中の栽培技術指導委託料、こ

れにつきましては、現在選定中ではございますけれど、いちご作りの極端に言えばプ

ロですね。近隣にはあまおうを作られた方、開発された方、それからＪＡのＯＢの方、

等々の指導をいただく予定にしておるところでございます。 

 それから管理委託料のほうにつきましては、いわゆるパート・アルバイト賃金、そ

れから諸資材費、補助対象外の資材費ですね、その部分の委託費を組ませていただい

ておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  と申しますと、この委託料は人件費ですか。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、栽培技術委託料につきましては、人件費でございます。 

 それから、運営管理につきましては、そういうパートさんたちの人件費及び諸材料

費です。以上です。 

 付け加えて説明をさせていただきますならば、通常でしたら人件費等で組みますけ

れど、これは事業実施主体をみなみの里で計画をしておりますので、その分につきま

して、地方創生等々で見られる分を、そちらのほうに委託で送るというような形で計

画をしておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  要望も含めてお願いしたいと思いますが。 

 町長のさっきのお話の思いは分かります。 

 ですけれども、採算度外視じゃないですけどですね、これにやっぱり相当のお金を

かけるわけですよ。職員も２、３年してからしか成果が出ない。成果が出ない場合は

どうするのか、というところもあると思うんですよね。 

 ですから、そういうところも含めて、前も言いましたけれども、職員の首切るわけ

にはいかんわけです。そういうところも含めてですね、十分に協議をしていただきた

いし、地域おこし活性化、地域活性化プランナー、地域おこし協力隊の隊員の方にも

成果物を出してほしいと思います。あとで報告をお願いしたいと思います。数でお願

いします。数値で。 

 委 員 長  他にございませんか。 
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桒野委員 

 桒野委員  先ほど町長が言われましたように、わが町の基幹産業は農業でございます。米、麦、

大豆の輪作でやっております。 

 私は、麦のことにつきまして、お願いとお尋ねをいたします。 

 現在、麦は、町内でどのくらい作付けをされておりますか、課長、分かりますか。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  申し訳ございません。ちょっと手元に資料ございませんけど、約１,７００町ぐらい

だったと記憶しております。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  ありがとうございました。 

 米は１,７００町のうちに、７割が米の作付け、大豆が３割の作付けでございます。

麦は大体ほぼ１００％裏作を作っております。 

 もちろん私も作っておりますが、一昨年麦の不作がありまして、１町当たりに１万

円の赤字が出たわけでございます。ちなみに私は、７町ほど作っておりますが、それ

につれて赤字が出たわけでございます。 

 それで、いろいろ農協辺と補助の件をお願いしましたですが、どうもできんと。 

 それで私は、お願いは、麦作が１,７００町、先ほど課長の答弁にありましたように、

１,７００町作付けすれば、今、麦の種が１０ａに５㎏使用いたしております。１㎏が

７００円になっております。 

 それで夜須・三輪地区は、カントリーからわずか助成が来ておりますが、私のお願

いは、全町挙げて１,７００町作れば、いくらか町のほうから助成金を出してもらえば、

本当に助かると思います。また、担い手育成とかに、相当な金額の助成をお願いをい

たしておりますが、麦作が一番、みんな農家の方に均等に行き渡るのではなかろうか

と思うわけでございます。 

 先ほど川上委員のほうからも土改剤の件もありましたですが、私は、土改剤も必要

と思いますけど、麦種の種子を予算的にお願いができたらと思っておりますが、よろ

しくお願いをいたします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 いわゆる麦種子の助成を要望されておるところでございますけれど、これはもう非

常に、正直申しまして困難なところではございますが、国の補助制度等々を活用いた

しまして、それは努力をしてまいりますし、また、水田協議会の中の補助金等の、そ

れの割り振りなどは水田協が割り振るというような形になっておりますので、委員の

要望につきましては、水田協の中でも協議をさせていただきたいと考えます。以上で

す。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  どうぞよろしくお願いをいたすわけでございます。 

 麦作は、現在１反に１万５,０００円の助成金が出ておるわけでございます。二毛作

交付金でございます。これが話に聞きますと廃止になるのではなかろうかと、農家は

非常に心配をいたしておるわけでございますので、先ほど言いましたように、麦種の

助成があれば非常に助かると。 

 現在、私、三輪地区の田んぼを見て回りますと、裏作の作付けがわりと少のうござ

います。２割方ぐらいは今減反と言いますか、作付けがあっておりません。 

 それで交付金なんかなくなりますと、それがなおさら進むんじゃなかろうかと思い

ますので、その辺も考慮してよろしくお願いをいたします。以上です。 

 委 員 長  川上委員 
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 川上委員  すみません。あと１点だけお尋ねをいたします。 

 実は昨年の６月にですね、有害鳥獣駆除対策ということで質問をしておりました。 

 そのときに町長、侵入防止策としてはワイヤーメッシュですか、対策をしてあるん

ですが、これにつきましては、２９年度は山隈、下高場、四三嶋、すべてですね、で

き上がりまして、たいへん喜んでおります。 

 ただ、それと同時に、今度捕獲のほうですたいね。についても、やっぱり侵入防止

柵ができたからあとは関係ないじゃなくて、そのまましとけばどんどん増えてくるわ

けでございますので、そのこともちょっとお聞きしておったんですが。 

 そのときに私は、有害鳥獣駆除、捕獲したときの補助金についてお尋ねをしており

ました。 

 これがよその自治体は国の補助金以外にですね、１万円とか８,０００円とか出され

ておるのが、うちは国の補助金だけだということだったもんですから、そのときの答

弁で課長は、１０８万の予算の中で３０万だけは、この捕獲した費用に充てておると

いうようなことでお聞きしておりました。 

 そのあとに、町長がこの協議会の会長だから、私がこの協議会の中で一応意見を聞

いてみるというようなことで、確かそのとき答弁をされておられました。 

 それで今年の予算を見てみますと、やはり去年と一緒で１０８万ということでござ

います。 

 それで私は、協議会の意見等を聴取してみるということまで、町長言われておりま

したが、その結果がこういうことだろうと思うんですが、その協議会の中ではどうい

うふうなお話をされたのか、お尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、有害鳥獣協議会の中でですね、まず２つあったと思います。１つは協議会の

運営の関係、それともう１つは１頭当たりの金額という形でございます。 

 先ほど委員のほうから述べられましたように、１頭当たりにつきましては１万５,

０００円、これにつきましては現在も、いわゆる上乗せというのはあっておりません。

それ以上にですね、現在非常に増えております。 

 実は国からの交付金というのはある一定額しかまいりません。単純に申せば、三四

半期分ぐらいしか補助金が来ません。残りの一四半期分については、次年度へ繰り越

してお支払いをしているような状態でございます。 

 国も非常に力は入れてはおりますけれど、なかなかいわゆる現金というか、補助金

として下りてきていないような状況でございまして、これにつきましてはうちに限ら

ず、広域の協議会の中でも要望等はさせていただいておるところでございます。 

 ２つ目につきましては、各、今言われました１０８万ですね、どちらかというと各

班です。いのしし班、鳥班、そういう方たちへの運営助成のような形でお支払いをさ

せていただいておりますけれど、班ごとにつきましては、もちろん補助金の要望とい

うのはあっておりますけれど、現時点においてはですね、各班の運営の内容、使途と

言いますか、もちろん実績報告を出していただいておりますので、内容を見ますと、

まだ助成を上げると言いますか、そういう段階にはないのではなかろうかと考えてお

ります。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  その捕獲した国の予算以外に、うちとしていくらか上乗せはできないのかというよ

うなことをですね、お尋ねしとったんですね。 

 それができてないから、協議会の中でどういう話になったのかということなんです

よ。その運営費としては、私はもういいんです。 
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 東峰村、朝倉市、いろんなところが捕獲に対して、補助金以外に上乗せしてますか

ら、それはうちもしたほうがいいんじゃないですかという質問をしとったわけなんで

すね。それに対する結果がどうなりましたかということをお聞きしているわけです。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 協議会の役員会の中で、これは一度諮ったことがございます。諮ったというか、そ

ういうお話があったということがありますよということで、お話をさせていただきま

した。 

 それは、上乗せしてもらうならそれに越したことはないたいと、その意見ではござ

いました。それはもう正直なところでございます。 

 ただ、この上乗せにつきましてはですね、今、委員述べられましたように、東峰村

あるいは添田、朝倉、上乗せはしておりますが、主に山間が非常に深いところでござ

います。逆に筑紫野関係については、もう補助金をというような考えもございます。 

 非常にうちの町が境目でございますので、もうちょっと様子を見らせていただきた

いと考えておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  ぜひ、３０年度で検討をお願いします。 

 特にですね、ワナはもう１人ですから、それはいいんです。狩猟は、鉄砲になれば

うちは２人でしょうが、じゃなからな絶対行かれないということで、半分になるわけ

ですから、よそは１人で捕獲に行っていいということになっておりますから、非常に

そこら辺もあるわけですね。 

 ですから、そこら辺をぜひ検討されて、ぜひ３０年度も検討をお願いします。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、農林商工課、農業委員会の予算説明を終わります。 

 委 員 長  それでは続きまして、建設課の予算説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  それでは、建設課の予算について、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 ３０年度建設課関連の予算総額につきましては、３億２,８９５万円、前年度比５,

３９６万２,０００円の増でございます。約１９.７％の増となっております。 

 増額の理由につきましては、２９年度当初予算につきまして、骨格予算でございま

した。そういった関係で、道路新設改良費、維持工事などの計上を見送ったことが主

な理由でございます。 

 それでは、予算の内容のご説明をいたします。 

 なお、人件費等の義務的経費につきましては省略し、主なもののみご説明をいたし

ます。予算書の４４、４５ページをお願いいたします。 

 ４４ページ下段の、２款１項２６目交通安全対策費でございます。 

 ４５ページ上段の、１５節工事請負費６８０万円で、前年度比２０万円の減でござ

います。毎年交付される交通安全対策特別交付金を活用し、カーブミラー、防護柵、

路面標示等の交通安全施設工事を行うものでございます。 

 交付金額が、毎年３月末に確定いたしますので、直近５カ年の平均額で、今回予算

計上をいたしております。３０年度も引き続き、地域のご要望に応えながら交通安全

対策を講じていきたいというふうに考えております。 

 飛びまして、７７ページをお願いいたします。 

 ５款２項３目林道費７９万円、前年度比同額でございます。 

 １３節委託料につきましては、２９年度から新たに予算計上いたしました曽根田林
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道と三並林道の沿線区への清掃等の維持管理委託料でございます。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 ７款１項１目土木総務費７,５１８万７,０００円、前年度１２６万３,０００円の減

でございます。 

 １節の報酬につきましては、嘱託職員２名分の報酬でございます。前年度より１８

９万３,０００円の減、１名分の減によるものでございます。 

 ７９ページ中段の、１３節委託料、前年度同額でございます。主なものは、寄附採

納等に伴う分筆測量委託料でございます。 

 １４節使用料及び賃借料、前年度１２万６,０００円の減でございます。主なものと

して、公用車、工事費の積算システムの借上料などが主なものでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金、前年度同額でございます。主なものとして、道路協

会や国県道の整備促進期成会の負担金が主なものでございます。 

 次に、８０ページをお願いいたします。 

 ２項１目道路橋梁総務費９,３００万、前年度比２,５００万の減でございます。国

の防災安全交付金を活用した事業が主なものでございます。 

 主な減の理由につきましては、県の曽根田川河川改修に伴いまして、薬師前の架け

替え工事が２６年末から現在まで、約３カ年以上の長期にわたって実施されておりま

して、現在も工事中でございます。その費用の一部を負担金として、本年度は約２,

３００万でございますが、毎年予算化をしておりましたけれども、その工事が年度内

の完了見込みであることが、主な減の理由でございます。 

 まず、１３節委託料でございます。前年度１,０００万円の減でございます。 

施設の長寿命化対策として、橋梁補修設計１本分と、舗装構成検討の設計１本分、

及び道路台帳の更新委託料などでございます。 

 次に、１５節工事請負費、前年度８００万円の増でございます。 

同じく橋梁の長寿命化対策による補修工事２橋分と、三箇山開発線の擁壁の補修工

事でございます。 

 次に、２目道路維持費でございます。５,６３１万８,０００円、前年度比４,０２３

万円の増でございます 

 主な増の理由につきましては、２９当初予算が骨格予算であったことが主な理由で

ございまして、６月に１５節の工事請負費４,５００万円を肉付け予算として計上をさ

せていただいております。そのことが主な増の理由でございます。 

 まず、１３節委託料、前年度２万３,０００円の増でございます。 

 主なものとしましては、シルバー人材センターへの道路の維持管理等の委託料が主

なものでございます。 

 １５節工事請負費、前年度４,０００万円の増でございますけれども、これも先ほど

申し上げました骨格予算の関係で、６月の補正で４,５００万円肉付けをさせていただ

いております。その補正分を合わせた額の比較で申し上げますと、５００万円の減で

ございます。 

 予算内容としては、各区からの要望とか苦情を解消するための予算として、維持工

事費として計上いたしております。 

 次に、３目道路新設改良費８,３７０万５,０００円、前年度比４,０５０万４,０００

円の増でございます。 

 主な増の理由につきましては、先ほど申し上げましたように、骨格予算であったた

めでございまして、６月に１５節と関連いたしまして、１３、１７節の予算を肉付け

予算として計上したことが、主な増の理由でございます。 

 財源につきましては、主に合併特例債を活用した事業でございます。 

 まず、１３節委託料、前年度１,３６８万４,０００円の増でございます。骨格予算
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の関係で、６月に補正額６２０万円を計上いたしております。 

 合わせた額で比較いたしますと、７４８万４,０００円の増でございます。主にやす

らぎ荘交差点を含む３路線分の測量設計費でございます。 

 次に、１５節工事請負費、前年度比２,０５０万円の増でございます。これも骨格予

算のため、６月に補正額５,１００万円を肉付けをさせていただき、合わせた額で比較

いたしますと、３,０５０万円の減でございます。 

 主に昨年度から継続分の太刀洗駅の横の歩道工事の他５路線、総延長約８００ｍの

道路新設改良分でございます。 

 １７節公有財産購入費、前年度６３２万円の増でございます。同じく骨格予算の関

係で、６月に１３５万円を肉付けをさせていただいております。比較で申し上げます

と、４９７万円の増でございます。主に下高場の若草中央線の用地費と物件の補償費

等でございます。 

 次に、２２節補償補填及び賠償金、前年度同額でございます。工事に伴います電柱

移転費等でございます。 

 次に、河川関係の予算でございます。 

 ３項１目河川総務費４４４万２,０００円で、前年度比３,０００円の減でございま

す。 

 １９節の負担金補助及び交付金、前年度同額でございます。主に河川を守る会、三

輪地区５、夜須地区２４区、合計２９区への補助金が主なものでございます。 

 次に、２目河川維持管理費５１４万１,０００円、前年度同額でございます。 

 ８１ページ上段のですね、１５節工事請負費につきましては、河川の浚渫とか維持

補修関係などが主なものでございます。 

 次に、飛びまして１１６ページをお願いいたします。 

 １０款災害復旧関連予算でございます。 

 １項農林水産業施設災害復旧費、合計額の１２０万５,０００円と、１１７ページ、

２項公共土木施設災害復旧費、合計の１５０万６,０００円につきましては、それぞれ

昨年と同額予算でございます。今回も例年同様、応急工事費のみを計上いたしており

ます。 

 以上で、建設課の関連予算の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

木村委員 

 木村委員  お尋ねします。 

 予算書の８０ページでございます。 

 ２目１５節の工事請負費でございますが、これは要望に対するですね、予算という

ことでですね、これはご存じかと思いますが、私、前任の課長さんにですね、原口課

長さんに、ほんとこれはどうとかせないかんということで、何年もかけてですね、決

算委員会のときに訴えてまいりました。 

 それで去年の、今補足説明がございましたが、６月にですね、補正していただきま

して、増やしてもらっとったわけですが、わずか半年で元に戻っているんですね。も

うたいへん残念です。 

 執行部としましてはですね、ほんと苦渋の決断だったろうと思います。いろいろや

りくりをした中で、仕方なく下げられたと思うんですが、やはりこうやって元に戻す

場合はですね、何か必要としてそれだけ増やしてあったわけですから、やはり住民サ

ービスがですね、確保できたと、増やしたことによって。だから戻しましたとかです

ね、何かその辺はどう考えあるんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  建設課長 
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 建設課長  お答えいたします。 

 減額した理由というところでございますけれども、例年、毎年ですね、要望の件数

につきましては、１００件程度の区のほうから苦情なり要望関係があがってきておる

状況でございます。突発的な苦情もですね、その中にはあるわけでございますけれど

も。そのうち毎年約６０から７０ぐらいは処理をいたしておるところでございます。 

 ただ、未だにですね、約３００件程度が残っているというふうな状況でもございま

す。 

 現課といたしましてはですね、地域のご要望にお応えするために、ある程度安全性

とか費用対効果、そういったものを総合的に判断して処理をいたしておりますけれど

も、そういった反面、事業を進めていく上ではですね、当然町の財政状況も、当然勘

案しながら計画を立てねばならないというふうに考えてもおるわけでございます。 

 確かに予算が多ければですね、現課としても助かりますけれども、町の財政も特に

限度がございます。 

 現課といたしましては、毎年区の要望に対応するために、なるべく直営でできるも

のについてはですね、職員で対応いたしておりますけれども、ちなみに平成３０年の

２月末ぐらいで約５０件ほど、職員で対応いたしております。 

 要望書の未処理分の中にはですね、特に、過去に応急処置をしながらも、その後区

と協議しながら、当面の間経過観察としている箇所も未処理分として残っておるとい

うふうなことも事実でございます。費用対効果の低いものとかですね、様々なものが

未処理分として残っている状況でもございます。 

 現在、そのような案件につきましてはですね、改めて区のほうにご相談申し上げま

して、要望の処理済みとして処理していいのか、また効果の低いものにつきましては、

応急対応後の経過年数の経っているものとかも含めてですね、見直しあるいは取り下

げ、そういったものを含めて再検討を関係区のほうにご相談をさせていただいている

ところでもございます。 

 現課といたしましては、１件でもですね、そういった要望書も減らす努力もしなが

ら取り組んでいるところでもございます。 

 ２９年度は、先ほど委員さんのほうからお話がありましたように、議会のご承認を

得まして、５００万円を増額しておりますけれども、先ほど申し上げましたように、

現実的にまだすべて解消していないというふうなことが、現実でございます。 

 毎年改定されます人件費とか資材の単価等の見直し、現状としてはですね、当然上

がる見込みでございます。 

 さらに平成３０年度中にはですね、消費税のアップも予定をされておりますし、当

然そのことも影響が予想されると思います。 

 現課といたしましては、３０年度におきましても、同様に予算の範囲内でですね、

工夫しながら、まず安全上緊急的な箇所を優先しながら、財源も現在単独費で行って

おりますけれども、新たな補助財源も模索しながら、今後計画的に改良工事を進めて

いきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  しっかりと努力をしていただいてという部分は分かるんですけども、実際、じゃあ

今の３００件をですね、どれだけ減らせるかとかじゃなくて、やっぱり言われたとお

りに、毎年毎年１００件あがってきて、それを５０件しかできてない。なおかつ材料

費も今から上がるというのは、もう認識してあるんですね。 

 私、土木関係してますけど、生コンなんか４月からですね、もうここ１０年、２０

年ないような値上げをするんです。鉄筋も上がってます。砕石も上がってます。全体

が上がっているんです。状況は間違いなく悪くなるということが分かってます。それ

でなおかつ、やっぱり災害なんかもこうやって増えております。 
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 ということは、やっぱり今まで以上に悪化していくんじゃないかなと、やっぱり心

配するわけなんです。 

 職員の方が直接ですね、出向いてしているというのは十分分かるんですが、やはり

それじゃあ解消できないと判断するわけなんですね。 

 だから予算付けが、もちろん予算付けしていただくのがもちろんです。しかし、昔

みたいに毎回毎回補正をかけてですね、要望に対してそれをクリアしていくというの

は、たぶんできんと思います。 

 だから、やっぱり予算付けを改めてまた考えていただく、それか若しくは、私以前

アダプトプログラムなんかも提案したことがございました。 

 長野県の下条村なんかはですね、そういう部分で、かなりの部分でボランティアが、

材料代だけを出して、ボランティアがする部分が多いと聞いております。 

 そういったことをですね、ぜひ、検討してもらいたいと思いますが、その辺につい

て、見解をお伺いします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 本当に財源の問題なんですね。同時に手法の問題もあろうかと思います。 

 うちは例の農地・水ですね、あれは福岡県下でも非常に多額の補助金をいただいて、

そして自力で、そして町のお金も国のお金も出し合って、手作りでやっているところ

もかなり積極的にやっている自治体だろうと思っております。 

 それともう１つは財源が、お金がないもんですから、財政計画とやっぱり整合性を

取らなくちゃいけません。と合併債というのはですね、案外地味ですけど、道路建設、

道路改良にも入れているんですよ。３０年度予算も７,７９０万からですね、見えにく

いんですけれども、合併債があるがゆえにできている事業です。これも道路関係です。

そういったところもぜひご理解いただきたい。 

 さっきの５,０００万はまさに単費ですけれども、そういった合併債あたりを、別に

箱ものばっかりつくるのが合併債じゃありませんので。学校もつくりましたし、道路

もつくっていると。そして、そういった道路改良工事にも充当させていただいており

ます。 

 本当に何か、これまたいい補助金があればですね、活用していきたいと思いますけ

れども、一般財源というのは、財政のほうもですね、各課に振り分けるんです。 

 その中で、要するに一般財源、これだけしかないよと。入るを量って出を制しなさ

いということでやるもんですから、それぞれ各課は苦肉の策でやっております。 

 最終的には私が判断いたしましたけれども、道路事情というのはよく分かっており

ます。しかしながら合併債等を活用しながら、今年の予算についてはこれでしっかり

やっていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 委 員 長  お諮りいたします。 

 本日の会議をですね、建設課の質疑を終わらせるために、予め時間の延長をしたい

と思います。 

 これに、ご異議ございませんか。  

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本日の会議時間を少し延長することになります。よろしくお願いいた

します。 

木村委員 

 木村委員  ありがとうございます。 

 ぜひですね、補助金等々の活用もですね、それはもちろん大事なことですが、この
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予算については、やっぱり住民サービスに直結することなんですね。やっぱり家の前

の、この危ないところをどうかしてくださいという住民の声に応える部分ですから、

ぜひですね、もう１回検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。答

弁は結構です。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  ８０ページですけども、１目の道路橋梁総務費、１５節の工事請負費です。 

 橋梁の長寿命化工事ということで、予算が７,７００万でございます。 

 昨年度は６,９００万という予算計上でございました。間片橋、それから篠隈橋の長

寿命化ということで、現況がきれいにですね、改修等が行われたということで、篠隈

橋のほうはもう少しですね、今月末までですか、たいへんきれいに長寿命化が済んで

おります。 

 先ほど課長のほうが、３０年度に事業は２橋分というふうに説明があったと思いま

すけども、この２橋はどちらなのかなということと、築何年ぐらい経っている橋なの

かということの説明を求めたいと思います。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 橋梁の工事の関係ということでございます。 

 ３０年度につきましては、篠隈橋の補修工事、昨年からの継続分でございます。 

 それから天神前橋の補修工事でございます。以上、２橋でございます。 

 それから、橋梁の橋の年数につきましては、既に５０年以上はですね、経過してい

るものというふうに推測しております。以上でございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  篠隈橋ということで、今、説明がありましたけども、２９年度に引き続いて篠隈橋

ということで、同じ橋梁でございますか。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  篠隈橋につきましては、下部工と上部工と２カ年にわたって工事を進めておりま

す。本年度が最終年度ということで、継続して工事を進めておるところでございます。

以上でございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、建設課の予算説明を終わります。 

 散  会  

 委 員 長  平成３０年度筑前町一般会計予算の建設課の審査が終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 明日は、午前１０時から会議を開きます。 

 お疲れさまでした。 

（１６：５９） 

 


